
令和７年度 第３回世田谷区男女共同参画・多文化共生推進審議会 次第 

令和８年２月１２日（木） 

午後３時～午後５時 

                            三茶しゃれなあど 

１ 開会 

２ 議事 

【協議事項】 

（１）「（仮称）第三次男女共同参画プラン」の骨子案について       ・・・資料１ 

 （２）令和８年度「世田谷区における外国人区民の意識・実態調査」調査票案及び 

分析項目について                        ・・・資料２ 

 

【報告事項】 

 （１）「これからの国際交流のあり方」の見直し検討状況について     ・・・資料３ 

（２）世田谷区立男女共同参画センター運営委託事業者の選定結果について・・・資料４ 

（３）区内企業の男女共同参画に関する意識・実態調査の集計結果について（速報） 

                                  ・・・資料５ 

３ その他 

４ 閉会 

 

◆配付資料 

資料１－１ 「（仮称）世田谷区第三次男女共同参画プラン」体系案 

資料１－２ 「（仮称）世田谷区第三次男女共同参画プラン」概要資料 

資料１－３ 「（仮称）第三次男女共同参画プラン」骨子案 

資料２－１ 令和８年度「世田谷区における外国人区民の意識・実態調査」調査票（案） 

資料２－２ 令和８年度「世田谷区における外国人区民の意識・実態調査」分析項目一覧（案） 

資料２－３ 世田谷区内在住外国人の状況について 

資料３   「これからの国際交流のあり方」の見直し検討状況について 

資料４   世田谷区立男女共同参画センター運営委託事業者の選定結果について 

資料５－１ 区内企業の男女共同参画に関する意識・実態調査の集計結果について 

資料５－２ 区内企業の男女共同参画に関する意識・実態調査報告書【速報版】 

意見・質問票 

 

◆情報提供 

 ・大切な“あなた”に向けたサポートブック 

 ・第９回せたがや国際メッセ＆第７回ホストタウンコンサート 

 

 

      【事務局】 

      世田谷区生活文化政策部人権・男女共同参画課 

        電話０３-６３０４-３４５３ 

        FAX ０３-６３０４-３７１０ 







 

  

区民生活領域 保健福祉領域 都市整備領域 教育領域 企画総務領域 

職員それぞれのジェンダー平等意識の醸成 

基本目標Ⅰ 
男女共同参画の総合的推進による 

自分らしい生き方の実現 

課題 1 男女共同参画の意識醸成 

女性活躍の現状は、世界水準でみると、政治・経済分野などが目標に達して

いないなど課題となっている状況。また、女性は家事・育児・介護等の負担が

大きく、一方で男性は家族を養う経済力や仕事優先が求められるなどの現状

がある。こうした固定的な性別役割分担意識の解消を図るため、事業者や若い

世代を含め、意識啓発が求められている。 

課題２ 性別や年齢にとらわれない多様なライフデザインの実現と支援 

人生１００年時代を迎える今、長期的な視点でライフデザインを考えていくこ

とが重要となる。ライフデザインを考えていく上では、自らが希望するワーク・

ライフ・バランスの実現も重要となるため、両立支援に関する制度整備や支援

の充実が求められる。また、地域活動への参画支援やキャリア教育も充実も必

要である。 

課題３ 女性の活躍推進と就労に向けた支援 

女性の出産・子育て期間における就業率の低下は徐々に解消されているもの

の、２０代をピークとした正規雇用率の低下は依然として大きい状況にある。 

また、防災分野に関しては、近年の大規模な自然災害に伴い、災害支援や避

難所運営において女性を始めとした多様な視点を引き続き取り入れていくこ

とが重要。 

課題４ 男女共同参画センター「らぷらす」の機能の強化 

令和６年度に実施した「男女共同参画に関する区民意識・実態調査」によると、

らぷらすを「知っている」と回答した人の割合は、17.3％に留まっており、認知

度の向上に向けた取組みが課題となっている。また、区における男女共同参画

推進拠点としての機能を強化していくことが求められる。 

基本目標Ⅱ 
あらゆる人の人権や尊厳が守られる 

支援の強化 

課題５ 暴力やハラスメント防止の啓発 

令和６年度に実施した「男女共同参画に関する区民意識・実態調査」による

と、ＤＶ防止法の内容まで理解している人は約半数にとどまっている。暴力や

ハラスメントは「許されない行為である」という認識を広げ、社会において醸成

していくことが重要となっている。最近では若年層の SNS 等を通じたデジタ

ル性犯罪も増加傾向にあり、時代に即応した取組みが求められる。 

課題６ 配偶者等からの暴力（ＤＶ）の防止と被害者支援の充実 

令和６年度に実施した「男女共同参画に関する区民意識・実態調査」による

と、ＤＶや性暴力、児童虐待への対応が不十分と感じている区民は多くおり、

支援の一層の充実が求めらる。また、区では「配偶者暴力相談支援センター」

にて支援を行っているが、相談件数は増加傾向にあり、複数の課題が関係し、

継続的な支援を必要とする場合が多いことが分かっている。 

課題７ 困難な問題を抱える女性への安全確保と自立に向けた支援 

「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」をを受け、令和７年３月に

「世田谷区困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な

方針」を策定し、方針を踏まえた取組みを推進している。ＤＶを含む複数の問題

を抱える場合が多く、女性相談支援員の体制強化や人材の育成が急務となっ

ている。 

課題８ 性犯罪・性暴力の防止と被害者支援の充実 

被害を周囲に知られることの不安から、すぐに相談につながりにくいという

傾向がある。一方で、都道府県のワンストップ支援センターの相談件数は、年々

増加傾向にある。 

こうした中、区では「世田谷区犯罪被害者等支援条例」を制定し、性犯罪に遭

われた方に対して様々な支援を行っている。 

基本目標Ⅲ 
多様性や違いを理解し、尊重し合える 

社会の構築 

課題９ 性の多様性に関する理解促進と性的マイノリティへの支援 

令和６年度に実施した「男女共同参画に関する区民意識・実態調査」による

と、「性的マイノリティという言葉の認知」は、約９５％と上昇しており、区民の

意識が着実に変わってきていることがうかがえる。一方で、「性のあり方は個

人の趣味・嗜好によるもの」という誤った認識は、56.5％と依然として高い割

合にあり、より一層の周知・啓発に取り組む必要がある。 

課題１０ リプロダクティブ・ヘルス/ライツの理解促進 

自分も相手も大切にするために、思春期からの性に関する知識や意識に関す

る教育はもちろんのこと、生涯を通じてリプロダクティブ・ヘルス/ライツにつ

いて考えていくことが重要である。 

課題１１ 性差に応じたこころと身体の健康支援 

女性・男性それぞれの特有の健康課題について、女性ではキャリア形成期や

仕事で責任を負う時期、男性は役職定年から定年に差し掛かる時期に生じて

いることが分かる。男女それぞれが抱える健康課題について、お互いが理解す

ること、職場では仕事との両立支援を図っていくことが重要となる。 

庁内における世田谷版ジェンダー主流化 

推
進
体
制 

方策１ ジェンダー平等推進のための整備・強化 

庁内におけるジェンダー主流化や EBPM の推進を図るため、庁

内体制整備・強化する。庁内におけるジェンダー主流化を進める上

での必要な根拠となるジェンダー統計を活用し、EBPM に基づく

施策展開を図っていく。また、PDCAサイクルにより実施・改善し、

庁内や地域におけるジェンダー平等を推進する。 

方策２ 区職員の男女共同参画推進 

区内最大規模の事業者として、区内事業者に先駆け、すべての職

員が働きやすい環境づくりや女性活躍推進、両立支援、ハラスメン

ト防止、多様な性に対する理解促進について取り組んでいく。 

方策３ 多様な視点や連携による施策の充実 

「世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進

する条例」に基づき、「男女共同参画」と「多文化共生」の取組み状

況を共有しながら連携を図り、PDCA サイクルを通じてプランを

推進していく。併せて、区内市民活動団体との協働や、国、都や他

自治体との連携を強化し、多様な視点のもと総合的かつ計画的な

施策の充実を図る。 

基本目標ごとの課題と推進体制の方策 資料１－２ 



 

施策の方向性 

基本目標Ⅰ 
男女共同参画の総合的推進による自分らしい生き方の実現 

課題 1 男女共同参画の意識醸成 

１ 男女共同参画社会の実現に向けた意識啓発 

２ 子ども・若者が性別にとらわれず多様な未来を描くための意識啓発 

３ 従業員それぞれの働き方を尊重するための意識啓発 

課題２ 性別や年齢にとらわれない多様なライフデザインの実現と支援 

１ 育児、介護等をともに支えるための支援 

２ ひとり親家庭が安心して生活できる環境づくり 

３ 多様な働き方の支援 

４ 地域活動への参画促進 

５ 子どものキャリア教育と若者のライフデザイン形成支援 

６ 働きやすい環境整備のための事業者への支援 

課題３ 女性の活躍推進と就労に向けた支援 

１ 女性のキャリア形成と多様な働き方の支援 

２ 女性活躍の取組みを推進する事業者への支援 

３ 地域や防災分野における女性の参画促進 

課題４ 男女共同参画センター「らぷらす」の機能強化 

１ ジェンダー平等実現に向けた講座・研修、情報収集・提供、 

相談機能の強化 

２ 区民の主体的な活動拠点としての充実 

３ 区関係所管、関係機関、地域活動団体等との連携 

区民や子ども・若者世代、事業者に対して、主に固定的

な性別役割分担意識の解消に関する周知・啓発を行っ

ていく。 

育児、介護等の負担を軽減するための支援や多様なラ

イフデザインを描くための働き方、地域活動への参画

支援、キャリア教育やライフデザイン形成支援を進め、

事業者へも働きかけていく。また、ひとり親家庭への

支援について、らぷらすや所管課と連携し実施する。 

非正規労働者のスキルアップ支援やライフコース・ライ

フステージに応じた働き方の支援を行うとともに、事

業者への働きかけや地域、防災分野における女性の参

画促進していく。 

社会情勢や区民ニーズを捉えた事業を実施していくと

ともに、区民の主体的な活動拠点としての充実や区関

係所管課などとの連携により、地域におけるジェンダ

ー平等を推進する。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

基本目標Ⅱ 
あらゆる人の人権や尊厳が守られる支援の強化 

課題５ 暴力やハラスメント防止の啓発 

１ 暴力の防止とアクティブ・バイスタンダーとなるための意識づくり 

２ デート DVや性犯罪などの暴力の防止及びインターネットや SNSに 

対するリテラシー向上の啓発 

３ 職場におけるハラスメントの防止に向けた普及・啓発 

課題６ 配偶者等からの暴力(DV)の防止と被害者支援の充実 

１ 相談しやすい環境づくりと相談体制の強化 

２ 被害者の安全確保と生活再建に向けた支援 

３ 支援体制の充実と関係機関との連携強化 

４ 被害者支援と児童虐待防止の連携強化 

課題７ 困難な問題を抱える女性への安全確保と自立に向けた支援 

１ 女性相談支援員の体制強化及び支援の充実   

２ 居場所の創出と生活力の向上支援 

３ 関係機関や民間団体との連携 

４ 国、都や他自治体との連携 

課題８ 性犯罪・性暴力の防止と被害者支援の充実 

１ 相談窓口の周知と被害者支援   

２ 国、都や関係機関との連携 

暴力となるものについて啓発を図るとともに、アクテ

ィブ・バイスタンダーとしての意識醸成に向けた取組み

を推進していく。また、子どもや若者を対象にデートＤ

Ｖや性犯罪を主とした暴力の防止と、デジタル性犯罪

などを含むインターネットやＳＮＳリテラシー向上に向

けた啓発を行っていく。事業者に対しては、ハラスメン

ト防止に向け、講座情報の提供や相談窓口の周知など

を行っていく。 

相談しやすい環境づくりや安全確保と生活再建に向け

た支援を行っていくとともに、関係機関との連携や児

童虐待防止の取組みとの連携を進め、より充実した支

援を行っていく。 

研修の体系化や専門職の設置による女性相談支援員

の質の向上を図るとともに、居場所の創出や生活力の

向上支援を行うなど、支援の充実を図る。また、独自の

支援を強みとする民間団体や関係機関との連携、国、

都や他自治体との連携も進めていく。 

相談窓口の周知と支援を実施していく。また、区、都と

の連携や特に地域の医療、関係機関との連携により、

地域におけるより充実した支援を実施していく。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

基本目標Ⅲ 
多様性や違いを理解し、尊重し合える社会の構築 

課題９ 性の多様性に関する理解促進と性的マイノリティへの支援 

１ 性の多様性を尊重し合える社会の実現に向けた意識の醸成   

２ 子ども・若者への性の多様性に関する啓発 

３ 安心して働くための事業者への啓発   

４ 防災や医療・福祉分野等における性的マイノリティに関する取組み 

５ パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓の取組み 

６ 性的マイノリティの相談体制・居場所づくりの整備 

課題１０ リプロダクティブ・ヘルス/ライツの理解促進 

１ 自分も相手も大切にするための性教育の実施と啓発 

２ 生涯を通じたリプロダクティブ・ヘルス/ライツの取組み 

課題１１ 性差に応じたこころと身体の健康支援 

１ 従業員のウェルビーイングを高めるための健康経営の促進   

２ 多様なライフデザインを描くための健康支援 

今後は、子ども・若者や事業者への啓発にも力を入れ、地域

における理解促進を図っていく。また、避難所運営や災害

対応において、多様な視点のひとつとして、性的マイノリテ

ィの視点が取り入れられ、適切な配慮がなされるよう、引き

続き、関係所管課と連携し、調整していく。パートナーシッ

プ・ファミリーシップ宣誓の認知度向上に務めるとともに、

性的マイノリティが直面する様々な困難さを軽減・解消する

ための相談体制・居場所づくりの充実を図る。 

子ども・若者への年代に応じた性教育の普及に取り組むと

ともに、若年層だけでなく、生涯を通じてリプロダクティブ・

ヘルス/ライツについて考え、学ぶ機会を創出していく。 

従業員のウェルビーイングを高めるための健康経営の重要

性について、事業者へ周知・啓発していくとともに、性別や

ライフステージに応じた健康課題への取組みを実施してい

く。今後紐づける事業として、特に、更年期障害、生理、妊

活・不妊治療や自殺について取り上げていく。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

推進体制 

方策１ ジェンダー平等推進のための整備・強化 

１ あらゆる分野における『世田谷版ジェンダー主流化』の推進   

２ EBPM に基づくジェンダー統計の活用と政策立案   

３ 庁内推進体制の強化 

４ 審議会等の女性登用率の向上 

方策２ 区職員の男女共同参画推進 

１ 区職員・教職員の男女平等意識の向上 

２ 庁内の管理監督的立場への女性の登用 

３ 区職員の仕事と生活の両立支援 

４ 区職員のハラスメントの防止 

５ 区職員の多様な性に対する理解促進 

方策３ 多様な視点や連携による施策の充実 

１ 「世田谷区男女共同参画・多文化共生推進審議会」における 

フォローアップ 

２ 国、都や他自治体との連携強化   

３ 男女共同参画に関わる市民活動団体との連携・協力 

『世田谷版ジェンダー主流化』の考え方を庁内へ浸透させる

とともに、ジェンダー統計を活用した施策展開を行ってい

く。ただし、ジェンダー統計の活用にあたっては、性別情報

の収集について、考え方を整理し、性的マイノリティの方々

へ配慮しながら、進めていく。 

職員一人ひとりにジェンダー平等の意識が根付くよう、庁

内発信や研修、周知・啓発などを行っていく。また、テーマ

ごとに、職員の意識やニーズを捉え、関係所管課と連携し、

取組みを推進していく。 

「世田谷区男女共同参画・多文化共生推進審議会」や同部会

で意見をいただきつつ、国、都や他自治体との連携や情報

提供を通じてより充実した施策を検討していく。また、地域

においてステークホルダーとなる団体にもジェンダー平等

の視点をもってもらえるよう、周知・啓発していくととも

に、新たに担い手となる団体を発掘・育成し、地域における

ジェンダー平等を進めていく。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 



 





 





 









 



 



 



 



 



 



 



 



 

女性 (n=530)
男性 (n=367)

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

町内会や自治会
への出席

食料品・日用品の
買い物

洗濯

部屋の掃除

風呂やトイレの掃除

庭や玄関周りの掃除

ゴミ出し

食事のしたく

75.1 

29.4 

76.6 

39.0 

79.1 

40.6 

65.8 

34.6 

62.1 

38.4 

36.0 

23.7 

63.2 

59.1 

6.2 

6.8 

16.8 

39.2 

18.9 

46.0 

14.0 

28.3 

29.8 

44.4 

28.3 

42.8 

36.2 

33.2 

22.6 

24.8 

4.9 

6.0 

7.2 

20.7 

3.4 

10.4 

4.0 

16.1 

3.4 

14.7 

5.8 

10.1 

16.6 

24.5 

10.0 

8.7 

16.2 

10.6 

0.9 

10.6 

0.9 

4.6 

3.0 

14.7 

0.9 

6.0 

3.6 

8.7 

10.6 

18.0 

4.2 

7.1 

72.3 

76.6 

0.0 

0.0 

0.2 

0.0 

0.0 

0.3 

0.0 

0.3 

0.2 

0.0 

0.6 

0.5 

0.0 

0.3 

0.4 

0.0 

いつもしている ときどきする ほとんどしない まったくしない 無回答

（％）



 



 



 





 



 



➀

 

87.5%

12.5%

25.0%

37.5%

70.5%

42.6%

42.6%

47.5%

51.7%

58.6%

34.5%

55.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

人間関係・社会形成能力

自己理解・自己管理能力

課題適応能力

キャリアプランニング能力

幼稚園・認定こども園 小学校 中学校



 



 





 



 







 





 



 



 



 



 



 



 

＜性交を伴う性暴力被害 被害者との関係（複数回答）＞（n＝167） 

【性交を伴う性暴力被害】性暴力被害の相談状況について 
＜相談した人・機関（複数回答）、最初に相談した人・機関＞（n＝167） 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

女性 (n=530)
男性 (n=367)

女性

男性

女性

男性

性犯罪・性暴力、ストーカー被害を
起こさせないための対策

性犯罪・性暴力、ストーカー被害に
遭った人への支援体制

十分に

なされて

いる

ある程度

なされて

いる

あまり

なされて

いない

なされて

いない
わからない

0.0 

0.8 

0.2 

1.4 

11.9 

19.1 

5.8 

16.9 

42.6 

38.7 

43.2 

40.9 

31.7 

21.0 

38.5 

25.6 

13.8 

20.4 

12.3 

15.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

（％）

無回答



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





 





 





 



 



 



 







 



 



 



 



 



 



 

企画
(Plan)

実施
(Do)

検証
(Check)

改善
(Action)



 



 



 



 



 





資料２－１ 

この調査
ちょうさ

は世田谷区
せ た が や く

役所
やくしょ

が行
おこな

っています 

世田谷区
せ た が や く

における外国人
がいこくじん

区民
く み ん

の意識
い し き

・実態
じったい

調査
ちょうさ

 
  

この調査
ちょうさ

用紙
よ う し

は、質問
しつもん

の回答
かいとう

を書
か

いて、令和
れ い わ

８年
ねん

（２０２６年
ねん

）○月
がつ

○日
にち

（○）までに、同封
どうふう

して

ある返信用
へんしんよう

封筒
ふうとう

に入
い

れて、切手
き っ て

を貼
は

らずに郵便
ゆうびん

ポスト
ぽ す と

にいれてください。ご協 力
きょうりょく

をお願
ねが

いします。

下
した

の二次元
に じ げ ん

コード
こ ー ど

から、オンライン
お ん ら い ん

でも回答
かいとう

ができます。 

令
れい

和
わ

８年
ねん

（２０２６年
ねん

）６月
がつ

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

※ 分
わ

からないことがあったら、世
せ

田
た

谷
がや

区
く

生
せい

活
かつ

文
ぶん

化
か

政策
せいさく

部
ぶ

文化
ぶ ん か

・国
こく

際
さい

課
か

に電話
で ん わ

してください。 

    電話番号
でんわばんごう

 ０３－６３０４－３４３９（午前
ご ぜ ん

８時
じ

３０分
ふん

～午後
ご ご

５時
じ

）※土
ど

、日
にち

、祝日
しゅくじつ

を除
のぞ

く 

 

 

ご記
き

入
にゅう

にあたってのお願
ねが

い   

１．封筒
ふうとう

に名前
な ま え

が書
か

かれてある方
かた

が答
こた

えてください。 

２．黒
くろ

のボ
ぼ

ー
ー

ル
る

ペ
ぺ

ン
ん

または鉛
えん

筆
ぴつ

で書
か

いてください。 

３．最初
さいしょ

から１問
もん

ずつ、最後
さ い ご

まで答
こた

えてください。 

４．答
こた

えは、あてはまる番号
ばんごう

に○をつけてください。 

５．（１つに○）（あてはまるもの全
すべ

てに○）など、質問
しつもん

によって○をつける数
かず

が違
ちが

いますので、 

その範囲内
はんいない

で答
こた

えてください。 

６．それぞれの質問
しつもん

をよく読
よ

んでから答
こた

えてください。 

７．記入
きにゅう

日
び

時点
じ て ん

での情報
じょうほう

で答
こた

えてください。 

この調査
ちょうさ

は日本語
に ほ ん ご

のほか、やさしい日本語
に ほ ん ご

、英語
え い ご

(English)、中国語
ちゅうごくご

簡体
かんたい

字
じ

・繁体
はんたい

字
じ

（中文簡体字・

繁体字）、韓国語
かんこくご

（한국어）、ベトナム語
べ と な む ご

（Tiếng việt）、フィリピン語
ふ ぃ り ぴ ん ご

（Filipino）、ネパール語
ね ぱ ー る ご

（नेपाली）、フランス語
ふ ら ん す ご

（français）、インドネシア語
い ん ど ね し あ ご

（Indonesian）の１０言語
げ ん ご

で回答
かいとう

いただけます。 

 右
みぎ

の二次元
に じ げ ん

コード
こ ー ど

からオンライン
お ん ら い ん

回答
かいとう

ページ
ぺ ー じ

にアクセス
あ く せ す

してください。 

外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

の皆
みな

さん、調査
ちょうさ

にご協 力
きょうりょく

ください。 

皆
みな

さんの声
こえ

が、外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

にとっても暮
く

らしやすいまちづくりに役立
や く だ

ちます。 

調査
ちょうさ

項目
こうもく

 

■あなた（回答者
かいとうしゃ

）について（Ｆ１～８）   ■ことばについて（Ｑ１～４） 

■日常
にちじょう

生活
せいかつ

について（Ｑ５～２３）      ■行政
ぎょうせい

サービス
さ ー び す

について（Ｑ２４～３０） 

■交流
こうりゅう

活動
かつどう

について（Ｑ３１～３５）     ■その他
た

（Ｑ３６） 

調査
ちょうさ

目的
もくてき

 

世田谷区
せ た が や く

は、国籍
こくせき

・地域
ち い き

を問
と

わず誰
だれ

もが暮
く

らしやすい多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

社会
しゃかい

を目指
め ざ

しています。 

この調査
ちょうさ

は、区内
く な い

に住
す

んでいる外国人
がいこくじん

区民
く み ん

の皆
みな

さんに生活
せいかつ

の様子
よ う す

や世田谷区
せ た が や く

に対
たい

する意見
い け ん

や要望
ようぼう

を聞
き

き、

その結果
け っ か

を多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

社会
しゃかい

を目指
め ざ

す施策
し さ く

のために活用
かつよう

します。 
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あなた（回答者
かいとうしゃ

）について 

Ｆ１．あなたの性別
せいべつ

（性
せい

自認
じ に ん

）はどれですか（１つに○）。 

  １．男性
だんせい

   ２．女性
じょせい

   ３．その他
た

（      ）    

 

Ｆ２．あなたの年齢
ねんれい

はどれですか（１つに○）。  

  １．１５～１９歳
さい

   ２．２０～２９歳
さい

   ３．３０～３９歳
さい

   ４．４０～４９歳
さい

 

  ５．５０～５９歳
さい

   ６．６０～６９歳
さい

   ７．７０～７９歳
さい

   ８．８０歳
さい

以上
いじょう

 

 

Ｆ３．あなたの国籍
こくせき

・地域
ち い き

はどれですか。 

  １．中国
ちゅうごく

      ２．韓国
かんこく

       ３．アメリカ
あ め り か

      ４．ベトナム
べ と な む

    

  ５．台湾
たいわん

       ６．フィリピン
ふ ぃ り ぴ ん

     ７．ネパール
ね ぱ ー る

       ８．イギリス
い ぎ り す

   

  ９．フランス
ふ ら ん す

        １０．インドネシア
い ん ど ね し あ

  １１．その他
た

（              ） 

  ※こちらの選択肢
せんたくし

は、世田谷
せ た が や

区内
く な い

在住
ざいじゅう

外国人
がいこくじん

のうち、上位
じょうい

１０番目
ば ん め

までの国籍
こくせき

・地域
ち い き

となっています。 

Ｆ４．あなたの職 業
しょくぎょう

はどれですか。２つ以上
いじょう

あてはまる場合
ば あ い

は、主
おも

な職 業
しょくぎょう

 を選
えら

んでください（１つに

○）。 

  １．自営
じ え い

業者
ぎょうしゃ

・経営者
けいえいしゃ

     ２．会社
かいしゃ

などの役員
やくいん

     ３． 正社員
せいしゃいん

 

  ４．契約
けいやく

社員
しゃいん

・派遣
は け ん

社員
しゃいん

など（働
はたら

く期間
き か ん

が決
き

まっている人
ひと

）  ５．パート
ぱ ー と

・アルバイト
あ る ば い と

   

  ６．専業
せんぎょう

主婦
し ゅ ふ

・主夫
し ゅ ふ

    ７．学生
がくせい

    ８．無職
むしょく

    ９．その他
た

（         ） 

 

Ｆ５．あなたの日本
に ほ ん

での在留
ざいりゅう

資格
し か く

はどれですか（１つに○）。 

  １．永住者
えいじゅうしゃ

     ２．技術
ぎじゅつ

・人文
じんぶん

知識
ち し き

・国際
こくさい

業務
ぎょうむ

   ３．留学
りゅうがく

 

４．家族
か ぞ く

滞在
たいざい

     ５．日本人
にほんじん

の配偶者
はいぐうしゃ

等
とう

        ６．特別
とくべつ

永住者
えいじゅうしゃ

 

７．特定
とくてい

活動
かつどう

     ８．特定
とくてい

技能
ぎ の う

           ９．高度
こ う ど

専門
せんもん

職
しょく

    

１０．定住者
ていじゅうしゃ

    １１．その他
た

（                      ） 

※こちらの選択肢
せんたくし

は、世田谷
せ た が や

区内
く な い

在住
ざいじゅう

外国人
がいこくじん

のうち、上位
じょうい

１０番目
ば ん め

までの在留
ざいりゅう

資格
し か く

となっています。 

 

Ｆ６．あなたは日本
に ほ ん

にどのくらいの期
き

間
かん

住
す

んでいますか。来日
らいにち

（転入
てんにゅう

・転出
てんしゅつ

）を繰
く

り返
かえ

している場合
ば あ い

は、

日本
に ほ ん

に住
す

んでいる期間
き か ん

の合計
ごうけい

を答
こた

えてください（１つに○）。 

  １．１年
ねん

未満
み ま ん

         ２．１年
ねん

以上
いじょう

～３年
ねん

未満
み ま ん

     ３．３年
ねん

以上
いじょう

～５年
ねん

未満
み ま ん

 

  ４．５年
ねん

以上
いじょう

～１０年
ねん

未満
み ま ん

   ５．１０年
ねん

以上
いじょう

～２０年
ねん

未満
み ま ん

   ６．２０年
ねん

以上
いじょう

 

  ７．生
う

まれたときからずっと 
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Ｆ７．あなたは世田谷区
せ た が や く

にどのくらいの期間
き か ん

住
す

んでいますか。来日
らいにち

（転入
てんにゅう

・転出
てんしゅつ

）を繰
く

り返
かえ

している場合
ば あ い

は、世田谷区
せ た が や く

に住
す

んでいる期間
き か ん

の合計
ごうけい

を答
こた

えてください（１つに○）。 

  １．１年
ねん

未満
み ま ん

         ２．１年
ねん

以上
いじょう

～３年
ねん

未満
み ま ん

     ３．３年
ねん

以上
いじょう

～５年
ねん

未満
み ま ん

 

  ４．５年
ねん

以上
いじょう

～１０年
ねん

未満
み ま ん

   ５．１０年
ねん

以上
いじょう

～２０年
ねん

未満
み ま ん

   ６．２０年
ねん

以上
いじょう

 

７．生
う

まれたときからずっと 

 

Ｆ８．あなたは現在
げんざい

だれと一緒
いっしょ

に住
す

んでいますか（あてはまるもの全
すべ

てに○）。 

  １．配偶者
はいぐうしゃ

・パートナー
ぱ ー と な ー

         ２．子
こ

ども（小学生
しょうがくせい

未満
み ま ん

） 

  ３．子
こ

ども（小学生
しょうがくせい

以上
いじょう

高校生
こうこうせい

未満
み ま ん

）   ４．子
こ

ども（高校生
こうこうせい

以上
いじょう

） 

  ５．兄弟
きょうだい

姉妹
し ま い

                ６．自分
じ ぶ ん

または配偶者
はいぐうしゃ

・パートナー
ぱ ー と な ー

の親
おや

 

  ７．親戚
しんせき

                ８．日本人
にほんじん

の友人
ゆうじん

・知人
ち じ ん

 

  ９．外国人
がいこくじん

の友人
ゆうじん

・知人
ち じ ん

         １０．その他
た

（               ） 

  １１．いない 
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ことばについて 

Ｑ１．日本語
に ほ ん ご

以外
い が い

のことばのうち、自由
じ ゆ う

に使
つか

えることばは何
なん

ですか（あてはまるもの全
すべ

てに○）。 

  １．英語
え い ご

      ２．中国語
ちゅうごくご

     ３．韓国
かんこく

語
ご

     ４．ベトナム語
べ と な む ご

   

５．フィリピン語
ふ ぃ り ぴ ん ご

  ６．ネパール語
ね ぱ ー る ご

   ７．フランス語
ふ ら ん す ご

   ８．インドネシア語
い ん ど ね し あ ご

   

９．その他
た

（         ）    １０．なし 
 

※こちらの選択肢
せんたくし

は、世田谷
せ た が や

区内
く な い

在住
ざいじゅう

外国人
がいこくじん

のうち、上位
じょうい

１０番目
ば ん め

までの国籍
こくせき

・地域
ち い き

に合
あ

わせた言語
げ ん ご

とな

っています。 

Ｑ２．あなたはどれくらい日本語
に ほ ん ご

ができますか。（それぞれ１つに○）。 

 話
はな

すこと 聞
き

くこと 読
よ

むこと 書
か

くこと 

１．できる（日本人
にほんじん

と同
おな

じくらい）     

２．だいたいできる（日常
にちじょう

生活
せいかつ

で使
つか

えるくらい）     

３．あまりできない（かんたんなものはわかる）     

４．ほとんどできない（かんたんなものもわからない）     

 

Ｑ３．あなたは以下
い か

の方法
ほうほう

や場所
ば し ょ

で、日本語
に ほ ん ご

を勉強
べんきょう

していますか（主
おも

なもの１つに○）。 

１．日本語
に ほ ん ご

学校
がっこう

で勉強
べんきょう

している 

２．せたがや国際
こくさい

交流
こうりゅう

センターの日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

で勉強
べんきょう

している 

３．ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

による日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

で勉強
べんきょう

している 

４．テレビ
て れ び

・ラジオ
ら じ お

・インターネット
い ん た ー ね っ と

・本
ほん

など独学
どくがく

で勉強
べんきょう

している 

５．高校
こうこう

や大学
だいがく

・専門
せんもん

学校
がっこう

で勉強
べんきょう

している 

  ６．家族
か ぞ く

や友人
ゆうじん

・知人
ち じ ん

に教
おし

えてもらっている 

  ７．特
とく

に勉強
べんきょう

をしていない →（Ｃ）（Ｄ）の質問
しつもん

にも答
こた

えてください。 

 

（Ａ）あなたが日本語
に ほ ん ご

を勉強
べんきょう

している目的
もくてき

・理由
り ゆ う

は何
なん

ですか（あてはまるもの全
すべ

てに○）。 

  １．仕事
し ご と

のため               ２．日常
にちじょう

生活
せいかつ

（仕事
し ご と

以外
い が い

）のため  

３．日本語
に ほ ん ご

能力
のうりょく

を証明
しょうめい

する資格
しかく

を取
と

るため    ４．日本
に ほ ん

の文化
ぶ ん か

が好
す

き   

５．日本人
にほんじん

と交
こう

流
りゅう

したい            ６．家族
か ぞ く

や友人
ゆうじん

にすすめられた 

  ７．日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

などに通
かよ

って友人
ゆうじん

を作
つく

りたい  ８．その他
た

（               ） 

 

（Ｂ）あなたは、日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

や日本語
に ほ ん ご

学校
がっこう

をどのような方法
ほうほう

で探
さが

しましたか（あてはまるもの全
すべ

てに○）。 

  １．インターネット
い ん た ー ね っ と

    ２．ＳＮＳ     ３．家族
か ぞ く

・親戚
しんせき

  ４．日本人
にほんじん

の友人
ゆうじん

・知人
ち じ ん

 

  ５．外国人
がいこくじん

の友人
ゆうじん

・知人
ち じ ん

  ６．行政
ぎょうせい

機関
き か ん

（窓口
まどぐち

、広報誌
こうほうし

）     ７．学校
がっこう

・職場
しょくば

   

  ８．外国人
がいこくじん

向
む

けのボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

組織
そ し き

  ９．その他
た

（               ） 

（Ａ）の質問
しつもん

にも答
こた

えてください。 

 

（Ａ）（Ｂ）の質問
しつもん

にも答
こた

えてください。 
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（Ｃ）今後
こ ん ご

、日本語
に ほ ん ご

を勉強
べんきょう

したいですか。 

  １．したい      ２．したくない 

 

（Ｄ）日本語
に ほ ん ご

の勉強
べんきょう

をしていないのはなぜですか（主
おも

なもの３つ以内
い な い

に○）。 

  １．教室
きょうしつ

や講座
こ う ざ

にかかる費用
ひ よ う

が高
たか

い   ２．近
ちか

くで受
う

けられる教室
きょうしつ

や講座
こ う ざ

がない 

  ３．勉強
べんきょう

する時間
じ か ん

がない       ４．勉強
べんきょう

できる場所
ば し ょ

を知
し

らない 

  ５．勉強
べんきょう

する必要
ひつよう

がない       ６．その他
た

（                ） 

 

Ｑ４．あなたは、どのような日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

であれば参加
さ ん か

してみたいと思
おも

いますか（あてはまるもの全
すべ

てに○）。 

 １．夜間
や か ん

に利用
り よ う

できる         ２．土曜
ど よ う

・日曜
にちよう

に利用
り よ う

できる 

 ３．子
こ

どもを預
あず

けるサービス
さ ー び す

がある   ４．オンライン
お ん ら い ん

で利用
り よ う

できる 

 ５．自分
じ ぶ ん

の家
いえ

や職場
しょくば

に近
ちか

い       ６．仕事
し ご と

に役立
や く だ

つ 

 ７．初心者
しょしんしゃ

向
む

け            ８．中 級
ちゅうきゅう

・上 級 者
じょうきゅうしゃ

向
む

け 

 ９．少人数
しょうにんずう

・個別
こ べ つ

指導
し ど う

を行
おこな

っている  １０．日本
に ほ ん

の文化
ぶ ん か

を学
まな

べる 

 １１．生活
せいかつ

に関
かん

する相談
そうだん

ができたり、支援
し え ん

が受
う

けられる 

 １２．その他
た

（                            ） 
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日常
にちじょう

生活
せいかつ

について 

Ｑ５．あなたにとって世田谷区
せ た が や く

は住
す

みやすいところですか（あてはまるもの１つに○）。 

  １．住
す

みやすい       ２．やや住
す

みやすい      ３．どちらでもない 

  ４．やや住
す

みにくい     ５．住
す

みにくい 

 

Ｑ６．あなたは、今後
こ ん ご

も世田谷区
せ た が や く

に住
す

み続
つづ

けたいですか（あてはまるもの１つに○）。 

  １．住
す

みたい  ２．どちらかというと住
す

みたい  ３．どちらでもない 

  ４．どちらかというと住
す

みたくない        ５．住
す

みたくない 

 

Ｑ７．日常
にちじょう

生活
せいかつ

で困
こま

っていることはありますか（主
おも

なもの３つ以内
い な い

に○）。 

  １．ことばが通
つう

じない       ２．日本人
にほんじん

との交流
こうりゅう

が少
すく

ない   

  ３．ごみ出
だ

しのルール
る ー る

が分
わ

からない ４．ものの値段
ね だ ん

が高
たか

い   ５．食事
しょくじ

が合
あ

わない 

  ６．趣味
し ゅ み

や遊
あそ

びを楽
たの

しむ時間
じ か ん

や場所
ば し ょ

がない    ７．文化
ぶ ん か

・生活
せいかつ

習慣
しゅうかん

が違
ちが

う     

８．生活
せいかつ

するうえで必要
ひつよう

な情報
じょうほう

が得
え

られない  ９．困
こま

ったときに相談
そうだん

できる人
ひと

がいない 

  １０．住
す

む家
いえ

が見
み

つからない         １１．仕事
し ご と

が見
み

つからない 

  １２．病院
びょういん

の医療
いりょう

サービス
さ ー び す

に関
かん

する問
もん

題
だい

（例
たと

えば                    ） 

  １３．宗 教
しゅうきょう

に関
かん

する問題
もんだい

（例
たと

えば                            ） 

  １４．住
す

んでいる地域
ち い き

の住民
じゅうみん

との関係
かんけい

（例
たと

えば                     ） 

  １５．その他
た

（                                   ） 

  １６．特
とく

にない 

 

Ｑ８．あなたは住
す

むところを探
さが

すときに困
こま

ったことはありますか（主
おも

なもの３つ以内
い な い

に○
まる

）。 

  １．外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

であることを理由
り ゆ う

に住
す

むことを断
ことわ

られた 

  ２．保証人
ほしょうにん

が見
み

つからなかった 

  ３．相談
そうだん

できる窓口
まどぐち

がなかった 

  ４．電気
で ん き

・ガス
が す

・水道
すいどう

などの手
て

続
つづ

きがわからなかった 

  ５．その他
た

（                               ） 

６．特
とく

にない 
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Ｑ９．あなたは病院
びょういん

を利用
り よ う

する際
さい

に困
こま

ったことはありますか（主
おも

なもの３つ以内
い な い

に○）。 

  １．外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

であることを理由
り ゆ う

に診察
しんさつ

を断
ことわ

られた 

２．どこの病院
びょういん

に行
い

けばいいのかわからなかった 

  ３．診察
しんさつ

時間
じ か ん

など、病院
びょういん

の仕
し

組
く

みがわからなかった 

  ４．ことばが通
つう

じず医者
い し ゃ

や看護師
か ん ご し

などとコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

がとれなかった 

  ５．病院
びょういん

で出
だ

される薬
くすり

の使
つか

い方
かた

がわからなかった 

  ６．診断
しんだん

結果
け っ か

や治療
ちりょう

方法
ほうほう

がわからなかった 

  ７．その他
た

（                               ） 

  ８．特
とく

にない 

 

Ｑ１０．あなたは出産
しゅっさん

や子
こ

育
そだ

てで困
こま

ったことはありますか（主
おも

なもの３つ以内
い な い

に○）。 

  １．母子
ぼ し

健康
けんこう

手帳
てちょう

の内容
ないよう

がわからなかった 

  ２．通院
つういん

・入 院 中
にゅういんちゅう

にことばが通
つう

じなかった 

  ３．相談
そうだん

できる人
ひと

がいなかった 

  ４．受
う

けられるサ
さ

ー
ー

ビス
び す

の情報
じょうほう

（予防
よ ぼ う

接種
せっしゅ

や健
けん

診
しん

など）がわからなかった 

  ５．これまで出産
しゅっさん

や子
こ

育
そだ

てをしたことがない 

  ６．その他
た

（                               ）   

  ７．特
とく

にない 

 

Ｑ１１．あなたが保育
ほ い く

園
えん

、幼稚園
ようちえん

、小学校
しょうがっこう

、中学校
ちゅうがっこう

に子
こ

どもを通
かよ

わせる（通
かよ

わせた）うえで、困
こま

ったこと

はありますか（主
おも

なもの３つ以内
い な い

に○）。 

  １．子
こ

どもを保育
ほ い く

園
えん

や幼稚園
ようちえん

に通
かよ

わせたいが入
はい

れなかった 

  ２．保育
ほ い く

園
えん

であずかってもらえる時間
じ か ん

が短
みじか

かった 

  ３．入園
にゅうえん

、入学
にゅうがく

のための手
て

続
つづ

きの情報
じょうほう

が得
え

られなかった 

  ４．ことばが通
つう

じず保育士
ほ い く し

や先生
せんせい

などとコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

がとれなかった 

  ５．ルール
る ー る

や行事
ぎょうじ

、授業
じゅぎょう

の内容
ないよう

などがわからなかった 

  ６．子
こ

どもが外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

であることを理由
り ゆ う

に仲間
な か ま

はずれにされた 

  ７．文化
ぶ ん か

の違
ちが

いや宗 教
しゅうきょう

などの理由
り ゆ う

で給 食
きゅうしょく

が食
た

べられなかった 

  ８．これまで子
こ

どもを保育
ほ い く

園
えん

、幼稚園
ようちえん

、小学校
しょうがっこう

、中学校
ちゅうがっこう

に通
かよ

わせたことがない 

  ９．その他
た

（                                ） 

  １０．特
とく

にない 



7 

 

Ｑ１２．あなたが働
はたら

くうえで困
こま

ったことはありますか（主
おも

なもの３つ以内
い な い

に○
まる

）。 

  １．外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

であることを理由
り ゆ う

に働
はたら

くことを断
ことわ

られた 

２．仕事
し ご と

を探
さが

す方
ほう

法
ほう

がわからなかった 

  ３．募集
ぼしゅう

や採用
さいよう

が少
すく

なかった 

  ４．正社員
せいしゃいん

など、安定
あんてい

した立場
た ち ば

で働
はたら

けなかった 

  ５．日本人
にほんじん

と比
くら

べ、給 料
きゅうりょう

や働
はたら

く時間
じ か ん

に差
さ

があった 

  ６．働
はたら

く時間
じ か ん

が長
なが

い 

  ７．会社
かいしゃ

の社会
しゃかい

保険
ほ け ん

（健康
けんこう

保険
ほ け ん

・年金
ねんきん

等
とう

）に加入
かにゅう

できなかった 

  ８．ことばが通
つう

じず職場
しょくば

でコミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

がとれなかった 

  ９．会社
かいしゃ

で偏見
へんけん

・差別的
さべつてき

言動
げんどう

を受
う

けた 

  １０．職場
しょくば

のルール
る ー る

や制度
せ い ど

などがわからなかった 

  １１．職
しょく

場内
ば な い

に相談
そうだん

できる人
ひと

がいなかった 

 １２．働
はたら

いたことがない 

 １３．その他
た

（                               ） 

 １４．特
とく

にない 

 

Ｑ１３．あなたは、困
こま

っていることを誰
だれ

・どこに相談
そうだん

しますか（主
おも

なもの３つ以内
い な い

に○）。 

  １．家族
か ぞ く

、親戚
しんせき

     ２．日本人
にほんじん

の友人
ゆうじん

、知人
ち じ ん

       ３．外国人
がいこくじん

の友人
ゆうじん

、知人
ち じ ん

    

４．近所
きんじょ

の人
ひと

      ５．行政
ぎょうせい

機関
き か ん

（世田谷区
せ た が や く

役所
やくしょ

など）   ６．学校
がっこう

、職場
しょくば

 

７．外
がい

国
こく

人
じん

向
む

けのボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

組織
そ し き

  

８．その他
た

（                    ） 

  ９．相談
そうだん

相手
あ い て

はいない 

 

Ｑ１４．あなたは日常
にちじょう

生活
せいかつ

で日本人
にほんじん

住民
じゅうみん

との付
つ

き合
あ

いがありますか（あてはまるもの全
すべ

てに○）。 

  １． 一緒
いっしょ

に働
はたら

いている 

  ２．学校
がっこう

で一緒
いっしょ

に勉強
べんきょう

している 

  ３．友人
ゆうじん

として付
つ

き合
あ

っている 

  ４．自分
じ ぶ ん

または親戚
しんせき

が、日本人
にほんじん

と結婚
けっこん

して日本
に ほ ん

に住
す

んでいる 

  ５．国際
こくさい

交流
こうりゅう

のグループ
ぐ る ー ぷ

で一緒
いっしょ

に活動
かつどう

している 

  ６．その他
た

、地域
ち い き

のグループ
ぐ る ー ぷ

などで一緒
いっしょ

に活動
かつどう

している 

  ７．日本人
にほんじん

とあいさつ程度
て い ど

の付
つ

き合
あ

いはある 

  ８．その他
た

（                                ） 

  ９．日本人
にほんじん

の知
し

り合
あ

いはいないし、付
つ

き合
あ

いもない 
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Ｑ１５．あなたは普段
ふ だ ん

の生活
せいかつ

の中
なか

で、「外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

」であることを理由
り ゆ う

に日本人
にほんじん

住民
じゅうみん

から偏見
へんけん

や差別
さ べ つ

を感
かん

じたことはありますか（１つに○）。 

１．よくある 

  ２．ときどきある 

  ３．あまりない 

  ４．まったくない 

  ５．わからない 

 

（Ａ）どのようなときに、偏
へん

見
けん

や差別
さ べ つ

を感
かん

じましたか（主
おも

なもの３つ以内
い な い

に○）。 

  １．行政
ぎょうせい

機関
き か ん

（世田谷区
せ た が や く

役所
やくしょ

など）での手続
て つ づ

きのとき 

  ２．日本人
にほんじん

の友人
ゆうじん

、知人
ち じ ん

と付
つ

き合
あ

うとき 

  ３．近所
きんじょ

の人
ひと

と付
つ

き合
あ

うとき 

  ４．住居
じゅうきょ

を探
さが

すとき 

  ５．自分
じ ぶ ん

や家族
か ぞ く

が結婚
けっこん

するとき 

  ６．社会
しゃかい

保障
ほしょう

制度
せ い ど

（保険
ほ け ん

・年金
ねんきん

など）を受
う

けるとき 

  ７．電車
でんしゃ

やバス
ば す

に乗
の

っているとき  

  ８．出産
しゅっさん

・育児
い く じ

のとき 

  ９．学校
がっこう

教育
きょういく

を受
う

けるとき 

  １０．仕事
し ご と

を探
さが

したり、働
はたら

いているとき 

  １１．レストラン
れ す と ら ん

などお店
みせ

へ入
にゅう

店
てん

したり、サービス
さ ー び す

の提供
ていきょう

を求
もと

めるとき 

  １２．まちを歩
ある

いているとき 

  １３．外国人
がいこくじん

等
とう

に関
かん

するメディア
め で ぃ あ

の発信
はっしん

を見
み

たり、聞
き

いたりしたとき 

１４．その他
た

（                                ） 

   

Ｑ１６．世田谷区
せ た が や く

では、多様
た よ う

な文化
ぶ ん か

を理
り

解
かい

し合
あ

える交
こう

流
りゅう

イ
い

ベ
べ

ン
ん

ト
と

などを開催
かいさい

し、区民
く み ん

一人
ひ と り

ひとりが互
たが

いの文化
ぶ ん か

 

について理解
り か い

を深
ふか

め、偏見
へんけん

や差別
さ べ つ

を解消
かいしょう

することで、多文化
た ぶ ん か

共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

を目
め

指
ざ

しています。あ

なたは、区内
く な い

において外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

に対
たい

する偏見
へんけん

や差別
さ べ つ

が減
へ

っていると思
おも

いますか（１つに○）。 

  １．そう思
おも

う 

  ２．どちらかといえばそう思
おも

う 

  ３．どちらかといえばそう思
おも

わない 

  ４．そう思
おも

わない 

  ５．わからない 

 

 

（Ａ）の質問
しつもん

にも答
こた

えてください。 
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Ｑ１７．あなたは次
つぎ

の事柄
ことがら

ａ）～ｊ）についての情報
じょうほう

を、これまでどのように入手
にゅうしゅ

してきましたか。 

 それぞれについて、１～１２のうちあてはまる番号
ばんごう

（主
おも

なもの３つ以内
い な い

）に○をつけてください。     

 １
．
テ
レ
ビ

て

れ

び

、
ラ
ジ
オ

ら

じ

お 

２
．
新
聞

し
ん
ぶ
ん

、
雑
誌

ざ

っ

し 

３
．
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

い

ん

た

ー

ね

っ

と 

４
．
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等 と

う 

５
．
家
族

か

ぞ

く

、
親
戚

し
ん
せ
き 

６
．
日
本
人

に
ほ
ん
じ
ん

の
友
人

ゆ
う
じ
ん

、
知
人

ち

じ

ん 

７
．
外
国
人

が
い
こ
く
じ
ん

の
友
人

ゆ
う
じ
ん

、
知
人

ち

じ

ん 

８
．
行
政

ぎ
ょ
う
せ
い

機
関

き

か

ん

（
窓
口

ま
ど
ぐ
ち

、
広
報
誌

こ
う
ほ
う
し

） 

９
．
学
校

が
っ
こ
う

、
職
場

し
ょ
く
ば 

１０．
外
国
人

が
い
こ
く
じ
ん

向 む

け
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

ぼ

ら

ん

て

ぃ

あ

組
織

そ

し

き 
１１．

入
手

に
ゅ
う
し
ゅ

方
法

ほ
う
ほ
う

が
わ
か
ら
ず
困 こ

ま

っ
て
い
る 

１２．
そ
の
他 た 

ａ）住宅
じゅうたく

 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ 

ｂ）買
か

い物
もの

 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ 

ｃ）趣味
し ゅ み

・遊
あそ

び １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ 

ｄ）仕事
し ご と

 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ 

ｅ）保健
ほ け ん

・医療
いりょう

 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ 

ｆ）日本
に ほ ん

での生活
せいかつ

習慣
しゅうかん

 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ 

ｇ）災害
さいがい

・防災
ぼうさい

情報
じょうほう

 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ 

ｈ）コミュニティ
こ み ゅ に て ぃ

・グループ
ぐ る ー ぷ

の紹介
しょうかい

 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ 

ｉ）地域
ち い き

でのイベント
い べ ん と

やおまつり １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ 

ｊ）行政
ぎょうせい

サービス
さ ー び す

・手続
て つ づ

き １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ 

 

 

 

 

 

（Ａ）あなたが普段
ふ だ ん

利用
り よ う

しているＳＮＳ等
とう

はどれですか（あてはまるもの全
すべ

てに○）。 

  １．Facebook     ２．X（旧
きゅう

Twitter）   ３．LINE      ４．Instagram       

５．WeChat       ６．Kakao Talk       ７．YouTube 

８．その他
た

（          ）    

 

 

 

 

入手
にゅうしゅ

方法
ほうほう

 

事柄
ことがら

 

「４．ＳＮＳ等
とう

」を１つでも選
えら

んだ方
かた

は

（Ａ）の質問
しつもん

にも答
こた

えてください。 
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Ｑ１８．行政
ぎょうせい

からほしい情報
じょうほう

はどのようなものですか（主
おも

なもの３つ以内
い な い

に○
まる

をつけ、具体的
ぐたいてき

な内容
ないよう

をか

っこの中
なか

に書
か

いてください）。 

    例）７．保健
ほ け ん

・医療
いりょう

（     外国語
がいこくご

で話
はな

せる病院
びょういん

の場所
ば し ょ

      ） 

 

  １．住宅
じゅうたく

（                                      ） 

  ２．買
か

い物
もの

（                                      ） 

  ３．趣味
し ゅ み

・遊
あそ

び（                                   ） 

  ４．仕事
し ご と

（                                                     ） 

  ５．保健
ほ け ん

・医療
いりょう

（                                               ） 

   ６．日本
に ほ ん

での生活
せいかつ

習慣
しゅうかん

（                                        ） 

  ７．災害
さいがい

・防災
ぼうさい

情報
じょうほう

（                                          ） 

  ８．コミュニティ
こ み ゅ に て ぃ

・グループ
ぐ る ー ぷ

の紹介
しょうかい

（                            ） 

  ９．地域
ち い き

でのイベント
い べ ん と

やおまつり（                               ） 

   １０．行政
ぎょうせい

サービス
さ ー び す

・手
て

続
つづ

き（                                  ） 

  １１．その他
た

（                                                        ） 

  １２．特
とく

にない 

  

Ｑ１９．行政
ぎょうせい

からの情報
じょうほう

を、どのような方法
ほうほう

で発信
はっしん

してほしいですか（主
おも

なもの３つ以内
い な い

に○
まる

）。 

  １．ホームページ
ほ ー む ぺ ー じ

       ２．Facebook      ３．X（旧
きゅう

Twitter） 

  ４．その他
た

の SNS（            ）  ５．メールマガジン
め ー る ま が じ ん

 

  ６．チラシ
ち ら し

・ポスター
ぽ す た ー

   ７．区
く

のおしらせ せたがや（広報誌
こうほうし

） 

  ８．その他
た

（               ） 

 

Ｑ２０．あなたは地震
じ し ん

などの災害
さいがい

が発生
はっせい

したときに自分
じ ぶ ん

が避難
ひ な ん

できる場所
ば し ょ

を知
し

っていますか（１つに○）。 

  １．知
し

っている    ２．知
し

らない    ３．聞
き

いたことがあるが場所
ば し ょ

は知
し

らない 

 

Ｑ２１．あなたは地震
じ し ん

などの災害
さいがい

に備
そな

えてどのような対策
たいさく

をとっていますか（主
おも

なもの３つ以内
い な い

に○）。 

  １．家族
か ぞ く

との連絡
れんらく

方法
ほうほう

を決
き

めている 

  ２．食
た

べるもの、飲
の

み物
もの

などを準備
じゅんび

している 

  ３．消火器
しょうかき

や水
みず

バケツ
ば け つ

などを準備
じゅんび

している 

  ４．避難
ひ な ん

するときに必要
ひつよう

なもの（懐中
かいちゅう

電灯
でんとう

、薬
くすり

など）を準備
じゅんび

している 

  ５．家具
か ぐ

などを固定
こ て い

して倒
たお

れないようにしている 

  ６．防災
ぼうさい

訓練
くんれん

に参加
さ ん か

している 

  ７．その他
た

（                    ） 

  ８．特
とく

にない 
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Ｑ２２．あなたは地震
じ し ん

などの災害
さいがい

に備
そな

えて世田谷区
せ た が や く

にどのような対策
たいさく

を望
のぞ

みますか（主
おも

なもの３つ以内
い な い

に

○）。 

  １．避難
ひ な ん

場所
ば し ょ

を多言語
た げ ん ご

で案内
あんない

する 

  ２．多言語
た げ ん ご

による防災
ぼうさい

パンフレット
ぱ ん ふ れ っ と

を配
くば

る 

３．外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

を支援
し え ん

する災害
さいがい

ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

を育
そだ

てる 

  ４．日本人
にほんじん

住民
じゅうみん

と一緒
いっしょ

に外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

も参加
さ ん か

できる防災
ぼうさい

訓練
くんれん

を行
おこな

う 

  ５．地
ち

域内
いきない

の外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

・日本人
にほんじん

住民
じゅうみん

が連絡
れんらく

・協
きょう

力
りょく

しあえる体
たい

制
せい

づくりを進
すす

める 

  ６．ＳＮＳやインターネット
い ん た ー ね っ と

を通
つう

じた情
じょう

報
ほう

発
はっ

信
しん

を行
おこな

う 

  ７．災害
さいがい

が起
お

こったときに多言語
た げ ん ご

による放送
ほうそう

や誘導
ゆうどう

を行
おこな

う 

  ８．災害
さいがい

が起
お

こったときに多言語
た げ ん ご

で対応
たいおう

できる相談
そうだん

窓口
まどぐち

をつくる 

  ９．その他
た

（                                   ） 

 １０．特
とく

にない 

  

Ｑ２３．世田谷区
せ た が や く

では、外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

が安心
あんしん

して地域
ち い き

で生活
せいかつ

するために、教育
きょういく

、住宅
じゅうたく

、就労
しゅうろう

など、生活
せいかつ

全般
ぜんぱん

にわたっての支援
し え ん

を行
おこな

っています。あなたは外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

に対
たい

する生
せい

活
かつ

支
し

援
えん

が充実
じゅうじつ

していると思
おも

い

ますか（１つに○）。 

  １．そう思
おも

う 

  ２．どちらかといえばそう思
おも

う 

  ３．どちらかといえばそう思
おも

わない 

  ４．そう思
おも

わない 

  ５．わからない 

  ６．どのような支援
し え ん

があるか知
し

らない 
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行政
ぎょうせい

サービス
さ ー び す

について 

Ｑ２４．あなたが世田谷区
せ た が や く

役所
やくしょ

を利用
り よ う

したとき、困
こま

ったことはありましたか（主
おも

なもの３つ以内
い な い

に○）。 

  １．どの窓口
まどぐち

を利用
り よ う

していいかわからなった 

  ２．書類
しょるい

や区役
く や く

所内
しょない

の案内
あんない

が日本語
に ほ ん ご

のため、内容
ないよう

がわからなかった 

  ３．ことばが通
つう

じなかった 

  ４．手
て

続
つづ

きがわからなかった 

  ５．職員
しょくいん

の対応
たいおう

が不親切
ふしんせつ

だった 

  ６．その他
た

（                    ） 

  ７．特
とく

にない 

 

Ｑ２５．あなたが世田谷区
せ た が や く

に期待
き た い

する取組
と り く

みは何
なん

ですか（あてはまるもの全
すべ

てに○
まる

）。 

  １．対応
たいおう

言語
げ ん ご

を増
ふ

やすなど外国人
がいこくじん

が相談
そうだん

できる窓口
まどぐち

を充実
じゅうじつ

させる 

  ２．生活
せいかつ

情報
じょうほう

や行政
ぎょうせい

情報
じょうほう

の多言語化
た げ ん ご か

をすすめる 

  ３．「やさしい日本語
に ほ ん ご

」（普通
ふ つ う

の日本語
に ほ ん ご

よりもわかりやすく表現
ひょうげん

した日本語
に ほ ん ご

。例
れい

：記入
きにゅう

する→書
か

く）での

表記
ひょうき

を増
ふ

やす 

  ４．生活
せいかつ

情報
じょうほう

や行政
ぎょうせい

情報
じょうほう

の発信
はっしん

方法
ほうほう

（SNS・インターネット
い ん た ー ね っ と

など）を充実
じゅうじつ

させる 

  ５．外国語
がいこくご

の案内
あんない

表示
ひょうじ

を充実
じゅうじつ

させる 

  ６．防災
ぼうさい

に関
かん

する情
じょう

報
ほう

提
てい

供
きょう

を充実
じゅうじつ

させる 

  ７．外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

の子
こ

育
そだ

てや子
こ

どもの教育
きょういく

を支援
し え ん

する 

  ８．外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

と日本人
にほんじん

住民
じゅうみん

が交流
こうりゅう

する機会
き か い

を増
ふ

やす 

  ９．日本語
に ほ ん ご

学習
がくしゅう

を支援
し え ん

する 

 １０．外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

の就労
しゅうろう

を支援
し え ん

する 

 １１．様々
さまざま

な国
くに

・地域
ち い き

の文化
ぶ ん か

を学
まな

ぶイ
い

ベ
べ

ン
ん

ト
と

を充実
じゅうじつ

させる 

 １２．日本
に ほ ん

文化
ぶ ん か

を学
まな

ぶイベント
い べ ん と

を充実
じゅうじつ

させる  

 １３．外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

が活躍
かつやく

する機会
き か い

（ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

、地域
ち い き

活動
かつどう

 など）を充実
じゅうじつ

させる 

 １４．性的
せいてき

マイノリティ
ま い の り て ぃ

が暮
く

らしやすいまちづくりを進
すす

める 

 １５．その他
た

（                    ） 

 １６．特
とく

にない 
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Ｑ２６．あなたは世田谷区
せ た が や く

が行
おこな

っている以下
い か

の出版物
しゅっぱんぶつ

や取組
と り く

みを知
し

っていますか。また、利用
り よ う

したことが

ありますか。ａ）～ｉ）までの出版物
しゅっぱんぶつ

や取組
と り く

みについて、１～３のうちあてはまる番号
ばんごう

を１つ選
えら

んで○をつけてください。（それぞれ１つに○）。 

  １
．
利
用

り

よ

う

し
て
い
る
・ 

利
用

り

よ

う

し
た
こ
と
が
あ
る 

２
．
知 し

っ
て
い
る
が 

利
用

り

よ

う

し
た
こ
と
は
な
い 

３
．
知 し

ら
な
い 

＜出版物
しゅっぱんぶつ

＞ 

   

ａ）外国語版
がいこくごばん

生活
せいかつ

便利帳
べんりちょう

「Life in Setagaya」 １ ２ ３ 

ｂ）資源
し げ ん

とごみの出
だ

し方
かた

・分
わ

け方
かた

  １ ２ ３ 

ｃ）災害
さいがい

時
じ

区民
く み ん

行動
こうどう

マニュアル
ま に ゅ あ る

（マップ版
ま っ ぷ ば ん

）  １ ２ ３ 

＜取組
と り く

み＞    

ｄ）日常
にちじょう

生活
せいかつ

や行政
ぎょうせい

に関
かん

することを相談
そうだん

できる外国人
がいこくじん

相談
そうだん

窓口
まどぐち

 １ ２ ３ 

ｅ）世田谷区
せ た が や く

ホームページ
ほ ー む ぺ ー じ

の外国人
がいこくじん

向
む

けページ １ ２ ３ 

ｆ）外国人向
がいこくじんむ

けの日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

 １ ２ ３ 

ｇ）タブレット
た ぶ れ っ と

端末
たんまつ

を活用
かつよう

した通訳
つうやく

サービス １ ２ ３ 

ｈ）帰国
き こ く

・外国人
がいこくじん

児童
じ ど う

・生徒
せ い と

のために教育
きょういく

や相談
そうだん

指導
し ど う

を行
おこな

う教育
きょういく

相談室
そうだんしつ

  １ ２ ３ 

ｉ）世田谷区
せ た が や く

パートナーシップ
ぱ ー と な ー し っ ぷ

の宣誓
せんせい

（同性
どうせい

パートナーシップ
ぱ ー と な ー し っ ぷ

宣誓
せんせい

） １ ２ ３ 

 

Ｑ２７．あなたはどのような外国人
がいこくじん

相談
そうだん

窓口
まどぐち

であれば、利用
り よ う

したいと思
おも

いますか（主
おも

なもの３つ以内
い な い

に○）。 

  １．多
た

言語
げ ん ご

に対応
たいおう

している 

  ２．相談
そうだん

できる内容
ないよう

が充実
じゅうじつ

している  

  ３．利用
り よ う

しやすい場所
ば し ょ

にある 

  ４．休日
きゅうじつ

や祝日
しゅくじつ

に利用
り よ う

できる 

  ５．窓口
まどぐち

があいている時間
じ か ん

が長
なが

い 

  ６．メール
め ー る

や SNS で相談
そうだん

できる 

  ７．その他
た

（                    ） 

 

 

 

出版物
しゅっぱんぶつ

や取組
と り く

み 

認知度
に ん ち ど

・利用
り よ う

状 況
じょうきょう
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Ｑ２８．あなたは、外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

に対
たい

する支援
し え ん

や情報
じょうほう

発信
はっしん

の拠点
きょてん

である、せたがや国際
こくさい

交流
こうりゅう

センター

（クロッシング
く ろ っ し ん ぐ

せたがや）を知
し

っていますか（１つに○）。 

ここでは、日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

や外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

と日本人
にほんじん

住民
じゅうみん

の交流
こうりゅう

イベント
い べ ん と

の実施
じ っ し

、暮
く

らしに役立
や く だ

つ情報
じょうほう

提供
ていきょう

、生活
せいかつ

における困
こま

りごとの相
そう

談
だん

窓口
まどぐち

の案内
あんない

や地域
ち い き

活動
かつどう

団体
だんたい

の紹介
しょうかい

などを行
おこな

っています。   

１．利用
り よ う

したことがある 

  ２．知
し

っているが利用
り よ う

したことはない 

  ３．知
し

らなかったが利用
り よ う

してみたい 

  ４．知
し

らない 

 

（Ａ）せたがや国際
こくさい

交流
こうりゅう

センター（クロッシング
く ろ っ し ん ぐ

せたがや）を利用
り よ う

したことがない理由
り ゆ う

は何
なん

ですか。（あて

はまるもの全
すべ

てに○）。 

  １．関心
かんしん

がない  ２．時間
じ か ん

がない  ３．インターネット
い ん た ー ね っ と

で必要
ひつよう

な情報
じょうほう

はとれる 

  ４．行
い

きにくい場所
ば し ょ

にある  ５．その他
た

（                   ） 

 

Ｑ２９．あなたは、現
げん

在
ざい

せたがや国際
こくさい

交流
こうりゅう

センター（クロッシング
く ろ っ し ん ぐ

せたがや）で行
おこな

われている取組
と り く

みの中
なか

で、興味
きょうみ

・関心
かんしん

がある取組
と り く

みはどれですか（あてはまるもの全
すべ

てに○）。 

  １．日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

     ２．日本人
にほんじん

住民
じゅうみん

との交流
こうりゅう

イベント
い べ ん と

 ３．外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

との交流
こうりゅう

イベント
い べ ん と

 

  ４．区内
く な い

まち歩
ある

きツアー
つ あ ー

  ５．多文化
た ぶ ん か

理解
り か い

への取組
と り く

み       ６．困
こま

りごとの相談
そうだん

 

  ７．子
こ

ども向
む

け企画
き か く

（絵本
え ほ ん

の読
よ

み聞
き

かせなど）             ８．地域
ち い き

活動
かつどう

団体
だんたい

の紹介
しょうかい

 

  ９．その他
た

（          ）   

 

Ｑ３０．法律
ほうりつ

、税金
ぜいきん

、年金
ねんきん

・保険
ほ け ん

、医療
いりょう

、教育
きょういく

、住
す

まいや契約
けいやく

のトラブル
と ら ぶ る

など、専門的
せんもんてき

なことについて相談
そうだん

できる場
ば

（通訳
つうやく

付
つ

き）があった場合
ば あ い

、どのような内容
ないよう

について相談
そうだん

したいと思
おも

いますか（あてはま

るもの全
すべ

てに○）。 

  １．社会
しゃかい

保険
ほ け ん

（健康
けんこう

保険
ほ け ん

・年金
ねんきん

等
とう

）に関
かん

すること              ２．お金
かね

に関
かん

すること 

 ３．医療
いりょう

に関
かん

すること         ４．子
こ

育
そだ

てや教育
きょういく

に関
かん

すること   ５．住
す

まいに関
かん

すること  

 ６．契約
けいやく

に関
かん

すること         ７．仕事
し ご と

に関
かん

すること              ８．在留
ざいりゅう

資格
し か く

に関
かん

すること  

 ９．結婚
けっこん

・離婚
り こ ん

に関
かん

すること   １０．家庭
か て い

の問題
もんだい

に関
かん

すること      １１．ＤＶに関
かん

すること 

  １２．その他
た

（          ） 

  

（Ａ）の質問
しつもん

にも答
こた

えてください。 
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交流
こうりゅう

活動
かつどう

について 

Ｑ３１．あなたは次
つぎ

のような交流
こうりゅう

や活動
かつどう

ａ）～ｆ）をしたことがありますか。１か２のどちらかを選
えら

んで 

○をつけてください。また、今後
こ ん ご

、次
つぎ

のような交流
こうりゅう

や活動
かつどう

をしていきたいと思
おも

いますか。３～７ 

のうち、あてはまる番号
ばんごう

を１つ選
えら

んで○をつけてください。 

 どちらかに〇 あてはあるもの１つに〇 

 １
．
し
た
こ
と
が
あ
る 

２
．
し
た
こ
と
が
な
い 

３
．
積
極
的
に
し
た
い 

４
．
機
会
が
あ
れ
ば
し
た
い 

５
．
ど
ち
ら
で
も
な
い 

６
．
あ
ま
り
し
た
い
と
思
わ
な
い 

７
．
絶
対
し
た
く
な
い 

ａ）地域
ち い き

のおまつり・イベント
い べ ん と

 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

ｂ）防災
ぼうさい

訓練
くんれん

 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

ｃ）防犯
ぼうはん

活動
かつどう

 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

ｄ）趣味
し ゅ み

・サークル
さ ー く る

・スポーツ
す ぽ ー つ

活動
かつどう

 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

ｅ）ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

活動
かつどう

 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

ｆ）世田谷区
せ た が や く

に住
す

む外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

への支援
し え ん

活動
かつどう

 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

 

（Ａ）その他
た

、している（してみたい）交流
こうりゅう

や活動
かつどう

があれば以下
い か

に書
か

いてください。 

している交流
こうりゅう

や活動
かつどう

 してみたい交流
こうりゅう

や活動
かつどう

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ３２．あなたは、同
おな

じルーツ
る ー つ

を持
も

つ住民
じゅうみん

への支援
し え ん

活動
かつどう

をしたいと思
おも

いますか（１つに○）。 

  １．積極的
せっきょくてき

にしたい     

２．機会
き か い

があればしたい   

３．どちらでもない 

４．あまりしたいと思
おも

わない    

５．絶対
ぜったい

したくない 

 

（Ａ）の質問
しつもん

にも答
こた

えてください。 

 

交流
こうりゅう

や活動
かつどう

 

したことがあるか・ 

今後
こ ん ご

したいと思
おも

うか 
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（Ａ）どのような支援
し え ん

活動
かつどう

をしたいですか。（あてはまるもの全
すべ

てに〇）。 

  １．イベントでの通訳
つうやく

   

２．専門家
せんもんか

相談
そうだん

（弁護士
べ ん ご し

・税理士
ぜ い り し

・行政
ぎょうせい

書士
し ょ し

・社会
しゃかい

保険
ほ け ん

労務士
ろ う む し

）での通訳
つうやく

 

  ３．母語
ぼ ご

や日本語
に ほ ん ご

を教
おし

える活動
かつどう

 

  ４．学校
がっこう

の授業
じゅぎょう

への協 力
きょうりょく

、保護者
ほ ご し ゃ

面談
めんだん

等
とう

での通訳
つうやく

 

  ５．外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

への相談
そうだん

支援
し え ん

 

  ６．外国人
がいこくじん

住民
じゅうみん

のためのお知
し

らせや資料
しりょう

等
とう

の翻訳
ほんやく

 

  ７．その他
た

（                   ） 
 

Ｑ３３．あなた（あなたの世帯
せ た い

）は自治会
じ ち か い

・町会
ちょうかい

に入
はい

っていますか（１つに○）。 

  １．入
はい

っている                 ２．入
はい

っていない 

  ３．自治会
じ ち か い

・町会
ちょうかい

を知
し

らない    ４．入
はい

りたいが入
はい

り方
かた

が分
わ

からない 

  ５．その他
た

（                 ） 

 

Ｑ３４．あなたは仕事
し ご と

や学校
がっこう

以外
い が い

で何
なん

らかの団体
だんたい

（自治会
じ ち か い

・町会
ちょうかい

を除
のぞ

く、コミュニティ
こ み ゅ に て ぃ

やグループ
ぐ る ー ぷ

など）

に入
はい

っていますか（主
おも

なもの３つ以内
い な い

に○）。 

  １．日本人
にほんじん

住民
じゅうみん

との交流
こうりゅう

団体
だんたい

     ２．同国人
どうこくじん

団体
だんたい

     

３．宗 教
しゅうきょう

団体
だんたい

            ４．スポーツ
す ぽ ー つ

団体
だんたい

      

５．ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

団体
だんたい

         ６．娯楽
ご ら く

・趣味
し ゅ み

の団体
だんたい

    

７．特
とく

に団体
だんたい

に参加
さ ん か

していない     

８．その他
た

（                    ） 

  →７以外
い が い

を１つでも選
えら

んだ方
かた

は（Ａ）の質問
しつもん

にも答
こた

えてください。 

 

（Ａ）あなたが参加
さ ん か

しているコミュニティ
こ み ゅ に て ぃ

やグループ
ぐ る ー ぷ

について教
おし

えてください。 

 ＜コミュニティ
こ み ゅ に て ぃ

・グループ
ぐ る ー ぷ

の名前
な ま え

＞ 

 

 

 

＜活動
かつどう

内容
ないよう

＞ 
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Ｑ３５．地域
ち い き

での活動
かつどう

を行
おこな

うとき、どのようなサポート
さ ぽ ー と

が必要
ひつよう

だと思
おも

いますか（主
おも

なもの３つ以内
い な い

に○
まる

）。 

  １．地域
ち い き

活動
かつどう

の情報
じょうほう

を提供
ていきょう

してほしい 

  ２．多言語
た げ ん ご

で資料
しりょう

をつくってほしい 

  ３．通訳
つうやく

がほしい 

  ４．積極的
せっきょくてき

に声
こえ

をかけてほしい 

  ５．文化
ぶ ん か

や生活
せいかつ

習慣
しゅうかん

の違
ちが

いをわかってほしい 

  ６．その他
た

（                    ） 

  ７．特
とく

にサポート
さ ぽ ー と

の希望
き ぼ う

はない 

 

そ の 他
た

 

Ｑ３６．世田谷区
せ た が や く

をもっと住
す

みやすいまちにするために、世田谷区
せ た が や く

に取
と

り組
く

んでほしいこと・やってもらい

たいことなどを自由
じ ゆ う

に書
か

いてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

ご協
きょう

力
りょく

ありがとうございました。 

 



資料２－２

性別 年齢
居住
地域

国籍・
地域

在留
資格

職業
在住
期間

調査票
言語

あなた（回答者）について F1 あなたの性別（性自認）はどれですか（１つに○）。 × ○ ● ●

F2 あなたの年齢はどれですか（１つに○）。 ○ ○ ●

F3 あなたの国籍・地域はどれですか。 ○ ●

F4 あなたの職業は次のどれですか。なお、２つ以上あてはまる場合は、主な職業を選んでください（１つに○）。 ○ ○

F5 あなたの日本での在留資格はどれですか（１つに○）。 ●

F6
あなたは日本にどのくらいの期間住んでいますか。来日（転入・転出）を繰り返している場合は、日本に住んで
いる期間の合計を答えてください（１つに○）。

○

F7
あなたは世田谷区にどのくらいの期間住んでいますか。来日（転入・転出）を繰り返している場合は、世田谷区
に住んでいる期間の合計を答えてください（１つに○）。

○

F8 あなたは現在だれと一緒に住んでいますか（あてはまるもの全てに○）。

ことばについて 1 日本語以外のことばのうち、不自由なく使えることばは何ですか（あてはまるもの全てに○）。 ●

2
あなたはどれくらい日本語ができますか（それぞれ１つに○）。＜話すこと＞＜聞くこと＞＜読むこと＞＜書くこ
と＞

○ ○ ○ ○

3 あなたは以下の方法や場所で、日本語を勉強していますか（主なもの１つに○）。 ● ○ ○

(A) あなたが日本語を勉強している目的・理由は何ですか（あてはまるもの全てに○）。
問3で「勉強している」と
答えた方のみ

(B) あなたは、日本語教室や日本語学校をどのような方法で探しましたか。（あてはまるもの全てに○）。
問3で「日本語学校」ま
たは「日本語教室」と
答えた方のみ

(C) 今後、日本語を勉強したいですか。
問3で「特に勉強をして
いない」と答えた方の
み

● ●

(D) 日本語の勉強をしていないのはなぜですか（主なもの３つ以内に○）。
問3で「特に勉強をして
いない」と答えた方の
み

4 あなたは、どのような日本語教室であれば参加してみたいと思いますか（あてはまるもの全てに○）。 〇 〇 〇

日常生活について 5 あなたにとって世田谷区は住みやすいところですか（あてはまるもの１つに○）。 ● ● ● ○

6新規 あなたは、今後も世田谷区に住み続けたいですか（あてはまるもの１つに○）。 ● ●

7 日常生活で困っていることはありますか（主なもの３つ以内に○）。 ● ● ○

8 あなたは住むところを探すときに困ったことはありますか（主なもの３つ以内に○）。 ● ● ○ ● ● ○

9 あなたは病院を利用する際に困ったことはありますか（主なもの３つ以内に○）。 ● ●

10 あなたは出産や子育てで困ったことはありますか（主なもの３つ以内に○）。 ● ●

11
あなたが保育園、幼稚園、小学校、中学校に子どもを通わせる（通わせた）うえで、困ったことはありますか（主
なもの３つ以内に○）。

● ●

12 あなたが働くうえで困ったことはありますか（主なもの３つ以内に○）。 ● ●

13 あなたは、困っていることを誰・どこに相談しますか（主なもの3つ以内に○）。 ● ● ○ ●

14 あなたは日常生活で日本人住民との付き合いがありますか（あてはまるもの全てに○）。 ● ● ●

15
あなたは普段の生活の中で、「外国人住民」であることを理由に日本人住民から偏見や差別を感じたことはあ
りますか（１つに○）。

● ● ○

(A) どのようなときに、偏見や差別を感じましたか（主なもの３つ以内に○）。
問7で「よくある」、「とき
どきある」と答えた方の
み

● ● ○ ● ● ●

16
世田谷区では、多様な文化を理解し合える交流イベントなどを開催し、区民一人ひとりが互いの文化について
理解を深め、偏見や差別を解消することで、多文化共生社会の実現を目指しています。あなたは、区内にお
いて外国人住民に対する偏見や差別が減っていると思いますか。（１つに○）。

設問順変更 ● ● ○ ○ ○ ○

17
あなたは次の事柄ａ）～ｊ）についての情報を、これまでどのように入手してきましたか。それぞれについて、１～
１２のうちあてはまる番号（主なもの３つ以内）に○をつけてください。

● ○

(A) あなたが普段利用しているＳＮＳ等はどれですか（あてはまるもの全てに○）。
問9で「SNS等」と答え
た方のみ

● ●

18 行政からほしい情報はどのようなものですか（主なもの３つ以内に○）。 ● ○ ○ ●

19 行政からの情報を、どのような方法で発信してほしいですか。（主なもの３つ以内に○）。 ● ○ ○ ○

20 あなたは地震などの災害が発生したときに自分が避難できる場所を知っていますか（１つに○）。 ● ● ○ ● ○

21 あなたは地震などの災害に備えてどのような対策をとっていますか（主なもの３つ以内に○）。 ● ● ○ ●

22 あなたは地震などの災害に備えて世田谷区にどのような対策を望みますか（主なもの３つ以内に○）。 ● ● ●

23
世田谷区では、外国人住民が安心して地域で生活するために、教育、住宅、就労など、生活全般にわたって
の支援を行っています。あなたは外国人住民に対する生活支援が充実していると思いますか（１つに○）。

● ● ○ ○ ○ ○

行政サービスについて 24 あなたが世田谷区役所を利用したとき、困ったことはありましたか（主なもの３つ以内に○）。 ○ ●

25 あなたが世田谷区に期待する取組みは何ですか（あてはまるもの全てに○）。 ○ ○ ●

26
あなたは世田谷区が行っている以下の出版物やサービスを知っていますか。また、利用したことがあります
か。a～iまでのサービスについて、1～3のうちあてはまる番号を１つ選んで○をつけてください（それぞれ１つ
に○）。

● ○

27 あなたはどのような外国人相談窓口であれば、利用したいと思いますか（主なもの３つ以内に○）。 ● ● ● ● ● ●

28新規

あなたは、外国人住民に対する支援や情報発信の拠点である、せたがや国際交流センター（クロッシングせた
がや）を知っていますか。ここでは、日本語教室や外国人住民と日本人住民の交流イベントの実施、暮らしに
役立つ情報提供、生活における困りごとの相談窓口の案内や地域活動団体の紹介などを行っています（あて
はまるもの１つに〇）。

● ● ● ● ● ● ●

(A)新規
せたがや国際交流センター（クロッシングせたがや）を利用したことがない理由は何ですか（あてはまるものす
べてに〇）。

問29で「知っているが
利用したことはない」と
答えた方のみ

● ● ● ● ● ●

29新規
あなたは、現在せたがや国際交流センター（クロッシングせたがや）で行われている取組みの中で、興味・関心
がある取組みはどれですか（あてはまるものすべてに〇）。

● ● ● ● ● ●

30
法律、税金、年金・保険、医療、教育、住まいや契約のトラブルなど、専門的なことについて相談できる場（通
訳付き）があった場合、どのような内容について相談したいと思いますか（あてはまるものすべてに○）。

○ ○ ○ ○ ○ ○

交流活動について

31
あなたは次のような交流や活動ａ）～ｆ）をしたことがありますか。１か２のどちらかを選んで○をつけてください。
また、今後、次のような交流や活動をしていきたいと思いますか。３～７のうち、あてはまる番号を１つ選んで
○をつけてください。

● ○ ● ● ● ● ●

(A)
その他、している（してみたい）交流や活動があれば以下に書いてください。＜している交流や活動＞＜してみ
たい交流や活動＞

32新規 あなたは、同じルーツを持つ住民への支援活動をしたいと思いますか（１つに〇）。 ● ● ● ● ● ●

(A)新規 どのような支援活動をしたいですか。（あてはまるもの全てに〇）。
問33で「積極的にした
い」「機会があればした
い」と答えた方のみ

● ● ●

33 あなた（あなたの世帯）は自治会・町会に入っていますか（１つに○）。 ○ ○ ● ○ ●

34
あなたは仕事や学校以外で何らかの団体（自治会・町会を除く、コミュニティやグループなど）に入っています
か（主なもの３つ以内に○）。

○

(A)
あなたが参加しているコミュニティやグループについて教えてください。＜コミュニティ・グループの名前＞＜活
動内容＞

問27で「特に団体に参
加していない」以外を
答えた方のみ

35 地域での活動を行うとき、どのようなサポートが必要だと思いますか（主なもの３つ以内に○）。 ● ○ ● ●

その他 36
世田谷区をもっと住みやすいまちにするために、世田谷区に取り組んでほしいこと・やってもらいたいことなど
を自由に書いてください。

● ● ● ●

中項目

令和８年度　「世田谷区における外国人区民の意識・実態調査」分析項目一覧（案）

設問番号 設問 条件等

調査対象：令和８年４月１日現在、区内在住１５歳以上の外国籍区民

標本数：２，０００人

標本抽出方法：住民基本台帳から無作為抽出

翻訳対応：日本語版調査票（ルビ付）と外国語版調査票（中国は中国語（簡体）、台湾は中国語（繁体）、韓国又は朝鮮は韓国語、その他の国籍者には英語）を１部ずつ送付。
　　　　　　　また、調査票表紙の二次元コードから、やさしい日本語、ベトナム語、フィリピン語、ネパール語、フランス語、インドネシア語のWeb回答フォームにアクセスできるよ
　　　　　　　うにする。

クロス集計カテゴリー

○・・・旧調査でクロス集計を行い、新調査でも引き
続きクロス集計を行うカテゴリー
●・・・新調査でクロス集計を行うカテゴリー（案）
×・・・旧調査でクロス集計を行ったが、新調査ではク
ロス集計を行わないカテゴリー（案）
●・・・第3回部会後、新たにクロス集計に追加したカ
テゴリー



世田谷区内在住外国人の状況について 資料２－３

１．地区別・地域別外国人人口について
（１）地区別外国人人口（比率順）【表１】 （２）地区別外国人人口（人口順） 【表２】 （３）区内各地域の外国人人口・比率【表３】
1年前
の順位

順位 地区名 外国人人口 総人口 比率 1年前
の順位

順位 地区名 外国人人口 総人口 比率 地域 外国人人口 総人口 比率 1年前の比率

1 1 大原 533 8,380 6.36% 1 1 松原 1,101 30,229 3.64% 世田谷地域 8,644 256,042 3.38% 3.05%
2 2 野毛 317 6,197 5.12% 3 2 上馬 1,053 21,543 4.89% 玉川地域 7,930 229,902 3.45% 3.26%
3 3 玉川 613 12,498 4.90% 2 3 代田 1,006 23,756 4.23% 北沢地域 6,089 156,355 3.89% 3.58%
6 4 上馬 1,053 21,543 4.89% 6 4 奥沢 919 28,554 3.22% 砧地域 4,154 165,510 2.51% 2.26%
4 5 北沢 884 18,682 4.73% 7 5 下馬 909 28,024 3.24% 烏山地域 3,959 121,463 3.26% 3.03%
11 6 羽根木 335 7,290 4.60% 4 6 南烏山 908 23,855 3.81% 計 30,776 929,272 3.31% 3.04%
5 7 瀬田 708 15,618 4.53% 5 7 北沢 884 18,682 4.73% ※比率は各地域の総人口に対する外国人人口の割合。
9 8 三軒茶屋 590 13,084 4.51% 8 8 深沢 778 24,736 3.15%
8 9 上北沢 750 16,998 4.41% 15 9 船橋 771 27,289 2.83%
10 10 代田 1,006 23,756 4.23% 11 10 上北沢 750 16,998 4.41%
7 11 玉川田園調布 101 2,403 4.20% 12 11 太子堂 721 19,186 3.76%
12 12 上野毛 527 12,921 4.08% 13 12 砧 714 26,916 2.65%
14 13 用賀 647 15,891 4.07% 10 13 等々力 710 27,557 2.58%
15 14 代沢 671 16,757 4.00% 9 14 瀬田 708 15,618 4.53%
16 15 鎌田 310 7,910 3.92% 18 15 弦巻 683 25,279 2.70%
13 16 南烏山 908 23,855 3.81% 19 16 北烏山 672 26,896 2.50%
17 17 太子堂 721 19,186 3.76% 16 17 代沢 671 16,757 4.00%
20 18 池尻 612 16,546 3.70% 17 18 用賀 647 15,891 4.07%
19 19 玉川台 246 6,697 3.67% 22 19 若林 630 19,775 3.19%
31 20 三宿 317 8,672 3.66% 14 20 上祖師谷 620 19,281 3.22%
21 21 松原 1,101 30,229 3.64% 26 21 経堂 618 20,684 2.99%
22 22 駒沢 581 16,743 3.47% 20 22 赤堤 614 20,276 3.03%
24 23 中町 528 15,488 3.41% 23 23 玉川 613 12,498 4.90%
28 24 宮坂 403 11,835 3.41% 25 24 桜丘 613 20,168 3.04%
18 25 玉堤 205 6,099 3.36% 24 25 池尻 612 16,546 3.70%
33 26 桜上水 477 14,257 3.35% 27 26 三軒茶屋 590 13,084 4.51%
27 27 東玉川 281 8,578 3.28% 21 27 駒沢 581 16,743 3.47%
32 28 八幡山 253 7,776 3.25% 33 28 大原 533 8,380 6.36%
35 29 下馬 909 28,024 3.24% 32 29 成城 529 23,231 2.28%
29 30 尾山台 216 6,679 3.23% 29 30 中町 528 15,488 3.41%
34 31 奥沢 919 28,554 3.22% 30 31 上野毛 527 12,921 4.08%
25 32 野沢 499 15,517 3.22% 28 32 野沢 499 15,517 3.22%
26 33 上祖師谷 620 19,281 3.22% 31 33 喜多見 498 19,785 2.52%
38 34 若林 630 19,775 3.19% 34 34 世田谷 497 16,587 3.00%
30 35 深沢 778 24,736 3.15% 35 35 桜上水 477 14,257 3.35%
42 36 桜丘 613 20,168 3.04% 36 36 祖師谷 421 19,318 2.18%
36 37 赤堤 614 20,276 3.03% 37 37 宮坂 403 11,835 3.41%
37 38 梅丘 273 9,046 3.02% 38 38 給田 390 13,477 2.89%
44 39 世田谷 497 16,587 3.00% 40 39 粕谷 366 13,180 2.78%
45 40 経堂 618 20,684 2.99% 39 40 上用賀 364 14,757 2.47%
23 41 宇奈根 169 5,827 2.90% 41 41 千歳台 342 19,349 1.77%
41 42 給田 390 13,477 2.89% 44 42 羽根木 335 7,290 4.60%
39 43 新町 239 8,380 2.85% 42 43 野毛 317 6,197 5.12%
52 44 船橋 771 27,289 2.83% 47 44 三宿 317 8,672 3.66%
40 45 岡本 237 8,445 2.81% 43 45 鎌田 310 7,910 3.92%
48 46 粕谷 366 13,180 2.78% 45 46 東玉川 281 8,578 3.28%
43 47 桜新町 216 7,825 2.76% 46 47 梅丘 273 9,046 3.02%
50 48 弦巻 683 25,279 2.70% 48 48 桜 267 12,314 2.17%
47 49 砧 714 26,916 2.65% 52 49 八幡山 253 7,776 3.25%
46 50 等々力 710 27,557 2.58% 51 50 玉川台 246 6,697 3.67%
49 51 喜多見 498 19,785 2.52% 50 51 新町 239 8,380 2.85%
53 52 北烏山 672 26,896 2.50% 49 52 岡本 237 8,445 2.81%
51 53 上用賀 364 14,757 2.47% 54 53 桜新町 216 7,825 2.76%
54 54 豪徳寺 161 6,791 2.37% 55 54 尾山台 216 6,679 3.23%
57 55 成城 529 23,231 2.28% 53 55 玉堤 205 6,099 3.36%
58 56 大蔵 163 7,440 2.19% 56 56 宇奈根 169 5,827 2.90%
55 57 祖師谷 421 19,318 2.18% 58 57 大蔵 163 7,440 2.19%
56 58 桜 267 12,314 2.17% 57 58 豪徳寺 161 6,791 2.37%
59 59 千歳台 342 19,349 1.77% 59 59 玉川田園調布 101 2,403 4.20%

30,776 929,272 3.31% 30,776 929,272 3.31%
※比率は各地区の総人口に対する外国人人口の割合。
計 計

※赤字は昨年度より比率が上昇している地区、青
字は低下している地区。

※赤字は昨年度より外国人人口が増加している地区、
青字は減少している地区、緑字は人口が変わらない地
区。 出典：住民基本台帳（令和７年１２月１日）

世田谷地域

8,644人 28%

玉川地域

7,930人 26%

北沢地域

6,089人 20%

砧地域

4,154人 13%

烏山地域

3,959人 13%

世田谷区全体の外国人人口に対する

地域別外国人人口【図１】

（世田谷・北沢・玉川・砧・烏山）

出典：住民基本台帳（令和７年１２月１日）

１．地区別・地域別外国人人口について

〇令和6年12月より約2,700人増加しており、ほとんどの地区において外国人比率・人口ともに増加して

いる。【表１・表２】

〇各地区における在住外国人比率が最も高い地区は大原（北沢地域）である。区全体の外国人比率

3.31％に対し、6.36％と高い数値となっている。【表１】

〇各地区における在住外国人比率が最も低い地区は千歳台（砧地域）の1.77％である。【表１】

〇世田谷地域は外国人人口が8,600人を超えている。一方、総人口に占める外国人人口の比率は北

沢地域が最も高く（3.89％）、砧地域が最も低い（2.51％）。【表３】

〇世田谷区全体の外国人人口（30,776人）に対する地域別外国人人口内訳を見ると、世田谷地域及び

玉川地域の合計が５割を超えている。【図１】



（４）地区別外国人比率【図２】
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〇外国人比率が５％を超えている地区は大原と野毛である。

〇外国人比率が２％未満であるのは千歳台のみである。（砧公園・

駒沢公園を除く）

〇世田谷区の中心に近い地区よりも、他区や川崎市に隣接している

地区において外国人比率が高い傾向にある。

〇田園都市線沿いの地区において外国人比率が高く、沿線から離

れた地区においては比率が低い傾向にある。
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令和８年１月２９日 

生活文化政策部  

文 化 ・ 国 際 課  

 

「これからの国際交流のあり方」の見直し検討状況について 

 

１ 主旨 

  区は、平成 30年度に在住外国人の増加や東京 2020大会の開催を契機とした区民の国際

化気運の高まりとグローバル化の進展などを踏まえ、地方自治体の国際化施策の体系であ

る「多文化共生の推進」、「国際交流の推進」、「国際協力・貢献」の３つの柱のうち、「国際

交流の推進」に焦点をあて、「これからの国際交流のあり方（以下「あり方」という）」を

取りまとめた。 

「あり方」の策定以降、新型コロナウイルス感染症拡大による事業の休止期間があった

中、昨年度（令和６年度）から本格的に対面での国際交流が再開し、コロナ禍を経た多様

な手法での交流も求められている。 

今般、これまでの国際交流の取り組みを評価するとともに、「あり方」策定の平成３０年

（２０１８年）からすでに７年が経過し、時代に即した事業実施手法や今日的な論点を加

え、「あり方」を見直し、区の国際交流の取組方針をまとめることとする。 

 

２ 経緯 

「あり方」を策定した平成３０年当時、区内在住外国人は１９，９３１人で、増加傾向

にあり、その流れも踏まえ、区は、「世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生

を推進する条例」を策定し、その行動計画として、「世田谷区多文化共生プラン（平成３１

年）」、「同第二次プラン（令和６年）」を策定するなど、多文化共生施策を推進している。 

また、コロナ禍で一時的に減少したものの、令和７年１月時点で区内在住外国人の人口

は２８，２０２人となり、７年間で約８，０００人以上増加し、区は引き続き多文化共生

プランに基づく、多文化共生施策を推進している。 

さらに、区は、令和２年４月、国際交流や多文化共生の情報発信、活動団体のネットワ

ークづくりの拠点として、（公財）せたがや文化財団内に、国際交流センター（クロッシン

グせたがや）を開設し、コロナ禍の活動休止期間があったものの、着実に実績を重ね、同

センターは令和９年度中に太子堂複合施設へ移転し、現在の活動場所がさらに広がり、国

際交流の情報発信の強化が期待できる状況にある。 

このような状況を背景に、あり方策定から、７年間経過していること、また、あわせて、

区の国際交流を取り巻く社会環境が大きく変化していることから、このたび、「あり方」を

見直すこととなった。 

 

３ 主な検討の視点・内容 

（１） 姉妹都市との「包括的な交流」の推進 

区と各姉妹都市は区議会、各都市の議会の議決を経て、あらゆる分野で友好親善を図り、

継続的に提携関係を維持することを目的とした姉妹都市提携を締結し、今日に至っている。 

これまでの姉妹都市との交流の実績を踏まえ、各都市の関係者（姉妹都市コーディネー

ター）や、その都市を管轄する日本大使館や領事館を通じて、各都市との連携をさらに強
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化する。 

また、児童・生徒の交流等これまで継続している交流とあわせて、５年に１度の首長の

相互訪問等の機会や様々な機会を捉え、文化・国際課を中心に交流を強化し、絆を深めて

いく。 

① カナダ・ウィニペグ市（教育交流） 

② オーストリア・ウィーン市・ドゥブリング区（教育交流） 

③ オーストラリア・バンバリー市（教育交流・スポーツ交流・市民同士の写真展交流） 

   

（２）「テーマ型交流」の拡充 

従前の「あり方」では、継続的な提携関係を前提とした包括的な交流に限らず、教育、

文化・芸術、スポーツなど各々の分野で交流を重ねる「テーマ型交流」を示し、現在、姉

妹都市との包括的な交流に限らず、テーマ型交流として教育、文化、芸術、スポーツ分野

での交流を進めている。 

姉妹都市交流は締結にあたり、両首長による提携署名や議会の承認を得る必要があるこ

とから双方の自治体の負担も大きい。一方、テーマ型交流では双方でできるところから交

流を進め、交流の根拠が必要な場合には覚書等を締結する形式を取る程度の負担で済み、

双方の都市にとって負担が少ない。 

今後、双方の自治体にとって負担が少なく、「できるところから」多様な交流を進める

という観点から、様々な領域で、覚書や協定などの手法を取り入れ、時代に即し、両都市

の負担を考慮した持続可能な交流を進め、庁内各所管において各都市との交流を推進する

とともに、文化・国際課がその交流を後方支援するしくみを構築していく。 

① テーマ型交流の例 

・高雄市（台湾）との文化（音楽）交流（平成３１年 覚書締結） 

・教育交流（「今後の区立小・中学生国際理解教育のあり方について（令和７年１１月

１０日文教常任委員会より） 

② 新たな交流先について 

交流を行うテーマを選定する中で、距離が近く時間、費用面での利点のある、アジア

の都市も含め、幅広く交流先の都市を検討する。 

   ③ 新しい交流手法 

従前のあり方以降のオンライン会議の広がりなど、ＤＸの進展など技術革新を踏まえ、

対面に拘らないオンラインを通じた交流手法など、近年の様々な交流手法の変化を反映す

る。 

 

（３）地域での交流推進や国際交流センター（クロッシングせたがや）の充実 

国際交流等に関する情報発信、国内で活動する国際交流団体の活動支援、交流の担い手

育成（多文化共生理解講座の実施など）をとおして、国際交流の充実を図る。 

   

（４）区内大使館等を通じた交流の拡大 

    世田谷区がホストタウンとなった米国や区内の大使館との交流の拡充を図る。 

① 米国ホストタウン交流（米国大使館を通じた交流、スポーツ交流ほか） 

【過去の交流実績】 

  ・メジャーリーグシカゴ・カブス OB選手と区立小学校との交流 



・ニューヨーク育ちバイオリニストとの区立中学校との交流 

・たまがわ花火大会への公使一行の招待              ほか  

② 区内にある６つの大使館（アンゴラ共和国、カメルーン共和国、タンザニア連合共

和国、モザンビーク共和国、ルワンダ共和国、マーシャル諸島共和国）と交流を行

い、地域での市民交流を図る。 

【過去の交流実績】 

・国際メッセや区民まつりへの区内大使館の出店 

・アンゴラ共和国大使館との交流（独立５０周年記念事業：大使館での映画上映

会、大使館職員と区職員とのスポーツ交流ほか） 

 

４ 今後のスケジュール（予定） 

  令和８年２月１２日 男女共同参画・多文化共生推進審議会（「あり方」検討状況報告） 

      ５月    国際化推進協議会（「あり方」見直し案報告） 

    国際化推進委員会（「あり方」見直し案報告） 

６月    男女共同参画・多文化共生推進審議会（「あり方」見直し案報告） 

      ９月    区民生活常任委員会（「あり方」見直し案報告） 



資料４ 

 

  

世田谷区立男女共同参画センター運営委託事業者の選定結果について 

 

１ 主旨 

世田谷区立男女共同参画センターの運営業務を委託するにあたり、プロポーザル方式

による公募を実施し、以下のとおり運営事業者の候補者を選定したので、報告する。 

 

２ 対象施設 

施設名称 世田谷区立男女共同参画センター「らぷらす」 

所在地  世田谷区太子堂一丁目１２番４０号グレート王寿ビル３～５階 

 

３ 運営委託事業者名等 

事業者名 社会福祉法人共生会ＳＨＯＷＡ 

  所在地  世田谷区太子堂一丁目６番２号 

代表者  理事長 坂東 眞理子 

 

４ 履行期間 

令和８年４月１日～令和１１年３月３１日（３年間） 

※契約は単年度ごとに締結し、各年度における予算配当があること、及びその前年度

の履行状況が良好であることを契約締結の条件とする。 

 

５ 業務内容 

区の男女共同参画推進の拠点施設として、男女及び多様な性を含めたすべての人が性

別にかかわりなく自分らしく生き生きと暮らすことができる社会の実現を目指した事

業を推進する。男女共同参画の視点から課題を解決するための実践的な取組みとして、

「講座・研修」「相談」「居場所」「情報提供・収集」「活動の場」を中心に、それらを有

機的に連携させながら事業を実施する。 

 

６ 選定方法等 

選定委員会を設置し、選定基準に基づき、提案書の書類審査、ヒアリングによる審査

及び公認会計士による財務審査を行い、総合的に評価した。 

（１）経過 

令和７年 ９月１９日  公告 

        １０月 ３日  参加表明書締め切り（応募事業者：２事業者） 

   １１月 ６日  企画提案書提出締め切り（提出事業者：１事業者） 

１１月１２日～ 書類審査 

１２月 ３日  ヒアリングによる審査 
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（２）選定委員会の構成   ○は委員長 

氏名 役職・所属等 

〇江原 由美子 世田谷区男女共同参画・多文化共生推進審議会会長 

瀬沼 智子 東京ウィメンズプラザ所長 

小島 和子 世田谷地区人権擁護委員会代表 

萩原 建次郎 駒澤大学総合教育研究部教授 

髙橋 裕子 世田谷区烏山総合支所保健福祉センター所長 

五十嵐 哲夫 世田谷区経済産業部長 

渡邉 謙吉 世田谷区生活文化政策部長 

宮本 千穂 世田谷区生活文化政策部人権・男女共同参画課長 

 

 （３）評価項目 

  今後充実を図る視点として掲げる、「より多くの方が安心して気軽に利用できる施

設運営」「区民・団体・事業者等の参加・参画・協働の促進」「地域ネットワーク構築」

「広報、普及啓発」を中心に、以下①～⑤の評価項目を設定した。 

① 業務の実施に必要な内容についての理解度等 

男女共同参画に関する課題、男女共同参画プラン後期計画等の把握・理解 

地域における男女共同参画センターの役割、男女共同参画についての事業者へ

の働きかけ、男性支援のあり方と事業展開、強みを活かした独自事業の提案 

② 企画提案能力 

効果的な企画（講座、イベント、相談、居場所、情報収集・提供、団体支援、

周知・広報活動、事業運営にかかる会議体、より多くの利用を促す施設運営） 

③ 業務を安定的に遂行する能力（財務審査を含む） 

同種・類似業務の過去５年間の実績 

実施体制（実施までのプロセス、スケジュール管理） 

運営体制（人材・職員配置） 

④ 積算金額及び内容の妥当性 

⑤ ヒアリングにおける説明内容の明確性、的確性、実現の可能性 

 

７ 審査・選定結果 

評価項目 ① ② ③ ④ ⑤ 合計 

配点 360 720 320 80 175 1655 

社会福祉法人 

共生会ＳＨＯＷＡ 
287 559 267 60 130 

1303 

（78.7％） 

※合格基準は、満点の 60％以上の得点（993点） 
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８ 主な選定理由 

・世田谷区第二次男女共同参画プラン後期計画における基本目標ごとの課題を的確にと

らえ、明確に方策を示し、課題解決に向けて着実に取り組むことが期待できる。 

・男女共同参画センターが区の男女共同参画推進の地域拠点として、講座・相談・情報

提供を総合的に行う独自性を明確に示しており、単独ではなく地域の多様な主体と連

携して課題解決を図ろうとする姿勢や中間支援組織（地域の“ハブ”）として団体間

ネットワークの促進や協働事業の推進を行うなど、具体的な取り組みを示している点

が評価できる。 

・男性支援のあり方と事業展開について、男性が抱える構造的な生きづらさに向き合い、

多様な相談体制や講座の整備を段階的に進めており、匿名電話相談や LINE 相談の導

入など、利用しやすさを重視した支援が充実している。また、男性の気づきや共感を

促す学びの機会を広げ、ジェンダー平等社会の実現への寄与が見込まれる。 

・強みを活かした独自事業の提案として、基金を活用した既存講座の拡充等、参加機会

を広げつつ、大学との連携により若年層への男女共同参画教育を強化している点が独

自性と発展性として評価できる。 

・相談事業について、ジェンダー視点を基盤とした相談支援体制が整備され、区民の多

様なニーズに応える柔軟な相談メニューが提供されている。専門家のスーパービジョ

ンや拡大カンファレンスにより相談力を継続的に強化しているおり、男性相談や性的

マイノリティ支援、寄付を活用したシングルマザー支援など包摂的な取り組みが期待

できる。 
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「区内企業の男女共同参画に関する意識・実態調査」の集計結果（速報版）について 

 

１ 主旨 

区では、令和４年度から令和８年度までを計画期間とする「世田谷区第二次男女共同

参画プラン後期計画」に基づき、一人ひとりの人権が尊重され、自らの意思で個性と能

力を十分発揮できる男女共同参画社会の実現をめざし、施策の推進に取り組んでいる。 

施策の推進にあたっては、５年ごとに区内企業を対象とした調査を行い、区内事業者

の実態やニーズを的確に把握、分析したうえで、具体的施策の検討や新たな男女共同参

画プラン策定の基礎資料としている。本年は、本調査の実施年度となり、以下のとおり

調査を実施した。＊前回調査実施：令和２年度 

 

２ 調査概要 

（１）調査対象 

区内にある従業員２０人以上の全事業所 ２,６６２件 

※総務省統計局の「事業所母集団データベース」から抽出 

（２）調査方法 

郵送調査（郵送送付、郵送・Webフォームで回収） 

（３）調査期間 

令和７年８月２５日～９月１２日（期間中、督促礼状を１回送付） 

 

３ 調査項目 

（１）基本属性 

（２）女性の雇用管理状況等 

（３）育児・介護休業制度 

（４）働きながら育児や介護を行う従業員に対する両立支援 

（５）ワーク・ライフ・バランスについて 

（６）職場のハラスメントについて 

（７）多様性の尊重について 

（８）行政への要望・自由意見など 

 

４ 回収結果 

発送数 (a) 
配送不可(b) 

(廃業、移転等) 

調査対象数（C） 

(a-b) 
回答数 (d) 回収率 (d/c) 

2,662件 188件 2,474件 
461件 

（郵送：195件、 

ウェブ：266件） 

18.6％ 

（R2：16.2％） 

 

 



 

 

５ 集計結果（速報） 

詳細は別添「区内企業の男女共同参画に関する意識・実態調査【速報版】」のとおり 

 

 〇集計結果のポイント 

基本目標Ⅰ「あらゆる分野における女性活躍推進」 

・女性管理職（係長相当職以上）を有する事業所は 70.1％となっており、平成 27年度

以降、増加傾向が続いている。（前々回 51.5％、前回 64.7％）〔p.15参照〕 

・管理職に占める女性の割合は 24.5％で、経年的に上昇しているものの、依然として

３割には達していない。〔p.18参照〕 

 

基本目標Ⅱ「ワーク・ライフ・バランスの着実な推進」 

・ワーク・ライフ・バランス充実のため重要と考える取組みは、「仕事の見直しや長時

間労働の削減」が 54.7％と最も高い。〔p.97、98参照〕 

・男性の育児休業取得率は67.3％と大幅に上昇している。（前々回3.2％、前回13.7％）

〔p.31参照〕 

 

基本目標Ⅲ「暴力やハラスメントのない社会の構築」 

・ハラスメントが起きたとき、対応が困難と感じることについては、「どこまでがハラ

スメントに該当するか、線引きが難しい」が約 7割を占めている。〔p.115参照〕 

 

基本目標Ⅳ「多様性を認め合い、尊厳をもって生きることができる社会の構築」 

・職場における性的マイノリティへの配慮の取組み状況について「実施している」取

組みは２割前後にとどまる。また、取組みは、従業員規模が大きい事業所ほど進ん

でいる。〔p.128、130参照〕 

 

〇新規設問について 

認定制度の認知・取得状況について 

・えるぼし・くるみん等の認定制度は、認知度に比べ取得率が低い。〔p.26参照〕 

 

女性活躍推進法に基づく男女の賃金格差の差異の公表について 

・男女の賃金格差の差異を公表している事業所は、業態により差があるが、限定的で

あり「公表している」事業所は２割に満たない。〔p.27参照〕 

 

生理休暇等女性の健康課題への対応について（※記述式回答） 

・生理休暇の取得率は極めて低く、「有給休暇」等での対応や「各自にまかせている」

といった回答があった。また、女性特有の健康課題への配慮は、「産休・育休」など

法定制度を中心とした取り組みが主となっている。〔p.28参照〕 

 

６ 今後のスケジュール（予定） 

令和８年 ２月下旬 調査報告書完成 

     ３月初旬～      調査報告書の配布、ホームページに公開 
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第１章 調査の概要 

1 

 

第１章 調査の概要 

１． 調査の目的 

一人ひとりの人権が尊重され、自らの意思にもとづき、個性と能力を十分発揮できる男女共
同参画社会の実現に向けて、区内企業における男女共同参画の状況を把握すると共に、今後の
施策や新たな計画策定の基礎資料とすることを目的とする。 

 

２． 調査の内容 

Ⅰ 基本属性 

Ⅱ 女性の雇用管理状況等 

Ⅲ 育児・介護休業制度 

Ⅳ 働きながら育児や介護を行う従業員に対する両立支援 

Ⅴ ワーク・ライフ・バランスについて 

Ⅵ 職場のハラスメントについて 

Ⅶ 多様性の尊重について 

Ⅷ 行政への要望・自由意見など 

※詳細はｐ４～参照。 

 

３． 調査の設計 

調査地域：世田谷区全域 

調査対象：従業員 20 人以上の区内企業・事業所 

標 本 数 ：調査対象数 2,662 事業所 

抽出方法：総務省統計局「事業所母集団データベース」より、従業員 20 人以上の区内企業・事
業所を抽出 

調査方法：郵送調査（郵送送付、郵送・Web フォームで回収） 

         （督促礼状（郵送）１回送付） 

調査期間：令和７年８月 25 日（月）～９月 12 日（金） 

調査機構：株式会社都市環境計画研究所 
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４． 回収結果 

抽出数（a） 返戻数（b） 
調査対象数 

（c=a－b） 
有効回答数（d） 

有効回収数
（d/c） 

2,662 188 2,474 
461 件 

（郵送：195 件、ウェブ：266 件） 
18.6％ 

 

※集計中 【参考】業種別の調査対象数・回答数・回収数 
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５． 報告書を見る際の注意事項 

・本文、表、グラフなどに使われている「N」は、全回答事業所（461 件）を示し、「ｎ」は、
各設問に対する回答事業所数である。 

・回答は、百分率（％）の計算をしている。小数点以下第２位を四捨五入しているため、単独
回答（１つだけ選ぶ問）においても、四捨五入の関係で、％を足し合わせても 100％になら
ない場合がある。 

・複数回答（２つ以上選んでよい問）においては、％の合計が 100％を超える場合がある。 

・図表中の「―」は、当該選択肢を選んだ回答者がいないことを示す。 

・本文、表、グラフは、表示の都合上、調査票の選択肢等の文言を一部簡略化している場合が
ある。 

・クロス集計結果で回答事業所数が少数の場合、比率が上下しやすいため、傾向を見るにとど
め、本文中の分析では触れていないものがある。 

・なお、クロス集計結果の表では、「全体」については最も多い項目に  、２番目に多い項
目に  の色をつけている。各項目については、傾向がみられた項目に  の色をつけてい
る。 

・クロス集計結果の帯グラフや表について、設問に「無回答」や無効がある場合、これを表示
しない場合があるが、全体の件数には含めているため、表側のカテゴリーの件数の合計が全
体の件数と一致しないことがある。 
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【調査項目】 

大項目 問番号 
回答
種類 

設問 

Ⅰ 基本属性 － FA 
事業所名／所在地／電話／所属と氏名／業種／事業所の常用労働者数／企業全
体の常用労働者／事業所の性格／労働組合の有無 

Ⅱ  女性の雇
用 管 理 状 況
等 

問 1 FA 事業所の常用労働者の平均年齢と平均勤続年数 

問 2 FA 係長相当職以上の管理職及び女性管理職の人数 

付問 2-1 FA 女性管理職が少ない理由 

問 3 SA ポジティブ・アクションの認知度 

問 4 SA 女性活躍推進法 

問 5 SA 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定状況 

付問 5-1 MA 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定状況の効果 

問 6 SA 認定制度の認知・取得状況 

問 7 SA 女性活躍推進法に基づく男女の賃金の差異を公表しているか 

問 8 FA 生理休暇の取得率 

問 9 FA 「女性特有の健康課題に配慮した取り組み」の具体的な内容 

Ⅲ  育児・介
護休業制度 

問 10 SA 育児休業を取得することができる期間 

問 11 FA 出産した従業員の人数、育児休業を開始した人数 

付問 11-1 SA 育児休業取得者への対応 

問 12 SA 介護休業を取得することができる最長期間 

付問 12-1 SA 介護休業を取得した従業員の人数 

付問 12-2 MA 取得者の属性について 

問 13 SA 育児・介護休業取得者に対する取組みの実施状況 

問 14 SA 看護休暇制度について 

Ⅳ  働きなが
ら 育 児 や 介
護 を 行 う 従
業 員 に 対 す
る両立支援 

問 15 SA 働きながら育児を行う従業員に対する制度について 

付問 15-1 FA 制度の対象者及び利用者の人数 

問 16 SA 介護を行っている従業員に対する制度について 

付問 16-1 FA 制度の対象者及び利用者の人数 

問 17 SA 制度の状況について 

付問 17-1 SA 昨年度の利用実績について 

問 18 SA 育児や介護を行っている従業員が働きやすい環境づくりの実施状況 

付問 18-1 FA 
働きながら育児・介護を行う従業員に対して、法定以外で特徴ある取組みの具
体的な内容 

問 19 SA 育児や介護を行っている従業員に対する両立支援制度について今後の考え 

問 20 SA 両立支援制度を設ける上で一番重要なこと 

問 21 MA 従業員が働きながら育児や介護を行うのに重要と考えるもの 

Ⅴ  ワーク・
ライフ・バラ
ン ス に つ い
て 

問 22 SA ワーク・ライフ・バランスの取組みの現状及び今後の必要性 

問 23 MA ワーク・ライフ・バランスを充実させていくために重要度が高いと考えるもの 

問 24 SA 子育て中の女性を正社員として採用することについて 

付問 24-1 MA 採用が難しい理由 

Ⅵ  職場のハ
ラ ス メ ン ト
について 

問 25 SA パワーハラスメント防止対策が事業主に義務付けられたことを知っているか 

問 26 SA 何らかのハラスメントが問題になったことがあるか 

付問 26-1 MA 問題となったハラスメント 

問 27 MA ハラスメントが起きたときに対応が困難と感じることは何か 

問 28 SA ハラスメントを防止するためにどのような取組みを行っているか 

Ⅶ  多様性の
尊 重 に つ い
て 

問 29 SA 
「世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例」を知
っているか 

問 30 SA 「パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓」の取組みを知っているか 

問 31 SA 職場において性的マイノリティへの配慮としてどのような取組みをしているか 

Ⅷ  行政への
要望・自由意
見など 

問 32 MA 
ワーク・ライフ・バランス、女性の活躍推進、ポジティブ・アクション等、企
業における男女共同参画を推進する取組みに関して、行政に望むことは何か 

問 33 FA 
企業における男女共同参画や女性の活躍に対する取組み、働き方改革等に関し
て、日頃感じていることや世田谷区に対する要望など 

SA： 単数回答  MA：複数回答  FA：自由記述 



第３章 調査の結果 

5 

 

第２章 調査の結果 

１． 集計結果 

I  事業所の概要 

（１） 事業所の性格 

事業所の性格は、「支社・営業所等」が 38.2％と最も高くなっている。次いで「単独事業
所」が 32.3％、「本社・本店」が 26.7％となっている。 

図表１ 事業所の性格（全体） 

 

（２） 労働組合の有無 

事業所の労働組合の有無は、「有」が 27.1％、「無」が 72.0％となっている。 

図表２ 事業所の労働組合の有無（全体） 

 

  

（上段：件、下段：％）

全

体

単

独

事

業

所

本

社

・

本

店

支

社

・

営

業

所

等

無

回

答

461 149 123 176 13

100.0 32.3 26.7 38.2 2.8

（上段：件、下段：％）

全

体

有 無 無

回

答

461 125 332 4

100.0 27.1 72.0 0.9
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（３） 常用労働者数 

①常用労働者数（従業員規模） 

常用労働者数（従業員規模）は、「30～49 人」が 29.1％と最も高くなっている。次いで「20

～29 人」が 23.4％、「50～99 人」が 17.1％となっている。 

図表３ 事業所の常用労働者数（従業員規模）（全体） 

 

 

②常用労働者数と一般労働者、パートタイマー等（非正社員）比率 

回答のあった事業所の常用労働者数は 37,640 人で、女性が 20,043 人、男性が 17,597 人と
なっている。女性、男性ともに一般労働者の比率が６割以上となっている。 

図表４ 事業所の常用労働者数、一般労働者、パートタイマー等比率（全体） 

 

 

  

（上段：件、下段：％）

全

体

１
～

９

人

1

0
～

1

9

人

2

0
～

2

9

人

3

0
～

4

9

人

5

0
～

9

9

人

1

0

0
～

2

9

9

人

3

0

0

人

以

上

無

回

答

461 15 57 108 134 79 42 22 4

100.0 3.3 12.4 23.4 29.1 17.1 9.1 4.8 0.9

（上段：人、下段：％）

常用労働者数 一般労働者 パートタイマー等

37,640 25,137 12,503

100.0 66.8 33.2

20,043 12,877 7,166

100.0 64.2 35.8

17,597 12,260 5,337

100.0 69.7 30.3
男性

女性

全体
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③常用労働者数全体に占める非正社員比率 

常用労働者全体に占める非正社員の比率は、「全体」、「男性」は「０～20％未満」が最も高
くなっており、「女性」は「60％以上」が最も高くなっている。 

図表５ 常用労働者全体に占める非正社員比率（全体、男女別） 

 

 

④常用労働者に占める女性比率 

常用労働者に占める女性の比率は、「60％以上」が 43.0％と最も高くなっている。次いで
「40～60％未満」が 20.6％、「20～40％未満」が 20.2％となっている。 

図表６ 事業所の労働者数に占める女性比率（全体） 

 

 

  

（上段：人、下段：％）

全体 ０～20％未満 20～40％未満 40～60％未満 60％以上 無回答

461 162 89 71 135 4

100.0 35.1 19.3 15.4 29.3 0.9

461 144 90 67 156 4

100.0 31.2 19.5 14.5 33.8 0.9

461 226 67 57 107 4

100.0 49.0 14.5 12.4 23.2 0.9

全体の

非正社員比率

女性の

非正社員比率

男性の

非正社員比率

件 構成比（％）

全体 461 100.0

０～20％未満 70 15.2

20～40％未満 93 20.2

40～60％未満 95 20.6

60％以上 198 43.0

無回答 5 1.1
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（４） 業種 

①全体 

事業所を業種別にみると、「医療、福祉」が 29.7％と最も高くなっている。次いで「卸売
業、小売業」が 14.5％となっている。 

図表７ 業種別の事業所数（全体） 

 

  

件数 ％
全体 461 100.0

　建設業 44 9.5

　製造業 5 1.1

　情報通信業 10 2.2

　運輸業、郵便業 14 3.0

　卸売業、小売業 67 14.5

　金融業、保険業 13 2.8

　不動産業、物品賃貸業 4 0.9

　学術研究、専門・技術サービス業 5 1.1

　宿泊業、飲食サービス業 19 4.1

　生活関連サービス業、娯楽業 16 3.5

　教育、学習支援業 41 8.9

　医療、福祉 137 29.7

　サービス業（他に分類されないもの） 42 9.1

　その他 18 3.9

　無回答 26 5.6
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②非正社員比率 

「女性」の非正社員比率は 55.6％、「男性」の非正社員比率は 43.5％であった。 

業種別にみると、女性は「宿泊業、飲食サービス業」が 86.6％と最も高く、次いで「運輸
業、郵便業」が 81.2％となっている。男性は「宿泊業、飲食サービス業」が 70.8％と最も高
く、次いで「教育、学習支援業」が 39.1％となっている。 

図表８ 非正社員比率（男女別） 

 

  

55.6 

13.6 

0.8 

0.6 

81.2 

41.2 

6.9 

28.8 

29.3 

86.6 

60.0 

45.9 

36.0 

48.7 

68.7 

45.8 

43.5

8.8 

4.1 

9.1 

38.9 

35.8 

4.7 

1.9 

24.9 

70.8 

28.2 

39.1 

30.1 

26.1 

38.1 

41.8 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

全体(N=461)

建設業(n=44)

製造業(n=5)

情報通信業(n=10)

運輸業、郵便業(n=14)

卸売業、小売業(n=67)

金融業、保険業(n=13)

不動産業、物品賃貸業(n=4)

学術研究、専門・技術サービス業(n=5)

宿泊業、飲食サービス業(n=19)

生活関連サービス業、娯楽業(n=16)

教育、学習支援業(n=41)

医療、福祉(n137)

サービス業（他に分類されないもの）(n=42)

その他(n=18)

無回答(n=26)

女性

男性

（％）
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③従業員規模（常用労働者数） 

業種別に従業員規模（常用労働者数）をみると、「医療、福祉」では「30～49 人」が 29.9％
と最も高く、次いで「20～29 人」が 24.1％となっている。また、「卸売業、小売業」では、
「30～49 人」「50～99 人」が 23.9％と最も高く、次いで「20～29 人」が 22.4％となってい
る。 

図表９ 従業員規模（常用労働者数）（業種別） 

 

 

  

（上段：実数、下段：％）

１～９人 10～19人 20～29人 30～49人 50～99人
100～

299人

300人

以上
無回答

461 15 57 108 134 79 42 22 4

100.0 3.3 12.4 23.4 29.1 17.1 9.1 4.8 0.9

44 1 5 16 13 7 - 2 -

100.0 2.3 11.4 36.4 29.5 15.9 - 4.5 -

5 - - 1 3 1 - - -

100.0 - - 20.0 60.0 20.0 - - -

10 - - 3 5 1 1 - -

100.0 - - 30.0 50.0 10.0 10.0 - -

14 - 2 3 1 5 1 2 -

100.0 - 14.3 21.4 7.1 35.7 7.1 14.3 -

67 2 9 15 16 16 6 3 -

100.0 3 13.4 22.4 23.9 23.9 9.0 4.5 -

13 - 4 5 2 1 1 - -

100.0 - 30.8 38.5 15.4 7.7 7.7 - -

4 - 1 - - 2 - - 1

100.0 - 25.0 - - 50.0 - - 25.0

5 1 - - 2 - 2 - -

100.0 20.0 - - 40.0 - 40.0 - -

19 2 4 6 7 - - - -

100.0 10.5 21.1 31.6 36.8 - - - -

16 1 1 4 6 1 2 1 -

100.0 6.3 6.3 25.0 37.5 6.3 12.5 6.3 -

41 - 2 8 11 6 10 4 -

100.0 - 4.9 19.5 26.8 14.6 24.4 9.8 -

137 4 22 33 41 22 10 4 1

100.0 2.9 16.1 24.1 29.9 16.1 7.3 2.9 0.7

42 - 4 7 13 8 6 3 1

100.0 - 9.5 16.7 31.0 19.0 14.3 7.1 2.4

18 3 1 1 5 5 - 2 1

100.0 16.7 5.6 5.6 27.8 27.8 - 11.1 5.6

26 1 2 6 9 4 3 1 -

100.0 3.8 7.7 23.1 34.6 15.4 11.5 3.8 -

従業員規模（常用労働者数）

生活関連サービス業、娯楽業　　

宿泊業、飲食サービス業

学術研究、専門・技術サービス業　　　

建設業　　　

全体

業

種

別

不動産業、物品賃貸業

金融業、保険業　　　

卸売業、小売業　　　

無回答

その他

サービス業（他に分類されないもの）

医療、福祉

教育、学習支援業　　　

運輸業、郵便業　　

情報通信業　　

製造業　　　

合計
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④女性比率 

業種別に常用労働者に占める女性比率をみると、「医療・福祉」では「60％以上」が 77.4％
と最も高く、次いで「40～60％未満」が 18.2％となっている。また、「卸売業、小売業」で
も、「60％以上」が 35.8％と最も高く、次いで「40～60％未満」が 29.9％となっている。 

図表 10 常用労働者に占める女性比率（業種別） 

 

  

（上段：実数、下段：％）

０～20％

未満

20～40％

未満

40～60％

未満
60％以上 無回答

461 70 93 95 198 5

100.0 15.2 20.2 20.6 43.0 1.1

44 24 18 2 - -

100.0 54.5 40.9 4.5 - -

5 - 2 2 1 -

100.0 - 40.0 40.0 20.0 -

10 2 5 1 2 -

100.0 20.0 50.0 10.0 20.0 -

14 10 3 - - 1

100.0 71.4 21.4 - - 7.1

67 6 17 20 24 -

100.0 9.0 25.4 29.9 35.8 -

13 - 5 5 3 -

100.0 - 38.5 38.5 23.1 -

4 1 - 2 - 1

100.0 25.0 - 50.0 - 25.0

5 1 2 1 1 -

100.0 20.0 40.0 20.0 20.0 -

19 1 2 8 8 -

100.0 5.3 10.5 42.1 42.1 -

16 - 3 7 6 -

100.0 - 18.8 43.8 37.5 -

41 3 9 8 21 -

100.0 7.3 22.0 19.5 51.2 -

137 1 4 25 106 1

100.0 0.7 2.9 18.2 77.4 0.7

42 10 12 7 12 1

100.0 23.8 28.6 16.7 28.6 2.4

18 4 5 3 5 1

100.0 22.2 27.8 16.7 27.8 5.6

26 7 6 4 9 -

100.0 26.9 23.1 15.4 34.6 -

従業員規模（常用労働者数）

全体

業

種

別

建設業　　　

製造業　　　

情報通信業　　

運輸業、郵便業　　

卸売業、小売業　　　

金融業、保険業　　　

サービス業（他に分類されないもの）

その他

無回答

不動産業、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業　　　

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業　　

教育、学習支援業　　　

医療、福祉

合計



第３章 調査の結果 

12 

 

（５） 従業員規模（常用労働者数）×女性比率 

女性比率別に従業員規模をみると、「20～40％未満」「40～60％未満」「60％以上」では、
「30～49 人」が最も高い。「0～20％未満」では「20～29 人」が最も高くなっている。 

図表 11 従業員規模（常用労働者数）（全体、女性比率別） 

 

 

（６） 従業員規模（常用労働者数）×労働組合の有無 

労働組合の有無別に従業員規模をみると、「有」では「30～49 人」が 28.8％と最も高く、次
いで「50～99 人」が 22.4％となっている。また、「無」では「30～49 人」が 29.5％と最も高
く、次いで「20～29 人」が 26.2％となっている。 

図表 12 従業員規模（常用労働者数）全体、労働組合の有無別） 

 

 

  

（上段：実数、下段：％）

１～９人 10～19人 20～29人 30～49人 50～99人
100～

299人

300人

以上
無回答

461 15 57 108 134 79 42 22 4

100.0 3.3 12.4 23.4 29.1 17.1 9.1 4.8 0.9

70 3 5 24 12 18 5 3 -

100.0 4.3 7.1 34.3 17.1 25.7 7.1 4.3 -

93 2 12 18 24 16 12 9 -

100.0 2.2 12.9 19.4 25.8 17.2 12.9 9.7 -

95 5 16 18 32 16 6 2 -

100.0 5.3 16.8 18.9 33.7 16.8 6.3 2.1 -

198 5 23 48 66 29 19 8 -

100.0 2.5 11.6 24.2 33.3 14.6 9.6 4.0 -

5 - 1 - - - - - 4

100.0 - 20.0 - - - - - 80.0
無回答

従業員規模（常用労働者数）

合計

全体

女

性

比

率

別

０～20％未満

20～40％未満

40～60％未満

60％以上

（上段：実数、下段：％）

１～９人 10～19人 20～29人 30～49人 50～99人
100～

299人

300人

以上
無回答

461 15 57 108 134 79 42 22 4

100.0 3.3 12.4 23.4 29.1 17.1 9.1 4.8 0.9

125 0 7 19 36 28 22 13 -

100.0 0.0 5.6 15.2 28.8 22.4 17.6 10.4 -

332 15 49 87 98 50 20 9 4

100.0 4.5 14.8 26.2 29.5 15.1 6.0 2.7 1.2

4 - 1 2 - 1 - - -

100.0 - 25.0 50.0 - 25.0 - - -

合計

従業員規模（常用労働者数）

全体

労働組合の

有無別

有

無

無回答
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II  女性の雇用管理状況等 

（１） 常用労働者の平均年齢・平均勤続年数（男女別） 

問１ 
貴事業所の常用労働者の平均年齢と平均勤続年数をご記入ください。 

なお、小数点第２位以下は四捨五入してください。 

１）従業員の平均年齢と平均勤続年数 

男女従業員（常用労働者）の平均年齢は、女性が 43.2 歳、男性が 44.1 歳であり、女性が 0.9

歳低くなっている。また平均勤続年数は、女性の 8.3 年に比べ、男性は 10.2 年と、女性のほう
が 1.9 年短くなっている。 

経年比較でみると、平均年齢は、男女共に平成 27 年度から徐々に高くなっている。平均勤
続年数については、平成 27 年度から令和２年度では長くなっているが、令和２年度から今回
調査ではやや短くなっている。（図表１－１－１） 

業種別にみると、〈卸売業、小売業〉と〈医療、福祉〉では、平均年齢は、男性が低くなっ
ているが、平均勤続年数は、女性が短くなっている。（図表１－１－２） 

従業員規模別にみると、〈30～49 人〉、〈50～99 人〉、〈100～299 人〉では、従業員規模が大
きいほど平均年齢は高くなり、平均勤続年数も概ね長くなっている。（図表１－１－３） 

女性比率別にみると、女性比率が低いほど平均勤続年数は概ね長くなっている。（図表１－
１－４） 

非正社員比率別にみると、非正社員比率が低いほど平均勤続年数は概ね長くなっている。
（図表１－１－５） 

 

図表１－１－１ 従業員の平均年齢、平均勤続年数（全体）【経年比較】 

   

 

  

女性 男性

今回調査 43.2歳 44.1歳

令和２年度 42.1歳 43.6歳

平成27年度 40.1歳 40.9歳

平均年齢

女性 男性

今回調査 8.3年 10.2年

令和２年度 8.4年 10.7年

平成27年度 8.1年 9.9年

平均勤続年数
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図表１－１－２ 従業員の平均年齢、平均勤続年数（業種別） 

 

図表１－１－３ 従業員の平均年齢、平均勤続年数（従業員規模別） 

 

図表１－１－４ 従業員の平均年齢、平均勤続年数（女性比率別） 

 

図表１－１－５ 従業員の平均年齢、平均勤続年数（非正社員比率別） 

 

 

  

女性 男性 女性 男性

43.2 44.1 8.3 10.2

建設業(n=44) 44.9 46.3 10.4 13.6

製造業(n=5) 43.1 44.8 9.2 15.6

情報通信業(n=10) 38.3 45.4 8.0 13.3

運輸業、郵便業(n=14)　　 44.8 48.5 10.0 15.8

卸売業、小売業(n=67)　　　 42.3 39.9 9.3 11.1

金融業、保険業(n=13)　　　 43.0 45.8 13.8 17.8

不動産業、物品賃貸業(n=4) 41.8 45.2 8.5 12.1

学術研究、専門・技術サービス業(n=5)　　　 41.4 44.6 9.3 10.6

宿泊業、飲食サービス業(n=19) 34.8 35.7 4.5 5.3

生活関連サービス業、娯楽業(n=16)　　 41.2 43.2 9.0 12.8

教育、学習支援業(n=41)　　　 42.6 44.7 10.4 10.8

医療、福祉(n=137) 44.3 43.3 6.7 7.2

サービス業（他に分類されないもの）(n=42) 43.2 48.7 6.2 8.8

その他(n=18) 45.8 47.4 7.7 11.3

業

種

別

全体(N=461)

平均年齢 平均勤続年数

女性 男性 女性 男性

43.2 44.1 8.3 10.2

１～９人(n=15) 48.8 43.1 9.6 6.4

10～19人(n=57) 44.6 42.3 7.2 8.4

20～29人(n=108) 45.1 45.6 9.3 12.0

30～49人(n=134) 39.7 41.3 8.1 6.9

50～99人(n=79) 43.8 46.2 11.5 8.3

100～299人(n=42) 45.8 46.8 11.0 9.8

300人以上～(n=22) 39.7 45.3 16.9 11.5

全体(N=461)

従

業

員

規

模

別

平均年齢 平均勤続年数

女性 男性 女性 男性

43.2 44.1 8.3 10.2

０～20％未満(n=70) 48.8 43.1 9.5 13.4

20～40％未満(n=93) 44.6 42.3 9.4 13.5

40～60％未満(n=95) 45.1 45.6 8.1 9.5

60％以上(n=198) 39.7 41.3 7.6 8.2

全体(N=461)

女

性

比

率

別

平均年齢 平均勤続年数

女性 男性 女性 男性

43.2 44.1 8.3 10.2

０～20％未満(n=162) 42.4 44.9 10.0 13.5

20～40％未満(n=89) 43.4 43.2 8.1 8.8

40～60％未満(n=71) 43.8 46.2 8.3 9.7

60％以上(n=135) 43.5 42.6 6.5 7.7

平均年齢 平均勤続年数

全体(N=461)

非

正

社

員

比

率

別
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（２） 係長相当職以上の管理職及び女性管理職の人数 

問２ 
貴事業所では、係長相当職以上の管理職及び女性管理職は何人いますか。該当者がい

ない場合は０をご記入ください。 

１）女性管理職を有する事業所の比率 

「女性管理職を有する事業所」は 70.1％、「女性管理職なし」は 23.9％となっている。(図表
１－２－１） 

経年比較でみると、「女性管理職を有する事業所」は、平成 27 年度以降増加しており、今回
調査では 70.1％となっている。(図表１－２－１） 

業種別にみると、女性管理職は〈金融業、保険業〉では 84.6％を占め高くなっている。（図
表１－２－２） 

従業員規模別にみると、従業員数が多い事業所ほど「女性管理職を有する事業所」の割合が
多くなる傾向がみられる。（図表１－２－３） 

女性比率別にみると、概ね女性比率が高くなるほど、「女性管理職を有する事業所」の割合
は高くなる傾向がみられる。（図表１－２－４） 

事業所の性格別にみると、〈本店・本社〉では８割を超えている。（図表１－２－５） 

図表１－２－１ 女性管理職を有する事業所比率（全体）【経年比較】 

 

  

70.1

64.7

51.5

23.9

24.2

33.6

6.1

11.2

14.8

今回調査（N＝461）

令和２年度（N=385）

平成27年度（N=452）

女性管理職あり 女性管理職なし 無回答

（％）
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図表１－２－２ 女性管理職を有する事業所比率（全体、業種別） 

 

  

（上段：実数、下段：％）

合

計

女

性

管

理

職

を

有

す

る

事

業

所

比

率

461 323

100.0 70.1

44 30

100.0 68.2

5 5

100.0 100.0

10 7

100.0 70.0

14 5

100.0 35.7

67 42

100.0 62.7

13 11

100.0 84.6

4 2

100.0 50.0

5 4

100.0 80.0

19 12

100.0 63.2

16 11

100.0 68.8

41 32

100.0 78.0

137 106

100.0 77.4

42 26

100.0 61.9

18 13

100.0 72.2

生活関連サービス業、娯楽業　　

宿泊業、飲食サービス業

学術研究、専門・技術サービス業　　　

不動産業、物品賃貸業業

種

別

その他

サービス業（他に分類されないもの）

医療、福祉

教育、学習支援業　　　

　全体

金融業、保険業　　　

卸売業、小売業　　　

運輸業、郵便業　　

情報通信業　　

製造業　　　

建設業　　　
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図表１－２－３ 女性管理職を有する事業所比率（全体、従業員規模別） 

 

 

図表１－２－４ 女性管理職を有する事業所比率（全体、女性比率別） 

 

 

図表１－２－５ 女性管理職を有する事業所比率（全体、事業所の性格別） 

 

  

70.1 

60.0 

57.9 

68.5 

67.9 

72.2 

90.5 

90.9 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

全体(N=461)

１～９人(n=15)

10～19人(n=57)

20～29人(n=108)

30～49人(n=134)

50～99人(n=79)

100～299人(n=42)

300人以上(n=22)

（％）

70.1 

48.6 

73.1 

68.4 

77.8 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

全体(N=461)

０～20％未満(n=70)

20～40％未満(n=93)

40～60％未満(n=95)

60％以上(n=198)

（％）

70.1 

70.5 

83.7 

60.8 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

全体(N=461)

単独事業所(n=149)

本社・本店(n=123)

支社・営業所等(n=176)

（％）
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２）女性管理職の割合 

「管理職における女性比率」は 24.5％であった。(図表１－２－６) 

経年比較でみると「管理職における女性比率」は平成 27 年度が 21.4％、令和 2 年度が
23.3％であり、今回は 24.5％で増加傾向となっている。（図表１－２－６） 

女性の平均勤続年数別にみると、〈０～20％未満〉では、〈10 年以上〉が 49.0％とほぼ 5 割
を占めて高くなっており、長く務めている女性が管理職になっていない状況がうかがえる。逆
に、〈60％以上〉では、〈０年～４年未満〉が 22.6％、〈４年～７年未満〉が 23.1％と２割を占
め、他の平均勤続年数に比べ高くなっている。（図表１－２－７） 

図表１－２－６ 管理職における女性比率（全体）【経年比較】 

 

 

 

図表１－２－７ 管理職における女性比率（全体、女性の平均勤続年数別） 

 

 

  

24.5

23.3

21.4

0.0 10.0 20.0 30.0

今回調査

令和２年度

平成27年度

（％）

（人）

全体

（男性+女性）
うち女性

今回調査 7,478 1,832

令和２年度 5,450 1,272

平成27年度 4,803 1,030

管理職数合計

40.1 

38.7 

29.1 

38.3 

49.0 

18.4 

17.7 

18.8 

20.6 

19.5 

13.4 

4.8 

23.1 

14.0 

10.1 

18.9 

22.6 

23.1 

15.9 

17.4 

9.1 

16.1 

6.0 

11.2 

4.0 

全体(N=461)

０～４年未満(n=62)

４～７年未満(n=117)

７～10年未満(n=107)

10年以上(n=149)

０～20％未満 20～40％未満 40～60％未満 60％以上 無回答

（％）
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（３） 女性管理職が少ない又はいない理由 

付問２－１ 

課長級以上の女性管理職が少ない（１割未満の）事業所のみお答えください。 

女性管理職が少ないのはなぜだと思いますか。該当する番号すべてに○をつけてくだ

さい。 

 

女性管理職が０人または１割未満の事業所（34 件）に聞いた女性管理職が少ない又はいない
理由としては、「女性従業員が少ない又はいないから」が 47.1％で最も高くなっている。次い
で 20％台で「必要な経験、判断力等を有する女性がいないから」、「女性が管理職になることを
希望しないから」、「将来管理職につく可能性のある女性はいるが、役職につくための在籍年数
を満たしていないから」となっている。（図表１－３－１） 

経年比較でみると、「女性従業員が少ない又はいないから」では、平成 27 年度、令和 2 年度
共に 20％台だったのに対し、今回は 47.1％と大きく増加している。一方、「勤続年数が短く、
管理職になるまでに退職してしまうから」では、平成 27 年度、令和 2 年度共に 17％台だった
のに対し、今回は 11.8％と減少している。（図表１－３－１） 

図表１－３－１ 管理職が少ない又はいない理由（全体）：複数回答【経年比較】 

 

  

47.1 

26.5 

20.6 

20.6 

11.8 

2.9 

0.0 

2.9 

20.6 

21.8 

25.1 

17.0 

12.2 

17.0 

0.7 

0.4 

12.5 

29.9 

28.0 

25.3 

16.0 

16.0 

17.4 

0.7 

0.3 

9.2 

21.2 

0.0 20.0 40.0 60.0

女性従業員が少ない又はいないから

必要な経験、判断力等を有する女性が

いないから

女性が管理職になることを希望しない

から

将来管理職につく可能性のある女性は

いるが、役職につくための在籍年数を

満たしていないから

勤続年数が短く、管理職になる前に退

職してしまうから

男性従業員が女性管理職を希望しない

から

顧客が女性管理職を希望しないから

その他

無回答

今回調査(n=34)

令和２年度(n=271)

平成27年度(n=293)

（％）
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（４） ポジティブ・アクションの認知度 

問３ 
ポジティブ・アクションの意味について、今までどの程度認識していましたか。該当す

る番号を１つ選び、○をつけてください。 

 

ポジティブ・アクションの認知度をたずねたところ、「内容を含めて良く知っている」は
7.8％、「内容をある程度知っている」は 36.2％となっており、２つを合わせた『内容を知って
いる』は、44.0％で約４割を占めている。一方、「知らない」は 24.5％、「言葉は聞いたことは
あるが、内容はあまり知らない」は 30.6％となっており、２つを合わせた『内容を知らない』
は 55.1％で５割強を占めている。（図表１－４－１） 

経年比較でみると、『内容を知っている』は、平成 27 年度 45.3％から、令和２年度 40.7％と
減少、今回 44.0％と増加したものの、平成 27 年度と比べ 1.3 ポイント減少している。一方、
『内容を知らない』は、年々増加しており、平成 27 年度 51.5％と比べ今回は 55.1％と 3.6 ポ
イント増加している。（図表１－４－１） 

業種別にみると、『内容を知っている』は、〈教育、学習支援業〉、〈サービス業〉で５割を占
めている。一方、『内容を知らない』は〈生活関連サービス業、娯楽業〉、〈建設業〉、〈医療、
福祉〉で６割強を占めている。（図表１－４－２） 

従業員規模別にみると、『内容を知っている』は、〈100～299 人〉では 71.4％、〈300 人以
上〉では 77.2％と高く、一方、『内容を知らない』は、〈10～19 人〉では 77.2％を占めてい
る。（図表１－４－３） 

 

図表１－４－１ ポジティブ・アクションの認知度（全体）【経年比較】 

 

  

7.8

10.6

10.8

36.2

30.1

34.5

30.6

26.5

25.4

24.5

27.0

26.1

0.9

5.7

3.1

今回調査（N=461）

令和２年度(N=385)

平成27年度(N=452)

内容を含めて

良く知っている

内容をある程度

知っている

言葉は聞いたことはあるが、

内容はあまり知らない

知らない 無回答

（％）
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図表１－４－２ ポジティブ・アクションの認知度（全体、業種別） 

 

 

図表１－４－３ ポジティブ・アクションの認知度（全体、従業員規模別） 

 

（上段：実数、下段：％）

合

計

内

容

を

含

め

て

良

く

知
っ

て

い

る

内

容

を

あ

る

程

度

知
っ

て

い

る

言

葉

は

聞

い

た

こ

と

は

あ

る

が
、

内

容

は

あ

ま

り

知

ら

な

い

知

ら

な

い

無

回

答

461 36 167 141 113 4

100.0 7.8 36.2 30.6 24.5 0.9

44 2 13 17 12 -

100.0 4.5 29.5 38.6 27.3 -

5 - 3 1 1 -

100.0 - 60.0 20.0 20.0 -

10 1 6 3 - -

100.0 10.0 60.0 30.0 - -

14 - 4 3 7 -

100.0 - 28.6 21.4 50.0 -

67 5 28 12 22 -

100.0 7.5 41.8 17.9 32.8 -

13 1 4 7 1 -

100.0 7.7 30.8 53.8 7.7 -

4 - 2 1 1 -

100.0 - 50.0 25.0 25.0 -

5 1 3 1 - -

100.0 20.0 60.0 20.0 - -

19 - 8 6 5 -

100.0 - 42.1 31.6 26.3 -

16 1 4 9 2 -

100.0 6.3 25.0 56.3 12.5 -

41 8 20 4 9 -

100.0 19.5 48.8 9.8 22.0 -

137 10 37 56 34 -

100.0 7.3 27.0 40.9 24.8 -

42 3 19 12 8 -

100.0 7.1 45.2 28.6 19.0 -

18 - 7 4 5 2

100.0 - 38.9 22.2 27.8 11.1

全体

業

種

別

その他

サービス業（他に分類されないもの）

医療、福祉

教育、学習支援業　　　

生活関連サービス業、娯楽業　　

宿泊業、飲食サービス業

学術研究、専門・技術サービス業　　　

建設業　　　

不動産業、物品賃貸業

金融業、保険業　　　

卸売業、小売業　　　

運輸業、郵便業　　

情報通信業　　

製造業　　　

7.8

0.0 

1.8 

10.2 

5.2 

5.1 

23.8 

13.6 

36.2

33.3 

21.1 

31.5 

35.1 

43.0 

47.6 

63.6 

30.6

33.3 

35.1 

26.9 

35.8 

31.6 

16.7 

22.7 

24.5

26.7 

42.1 

31.5 

23.1 

19.0 

11.9 

0.0 

0.9

6.7 

0.0 

0.0 

0.7 

1.3 

0.0 

0.0 

全体(N=461)

１～９人(n=15)

10～19人(n=57)

20～29人(n=108)

30～49人(n=134)

50～99人(n=79)

100～299人(n=42)

300人以上(n=22)

内容を含めて

良く知っている

内容をある程度

知っている

言葉は聞いたことはあるが、

内容はあまり知らない

知らない 無回答

（％）



第３章 調査の結果 

22 

 

（５） 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定等義務の認知度 

問４ 
「女性活躍推進法」に基づく一般事業主行動計画の策定・届け出等の義務について、ご

存じでしたか。該当する番号を１つ選び、○をつけてください。 

 

「女性活躍推進法」に基づく一般事業主行動計画の策定・届け出等の義務についてたずねた
ところ、「知っていた」が 43.0％（198 事業所）、「知らなかった」が 56.0％（258 事業所）で
ある。（図表１－５－１） 

業種別にみると、〈金融業、保険業〉では約７割、〈情報通信業〉、〈卸売業、小売業〉、〈サー
ビス業〉では、「知っていた」が５割を占めている。一方、〈宿泊業、飲食サービス業〉、〈運輸
業、郵便業〉、〈医療、福祉〉では「知らなかった」が６割を超えている。（図表１－５－１） 

女性の平均勤続年数別にみると、「知っていた」と「知らなかった」は、半々の割合となって
いるが、〈４～７年未満〉では、「知らなかった」が６割を占めている。（図表１－５－２） 

図表１－５－１ 一般事業主行動計画策定等義務の認知度（全体、業種別） 

 

（上段：実数、下段：％）

合

計

知
っ

て

い

た

知

ら

な

か
っ

た

無

回

答

461 198 258 5

100.0 43.0 56.0 1.1

44 17 27 -

100.0 38.6 61.4 -

5 4 1 -

100.0 80.0 20.0 -

10 5 5 -

100.0 50.0 50.0 -

14 5 9 -

100.0 35.7 64.3 -

67 34 33 -

100.0 50.7 49.3 -

13 9 4 -

100.0 69.2 30.8 -

4 2 2 -

100.0 50.0 50.0 -

5 2 3 -

100.0 40.0 60.0 -

19 6 13 -

100.0 31.6 68.4 -

16 6 10 -

100.0 37.5 62.5 -

41 20 21 -

100.0 48.8 51.2 -

137 49 87 1

100.0 35.8 63.5 0.7

42 21 20 1

100.0 50.0 47.6 2.4

18 8 8 2

100.0 44.4 44.4 11.1
その他

全体

業

種

別

建設業　　　

製造業　　　

情報通信業　　

運輸業、郵便業　　

卸売業、小売業　　　

金融業、保険業　　　

不動産業、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業　　　

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業　　

教育、学習支援業　　　

医療、福祉

サービス業（他に分類されないもの）
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図表１－５－２ 一般事業主行動計画策定等義務の認知度（全体、女性の平均勤続年数別） 

 

 

  

43.0 

41.9 

35.0 

46.7 

50.3 

56.0 

56.5 

64.1 

52.3 

49.0 

1.1 

1.6 

0.9 

0.9 

0.7 

全体(N=461)

０～４年未満(n=62)

４～７年未満(n=117)

７～10年未満(n=107)

10年以上(n=149)

知っていた 知らなかった 無回答

（％）
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（６） 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定状況 

問５ 
貴事業所では、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定していますか。該

当する番号を １つ選び、○をつけてください。 

「女性活躍推進法」に基づく一般事業主行動計画を策定しているかたずねた。「策定してい
る」は 26.0％（120 事業所）と４分の１強を占めている。「策定を検討中である」は 10.6％
（49 事業所）と１割台である。一方、「未定である」は 45.8％（211 事業所）、「策定をする予
定はない」は 15.8％（73 事業所）を合わせると６割となっている。（図表１－６－１） 

業種別にみると、〈金融業、保険業〉では、「策定している」は 69.2％で約７割と最も高くな
っている。一方、〈情報通信業〉では、「未定である」は 70.0％で 7 割と最も高くなっている。
（図表１－６－１） 

図表１－６－１ 一般事業主行動計画の策定状況（全体、業種別） 

 

 

  

（上段：実数、下段：％）

合

計

策

定

し

て

い

る

策

定

を

検

討

中

で

あ

る

未

定

で

あ

る

策

定

す

る

予

定

は

な

い

無

回

答

461 120 49 211 73 8

100.0 26.0 10.6 45.8 15.8 1.7

44 7 5 26 6 -

100.0 15.9 11.4 59.1 13.6 -

5 3 1 - 1 -

100.0 60.0 20.0 - 20.0 -

10 2 1 7 - -

100.0 20.0 10.0 70.0 - -

14 3 1 6 3 1

100.0 21.4 7.1 42.9 21.4 7.1

67 26 5 26 10 -

100.0 38.8 7.5 38.8 14.9 -

13 9 - 3 - 1

100.0 69.2 - 23.1 - 7.7

4 - - 3 1 -

100.0 - - 75.0 25.0 -

5 2 - 3 - -

100.0 40.0 - 60.0 - -

19 4 1 9 3 2

100.0 21.1 5.3 47.4 15.8 10.5

16 4 3 6 3 -

100.0 25.0 18.8 37.5 18.8 -

41 11 6 13 10 1

100.0 26.8 14.6 31.7 24.4 2.4

137 28 14 73 22 -

100.0 20.4 10.2 53.3 16.1 -

42 13 8 15 6 -

100.0 31.0 19.0 35.7 14.3 -

18 6 - 9 1 2

100.0 33.3 - 50.0 5.6 11.1
その他

全体

業

種

別

建設業　　　

製造業　　　

情報通信業　　

運輸業、郵便業　　

卸売業、小売業　　　

金融業、保険業　　　

不動産業、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業　　　

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業　　

教育、学習支援業　　　

医療、福祉

サービス業（他に分類されないもの）
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（７） 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の効果 

付問５－１ 

問５で、「１．策定している」に〇をつけた事業所のみお答えください。 

貴事業所では、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定してから、どのよ

うな効果がありましたか。該当する番号すべてに○をつけてください。 

 

一般事業主行動計画を「策定している」と答えた事業所（120 件）にその効果についてたず
ねたところ、「女性管理職の割合が増えた」が 22.5％（27 件）で最も多く、「組織が活性化さ
れた」が 18.3%（22 件）、「女性従業員の労働意欲が向上した」が 14.2%（17 件）と続いてい
る。一方、「特に目立った効果はなかった」は 49.2％（59 件）と半数の事業所が効果を実感で
きていない。（図表１－７－１） 

図表１－７－１ 一般事業主行動計画の効果（全体）：複数回答 

 

 

 

 

  

(27件) 22.5 

(22件) 18.3 

(17件) 14.2 

(14件) 11.7 

(9件) 7.5 

(6件) 5.0 

(3件) 2.5 

(1件) 0.8 

(0件) 0.0 

(59件) 49.2 

(7件) 5.8 

(6件) 5.0 

0.0 20.0 40.0 60.0

女性管理職の割合が増えた

組織が活性化された

女性従業員の労働意欲が向上した

男性が女性を対等な存在として見るようになった

優秀な人材を採用できるようになった

従業員の就業継続率が向上した

生産性向上や競争力強化につながった

取引先や顧客からの評判が良くなった

業績が向上した

特に目立った効果はなかった

その他

無回答

（％

全体（n=120)
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問６ 
次の認定制度の認知・取得状況について、あてはまる番号それぞれ１つに〇をつけてく

ださい。 

 

認定制度の認知状況をたずねたところ、〈②子育てサポート企業（くるみん）認定〉が「知
っている」と「ある程度知っている」を合わせた『知っている』が 44.6%で最も高かった。一
方、〈③ユースエール認定〉は「聞いたことはあるが、内容はよく知らない」と「知らない」
を合わせた『知らない』が 73.6%で認知度が低かった。（図表１－７－２） 

認定制度の取得状況をたずねたところ、「取得済」は〈①えるぼし認定〉が 7.2%で最も多
く、次いで〈②子育てサポート企業（くるみん）認定〉が 5.4%、〈③ユースエール認定〉は
0.4%となっている。（図表１－７－３） 

 

【認知状況】 

図表１－７－２ 認定制度の認知状況 

 

 

【取得状況】 

図表１－７－３ 認定制度の取得状況 

 

(109件)

23.6 

(144件)

31.2 

(49件)

10.6 

(47件)

10.2 

(62件)

13.4 

(47件)

10.2 

(98件)

21.3 

(99件)

21.5 

(80件)

17.4 

(184件)

39.9 

(133件)

28.9 

(259件)

56.2 

(23件)

5.0 

(23件)

5.0 

(26件)

5.6 

①えるぼし認定

②子育てサポート企業

（くるみん）認定

③ユースエール認定

知っている ある程度知っている

聞いたことはあるが、内容はよく知らない 知らない

無回答

（％）

(33件)

7.2 

(25件)

5.4 

(2件) 0.4 

(45件)

9.8 

(54件)

11.7 

(33件)

7.2 

(341件)

74.0 

(341件)

74.0 

(380件)

82.4 

(42件)

9.1 

(41件)

8.9 

(46件)

10.0 

①えるぼし認定

②子育てサポート企業

（くるみん）認定

③ユースエール認定

取得済 検討中 未取得 無回答

（％）
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問７ 
女性活躍推進法に基づく男女の賃金の差異を公表していますか。該当する番号を１つ

選び、○をつけてください。 

 

女性活躍推進法に基づく男女の賃金の差異の公表状況をたずねたところ、「公表している」
が 18.9%で 87 事業所、「公表していない」が 73.1%（337 事業所）、「公表を検討中」が 3.9%

（18 事業所）となっている。（図表１－７－４） 

業種別にみると、〈金融業、保険業〉では、「公表している」が 53.8％で約 5 割となってい
る。一方、〈建設業〉では、「公表していない」が 88.6％で約９割となっている。（図表１－７
－４） 

図表１－７－４ 女性活躍推進法に基づく男女の賃金の差異の公表状況（全体、業種別） 

 

 

 

 

（上段：実数、下段：％）

合

計

公

表

し

て

い

る

公

表

し

て

い

な

い 公

表

を

検

討

中

無

回

答

461 87 337 18 19

100.0 18.9 73.1 3.9 4.1

44 4 39 1 -

100.0 9.1 88.6 2.3 -

5 - 5 - -

100.0 - 100.0 - -

10 1 7 1 1

100.0 10.0 70.0 10.0 10.0

14 1 12 - 1

100.0 7.1 85.7 - 7.1

67 21 39 4 3

100.0 31.3 58.2 6.0 4.5

13 7 5 - 1

100.0 53.8 38.5 - 7.7

4 1 3 - -

100.0 25.0 75.0 - -

5 1 4 - -

100.0 20.0 80.0 - -

19 1 14 2 2

100.0 5.3 73.7 10.5 10.5

16 3 12 1 -

100.0 18.8 75.0 6.3 -

41 11 28 - 2

100.0 26.8 68.3 - 4.9

137 20 103 9 5

100.0 14.6 75.2 6.6 3.6

42 12 30 - -

100.0 28.6 71.4 - -

18 3 12 - 3

100.0 16.7 66.7 - 16.7
その他

全体

業

種

別

建設業　　　

製造業　　　

情報通信業　　

運輸業、郵便業　　

卸売業、小売業　　　

金融業、保険業　　　

不動産業、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業　　　

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業　　

教育、学習支援業　　　

医療、福祉

サービス業（他に分類されないもの）
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問８ 就業規則に「生理休暇」がある場合、生理休暇の取得率について、記載してください。 

 

生理休暇の取得率について記述式でたずねたところ、「０％」の回答が最も多かった。数値
で記述された回答は「１％未満」がほとんどとなっている。また、数値は把握していないが
「生理休暇として取得した実績」はあることがわかった。 

その他の記述では、「有給休暇」、「特別休暇」等での対応や「各自にまかせている」といっ
た回答があった。 

一方で、「不明」という回答も 22 件あり事業所が把握していないケースもあることがわかっ
た。 

 

問９ 
生理休暇以外に「女性特有の健康課題に配慮した取り組み」をしている場合、具体的に

内容を記載してください。 

 

生理休暇以外の「女性特有の健康課題に配慮した取り組み」について記述式でたずねたとこ
ろ、「産休・育休」など出産・子育てに関する法定の休業制度が最も多く、業務の軽減、通勤
時間の配慮などの記述があった。 

「健康診断」のオプションで乳がん・子宮がんの検査や女性特有の疾病検査の追加、体調不
良時に早退や休みを取りやすい環境づくりなどの記述があった。 
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III  育児・介護休業制度 

（１） 育児休業制度を取得できる期間 

問 10 
貴事業所では子が何歳になるまで育児休業を取得することできますか。該当する番号

を１つ選び、 ○をつけてください。 

育児休業取得可能期間としては、「原則は１歳だが、一定の場合は２歳」が 30.6％で約３分の
１を占めている。次いで「原則は１歳だが、一定の場合は１歳６か月」が 15.6％、「２歳～３歳
未満」が 10.2％で１割以上となっている。その他、それぞれ３～９％台と分散している。「育児
休業の規定なし」は 9.3％となっている。（図表２－１－１） 

業種別にみると、ほとんどの業種で「原則は 1 歳だが、一定の場合は２歳」が最も高い傾向
になっているが、〈金融業、保険業〉では、「２歳～３歳未満」が 46.2％で最も高くなってい
る。一方で、〈宿泊業、飲食サービス業〉などでは「育児休業の規定なし」が最も高くなってい
る。（図表２－１－１） 

（参考）育児休業の法定期間 

育児・介護休業法では、原則として、１歳に満たない子を養育する労働者は育児休業を取得するこ
とができるとされています。また、保育所に入所できないなどの一定の要件を満たす場合には、育
児休業期間を１歳６か月まで、さらに最長２歳まで延長することが可能です。 

図表２－１－１ 育児休業取得可能期間（全体、業種別） 

 

（上段：実数、下段：％）

合

計

１

歳
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満

１

歳

原

則

は

１
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だ

が
、

一

定

の
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１
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月

無
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件

に
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歳

６

か

月

原

則

は

１

歳

だ

が
、

一

定

の

場

合

は

２

歳

無

条

件

に

２

歳
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歳
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３

歳

未

満

３

歳

以

上

育

児

休

業

の

規

定

な

し

無

回

答

461 25 45 72 17 141 28 47 28 43 15

100.0 5.4 9.8 15.6 3.7 30.6 6.1 10.2 6.1 9.3 3.3

44 7 1 7 2 11 4 2 1 9 -

100.0 15.9 2.3 15.9 4.5 25.0 9.1 4.5 2.3 20.5 -

5 - 1 2 - 2 - - - - -

100.0 - 20.0 40.0 - 40.0 - - - - -

10 1 - 4 - 2 2 - - - 1

100.0 10.0 - 40.0 - 20.0 20.0 - - - 10.0

14 - 2 3 1 2 3 2 1 - -

100.0 - 14.3 21.4 7.1 14.3 21.4 14.3 7.1 - -

67 4 5 9 1 14 3 6 10 13 2

100.0 6.0 7.5 13.4 1.5 20.9 4.5 9.0 14.9 19.4 3.0

13 - - - 1 4 1 6 1 - -

100.0 - - - 7.7 30.8 7.7 46.2 7.7 - -

4 - - - - 1 - 1 - 2 -

100.0 - - - - 25.0 - 25.0 - 50.0 -

5 - 1 2 - 2 - - - - -

100.0 - 20.0 40.0 - 40.0 - - - - -

19 - 3 1 - 5 - 1 2 6 1

100.0 - 15.8 5.3 - 26.3 - 5.3 10.5 31.6 5.3

16 - - 2 - 5 - 3 3 3 -

100.0 - - 12.5 - 31.3 - 18.8 18.8 18.8 -

41 - 1 9 3 16 4 3 3 1 1

100.0 - 2.4 22.0 7.3 39.0 9.8 7.3 7.3 2.4 2.4

137 5 21 21 5 48 7 18 5 5 2

100.0 3.6 15.3 15.3 3.6 35.0 5.1 13.1 3.6 3.6 1.5

42 4 7 5 1 15 2 4 2 - 2

100.0 9.5 16.7 11.9 2.4 35.7 4.8 9.5 4.8 - 4.8

18 4 - 2 2 5 - 1 - 2 2

100.0 22.2 - 11.1 11.1 27.8 - 5.6 - 11.1 11.1

建設業　　　

業

種

別

全体

その他

サービス業（他に分類されないもの）

医療、福祉

教育、学習支援業　　　

生活関連サービス業、娯楽業　　

宿泊業、飲食サービス業

学術研究、専門・技術サービス業　　　

不動産業、物品賃貸業

金融業、保険業　　　

卸売業、小売業　　　

運輸業、郵便業　　

情報通信業　　

製造業　　　
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従業員規模別でみると、「原則は１歳だが、一定の場合は２歳」「無条件に２歳」は、従業員
の規模が大きくなるに従い高い割合になる傾向がみられ、「2 歳未満～3 歳未満」は 100 人以上
の従業員規模の事業所で高い割合の傾向となっている。また、「育児休業の規定なし」は小規
模の事業所で高い割合になる傾向がみられる。（図表２－１－２） 

図表２－１－２ 育児休業取得可能期間（全体、従業員規模別） 

 

 

女性比率別でみると「２歳～３歳未満」は、女性比率が高い事業所ほど割合が高くなる傾向
がみられる。（図表２－１－３） 

図表２－１－３ 育児休業取得可能期間（全体、女性比率別） 

 

  

5.4 

13.3 

8.8 

7.4 

4.5 

3.8 

0.0 

0.0 

9.8 

6.7 

12.3 

9.3 

14.9 

5.1 

7.1 

0.0 

15.6 

6.7 

14.0 

17.6 

18.7 

13.9 

14.3 

9.1 

3.7 

6.7 

7.0 

2.8 

5.2 

1.3 

2.4 

0.0 

30.6 

33.3 

15.8 

25.0 

32.8 

38.0 

38.1 

45.5 

6.1 

0.0 

3.5 

3.7 

5.2 

11.4 

9.5 

9.1 

10.2 

0.0 

14.0 

5.6 

9.0 

7.6 

21.4 

27.3 

6.1 

6.7 

0.0 

10.2 

2.2 

10.1 

7.1 

9.1 

9.3 

20.0 

21.1 

13.9 

4.5 

7.6 

0.0 

0.0 

3.3 

6.7 

3.5 

4.6 

3.0 

1.3 

0.0 

0.0 

全体(N=461)

１～９人(n=15)

10～19人(n=57)

20～29人(n=108)

30～49人(n=134)

50～99人(n=79)

100～299人(n=42)

300人以上(n=22)

１歳未満 １歳 原則は１歳だが、一定の場合は１歳６か月

無条件に１歳６か月 原則は１歳だが、一定の場合は２歳 無条件に２歳

２歳～３歳未満 ３歳以上 育児休業の規定なし

無回答

（％）

5.4 

10.0 

8.6 

3.2 

3.0 

9.8 

8.6 

7.5 

12.6 

10.1 

15.6 

15.7 

18.3 

12.6 

16.2 

3.7 

4.3 

4.3 

2.1 

4.0 

30.6 

28.6 

32.3 

26.3 

33.3 

6.1 

10.0 

6.5 

5.3 

5.1 

10.2 

5.7 

8.6 

12.6 

11.1 

6.1 

5.7 

2.2 

6.3 

8.1 

9.3 

11.4 

9.7 

14.7 

5.6 

3.3 

0.0 

2.2 

4.2 

3.5 

全体(N=461)

０～20％未満(n=70)

20～40％未満(n=93)

40～60％未満(n=95)

60％以上(n=198)

１歳未満 １歳 原則は１歳だが、一定の場合は１歳６か月

無条件に１歳６か月 原則は１歳だが、一定の場合は２歳 無条件に２歳

２歳～３歳未満 ３歳以上 育児休業の規定なし

無回答

（％）



第３章 調査の結果 

31 

 

（２） 育児休業取得者数 

問 11 

貴事業所では、令和 ６年４月１日から令和７年３月 31 日の間に、出産した従業員（男

性の場合は配偶者が出産した者）は何人いましたか。また、そのうち令和７年７月１日ま

でに育児休業を開始した人数（育児休業開始予定の申し出をしている者も含む）をご

記入ください。該当者がいない場合は、０をご記入ください。 

過去１年間（令和６年４月１日から令和７年３月31日）に女性の出産者がいた事業所は 30.4％
で、そのうち育児休業取得者がいた事業所は 91.4％となっている。また、配偶者が出産した男
性がいた事業所は 23.9％で、そのうち男性の育児休業取得者がいた事業所は 67.3％である。（図
表２－２－１） 

育児休業取得率（育児休業取得者数÷出産者数）は女性が 91.4％と約９割であるのに対し、
男性は 67.3％と 6 割半ば程度となっており、男女差が大きい。（図表２－２－２） 

経年比較でみると、女性の育児休業取得率は、平成 27 年度 90.2％から、令和２年度と今回調
査では約９割が続いている。男性の育児休業取得率は、平成 27 年度は 3.2％、令和 2 年度では
13.7％だったが、今回調査では 67.3％と 53.6 ポイント増加している。（図表２－２－２） 

また、厚生労働省が令和６年度に実施した「雇用均等基本調査」と比較すると、世田谷区の
方が女性は 4.8 ポイント、男性は 26.8 ポイントが上回っている。（図表２－２－２） 

 

図表２－２－１ 出産者・育休取得者がいた事業所比率（全体、男女別） 

 

 

図表２－２－２ 育児休業取得率（全体）（平成 27 年度調査、平成 22 年度調査、厚生労働省調査との比

較） 

 

  

30.4 

23.9 

68.5 

75.1 

1.1 

1.1 

女性(N=461)

男性(N=461)

（％）

出産者（配偶者出産）の有無

91.4 

67.3 

7.9 

31.8 

0.7 

0.9 

女性(n=140)

男性(n=110)

あり なし 無回答

（％）（％）

うち育児休業取得者の有無

今回調査 令和２年度 平成27年度 今回調査 令和２年度 平成27年度

出産者数（男性は配偶者が出産） 140人 288人 265人 110人 292人 284人

育児休業取得者数 128人 257人 239人 74人 40人 ９人

育児休業取得率 91.4% 89.2% 90.2% 67.3% 13.7% 3.2%

令和６年度厚生労働省調査／育児休業取得率 86.6% 40.5%

女性 男性
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（３） 育児休業取得者の業務への対応 

付問 11－1 

問 11で、太枠内に１人以上の記入をされた事業所のみお答えください。 

育児休業取得者がいた場合、その者の業務に関して、貴事業所ではどのように対応し

ましたか。該当する番号を１つ選び、○をつけてください。 

（取得者によって対応が異なる場合は、一番多い対応方法に○をつけてください。） 

 

過去１年間 （令和６年４月１日から令和７年３月 31 日）に出産（男性の場合は配偶者が出産）
し、令和 7 年 7 月 1 日までに育児休業を開始した従業員がいた事業所（250 件）のうち、育児
休業取得者が出た場合の対応は、「代替要員の補充を行わず、同じ部門の他の社員で対応した」
が 41.7％と最も高く、次いで「派遣労働者やアルバイト等を、代替要員として雇用した」が 26.4％
となっている。（図表２－３－１） 

労働組合の有無別にみると、「新たに正社員を雇用した」については、〈労働組合有〉では
8.0％とわずかであるが、〈労働組合無〉では 16.1％と 8.1 ポイント高くなっている。一方、「事
業所内の他の部門又は他の事業所から、人員を異動させた」は、〈労働組合有〉で 18.0％とな
っているが、〈労働組合無〉では 8.0％とわずかで 10.0 ポイント低くなっている。（図表２－３
－１） 

図表２－３－１ 育児休業取得者の担当業務に関しての対応（全体、労働組合の有無別） 

 

 

  

13.5 

8.0 

16.1 

26.4 

28.0 

25.9 

11.7 

18.0 

8.0 

41.7 

40.0 

42.9 

2.5 

6.0 

0.9 

4.3 

0.0 

6.3 

全体(n=163)

労働組合有(n=50)

労働組合無(n=112)

新たに正社員を

雇用した

派遣労働者や

アルバイト等を、

代替要員として

雇用した

事業所内の

他の部門又は

他の事業所から、

人員を異動させた

代替要員の

補充を行わず、

同じ部門の

他の社員で対応した

その他 無回答

（％）
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（４） 介護休業を取得できる期間 

問 12 

貴事業所では、最長でどのくらいの期間（分割して介護休業を取得できる場合は、合計

の期間）、 介護休業を取得することができますか。該当する番号を１つ選び、○をつけ

てください。（「規定なし」 以外を回答された場合、付問 12－１へ進んでください）   

１）介護休業規定の有無 

介護休業については、「規定あり」が 80.5％と 8 割を超えている。（図表２－４－１） 

経年比較でみると、「規定あり」は平成 27 年度で 72.8％、令和２年度で 77.9％、今回調査で
は 80.5％と増加傾向となっている。（図表２－４－１） 

（参考）介護休業の法定日数 

育児・介護休業法では、要介護状態にある対象家族１人につき、通算 93 日まで、３回を上限とし
て分割して介護休業を取得することができるとされています。 

図表２－４－１ 介護休業規定の有無（全体）【経年比較】 

 

  

80.5

77.9

72.8

16.5

16.9

18.4

3.0

5.2

8.8

今回調査（N=461）

令和２年度(N=385)

平成27年度(N=452)

規定あり 規定なし 無回答

（％）（％）
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業種別でみると、概ねの業種で「規定あり」が７割を超えており、〈製造業〉〈情報通信業〉
〈運輸業、郵便業〉〈金融業、保険業〉〈教育、学習支援業〉では９割以上となっている。一
方、〈建設業〉では「規定あり」が 63.6％、〈宿泊業、飲酒サービス業〉では 42.1％となってい
る。（図表２－４－２） 

図表２－４－２ 介護休業規定の有無（全体、業種別） 

 

 

労働組合の有無別でみると、〈労働組合有〉では「規定なし」が 3.2％とわずかであるが、
〈労働組合無〉では 21.7％と２割を超えている。（図表２－４－３） 

図表２－４－３ 介護休業規定の有無（全体、労働組合の有無別） 

 

（上段：実数、下段：％）

合

計

規

定

あ

り

規

定

な

し

無

回

答

461 371 76 14

100.0 80.5 16.5 3.0

44 28 16 -

100.0 63.6 36.4 -

5 5 - -

100.0 100.0 - -

10 9 - 1

100.0 90.0 - 10.0

14 13 1 -

100.0 92.9 7.1 -

67 51 14 2

100.0 76.1 20.9 3.0

13 12 1 -

100.0 92.3 7.7 -

4 2 2 -

100.0 50.0 50.0 -

5 5 - -

100.0 100.0 - -

19 8 9 2

100.0 42.1 47.4 10.5

16 12 4 -

100.0 75.0 25.0 -

41 38 3 -

100.0 92.7 7.3 -

137 119 16 2

100.0 86.9 11.7 1.5

42 36 4 2

100.0 85.7 9.5 4.8

18 13 2 3

100.0 72.2 11.1 16.7

製造業　　　

建設業　　　

業

種

別

全体

学術研究、専門・技術サービス業　　　

不動産業、物品賃貸業

金融業、保険業　　　

卸売業、小売業　　　

運輸業、郵便業　　

情報通信業　　

その他

サービス業（他に分類されないもの）

医療、福祉

教育、学習支援業　　　

生活関連サービス業、娯楽業　　

宿泊業、飲食サービス業

80.5

94.4

75.0

16.5

3.2

21.7

3.0

2.4

3.3

全体(N=461)

労働組合有(n=125)

労働組合無(n=332)

規定あり 規定なし 無回答

（％）（％）
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２）介護休業できる期間 

「規定あり」の事業所（371 件）について、休業できる期間は 「93 日」が 47.5％で最も高く、
次いで「１年」が 9.1％となっている。（図表２－４－４） 

従業員規模別でみると、いずれも「93 日」が最も多くなっている。従業員規模が大きくなる
ほど、93 日以上取得できる割合が高い傾向にあり、特に「１年」は 「100～299 人」、 「300 人以
上」の事業所で２割以上を占めている。（図表２－４－４） 

女性比率別でみると、いずれも「93 日」が最も多くなっている。そのうち〈0～20％未満〉
は 37.1％、〈40～60％未満〉は 36.8％と全体より 10 ポイント近く低くなっている。一方、〈0

～20％未満〉は「1 年」が 15.7％で、全体より 6.6 ポイント高くなっている。（図表２－４－
５） 

図表２－４－４ 介護休業取得可能期間（全体、従業員規模別） 

 

図表２－４－５ 介護休業取得可能期間（全体、女性比率別） 
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7.0 

7.4 
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4.8 

0.0 
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13.3 

3.5 
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4.5 
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47.5 

33.3 

36.8 

43.5 

56.0 

45.6 

54.8 

50.0 

6.5 

13.3 

3.5 

4.6 

3.7 

12.7 

7.1 

13.6 

3.5 

0.0 

3.5 

2.8 

3.7 

3.8 

2.4 

9.1 

9.1 

0.0 

0.0 

6.5 

7.5 

11.4 

23.8 

27.3 

5.0 

0.0 

1.8 

5.6 

4.5 

8.9 

7.1 

0.0 

全体(n=371)

１～９人(n=10)

10～19人(n=32)

20～29人(n=80)

30～49人(n=114)

50～99人(n=70)

100～299人(n=42)

300人以上(n=22)

31日未満 31日以上93日未満 93日 93日を越え６か月未満 ６か月以上１年未満 １年 １年を超える期間

（％）

5.2

4.3

3.2

5.3

6.6

3.7

2.9

2.2

7.4

3.0

47.5

37.1

54.8

36.8

53.0

6.5

11.4

6.5

7.4

4.5

3.5

1.4

3.2

5.3

3.5

9.1

15.7

8.6

6.3

8.6

5.0

5.7

1.1

6.3

6.1

全体(n=371)

０～20％未満(n=55)

20～40％未満(n=74)

40～60％未満(n=71)

60％以上(n=169)

31日未満 31日以上93日未満 93日 93日を越え６か月未満 ６か月以上１年未満 １年 １年を超える期間

（％）（％）
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（５） １年間に介護休業を取得した従業員の有無 

付問 12－１ 

問 12で、「規定なし」以外を回答された事業所のみお答えください。 

貴事業所では、令和６年４月１日から令和７年３月31日までの間に、介護休業を取得し

た従業員はいますか。該当する番号に○をつけてください。 

（「1.いる」と回答された場合、付問 12－２へ進んでください） 

 

「規定あり」の事業所（371 件）のうち、過去１年間（令和６年４月１日から令和７年３月 31

日）に介護休業取得者がいた事業所は 8.6％となっている。一方、いなかった事業所は 76.5％と
7 割以上を占めている。（図表２－５－１） 

経年比較でみると、平成 27 年度、令和 2 年度、今回調査と取得率は増加傾向となってい
る。（図表２－５－１） 

図表２－５－１ 介護休業取得者がいた事業所（全体）【経年比較】 

 

 

（６） 介護休業取得者の属性 

付問 12－２ 

問 12－１で、「1.いる」と回答された事業所のみお答えください。 

以下の性別・年代別属性のうち、取得者の属性の番号について、すべてに○をつけてく

ださい。 

 

介護休業取得者のいた事業所について、実際の取得者の性別をみると女性男性ともに〈50 歳
代〉が 13 人と特に多くなっている。また、女性男性の取得者の人数に差はみられない。（図表
２－６－１） 

図表２－６－１ 介護休業取得者の属性（人数）（全体） 

 

  

8.6

5.3

3.0

76.5

53.7

56.5

14.8

41.0

40.4

今回調査（n=371）

令和２年度(n=300)

平成27年度(n=329)

いる いない 無回答

（％）（％）

（人）

2

0

歳

代

以

下

3

0

歳

代

4

0

歳

代

5

0

歳

代

6

0

歳

代

以

上

無

回

答

女性 1 6 4 13 4 5

男性 1 5 5 13 5 5
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（７） 育児・介護休業取得者の職場復帰の取組み 

問 13 
育児・介護休業取得者に対して、復職に際し、次の取組みを行っていますか。該当する

番号に○をつけてください。 

１）育児休業取得者の復職に際しての取組み 

①相談・面接 

育児休業取得者の復職に際しての取組みについて、〈相談・面接〉を「実施している」事業所
は 70.1％、「実施していない」事業所は 16.7％となっている。（図表２－７－１） 

業種別にみると、概ねの業種で「実施している」が６割以上となっており、特に〈金融業、
保険業〉では 92.3％と高い割合となっている。一方、〈建設業〉〈宿泊業、飲食サービス業〉な
どでは約 5 割にとどまっている。また、〈宿泊業、飲食サービス業〉では「実施していない」は
15.8％となっており、「実施していないが検討中である」が 26.3％と高くなっている。その他、
〈サービス業（他に分類されないもの）〉では「実施していない」が 9.5％と 1 割未満となって
いる。（図表２－７－１） 

図表２－７－１ 育児休業取得者の復職に関する取組み等〈①相談・面接〉 

（全体、業種別） 

 

（上段：実数、下段：％）

合

計

実

施

し

て

い

る

実

施

し

て

い

な

い

実

施

し

て

い

な

い

が

検

討

中

で

あ

る

無

回

答

461 323 77 39 22

100.0 70.1 16.7 8.5 4.8

44 23 16 5 -

100.0 52.3 36.4 11.4 -

5 3 1 1 -

100.0 60.0 20.0 20.0 -

10 8 1 - 1

100.0 80.0 10.0 - 10.0

14 9 3 1 1

100.0 64.3 21.4 7.1 7.1

67 44 13 7 3

100.0 65.7 19.4 10.4 4.5

13 12 1 - -

100.0 92.3 7.7 - -

4 2 2 - -

100.0 50.0 50.0 - -

5 2 2 1 -

100.0 40.0 40.0 20.0 -

19 10 3 5 1

100.0 52.6 15.8 26.3 5.3

16 12 3 1 -

100.0 75.0 18.8 6.3 -

41 32 6 1 2

100.0 78.0 14.6 2.4 4.9

137 115 14 5 3

100.0 83.9 10.2 3.6 2.2

42 29 4 6 3

100.0 69.0 9.5 14.3 7.1

18 9 3 2 4

100.0 50.0 16.7 11.1 22.2
その他

全体

業

種

別

建設業　　　

製造業　　　

情報通信業　　

運輸業、郵便業　　

卸売業、小売業　　　

金融業、保険業　　　

不動産業、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業　　　

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業　　

教育、学習支援業　　　

医療、福祉

サービス業（他に分類されないもの）
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女性比率別にみると、〈相談・面接〉を「実施している」事業所は、女性比率が高いほど、割
合が高くなる傾向がみられ、〈0～20％未満〉では 57.1％と５割強に対し、〈60％以上〉では
76.3％と７割強となっている。「実施していない」、「実施していないが検討中である」は、女性
比率が低くなるに従い割合が高くなる傾向がみられる。（図表２－７－２） 

図表２－７－２ 育児休業取得者の復職に関する取組み等〈①相談・面接〉 

（全体、女性比率別） 

 

 

経年比較でみると、〈相談・面接〉を「実施している」事業所は、平成 27 年度 57.５％、令
和２年度 64.7％、今回調査では 70.1％と増加傾向となっており、今回調査では７割以上となっ
ている。（図表２－７－３） 

図表２－７－３ 育児休業取得者の復職に関する取組み等〈①相談・面接〉 

（全体）【経年比較】 

 

 

  

70.1

57.1

63.4

74.7

76.3

16.7

27.1

19.4

13.7

13.1

8.5

10.0

14.0

8.4

5.6

4.8

5.7

3.2

3.2

5.1

全体(N=461)

０～20％未満(n=70)

20～40％未満(n=93)

40～60％未満(n=95)

60％以上(n=198)

実施している 実施していない 実施していないが検討中である 無回答

（％）

70.1

64.7

57.5

16.7

15.3

19.7

8.5

8.1

9.1

4.8

11.9

13.7

今回調査(N=461)

令和２年度(N=385)

平成27年度(N=452)

実施している 実施していない 実施していないが検討中である 無回答

（％）
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②教育・訓練 

〈教育・訓練〉を「実施している」事業所は 25.2％で、「実施していない」事業所は 50.1％
となっており、5 割を超えている。（図表２－７－４） 

業種別にみると、〈情報通信業〉では「実施している」が 50.0％、〈金融業、保険業〉では
61.5％と 5 割以上となっている。一方、「実施していない」は〈建設業〉〈宿泊業、飲食サービ
ス業〉〈教育、学習支援業〉などで６割を超えている。また、〈宿泊業、飲食サービス業〉では
「実施している」は０％だが、「実施していないが検討中である」は 31.6％となっている。（図
表２－７－４） 

図表２－７－４ 育児休業取得者の復職に関する取組み等〈②教育・訓練〉 

（全体、業種別） 

 

  

（上段：実数、下段：％）

合

計

実

施

し

て

い

る

実

施

し

て

い

な

い

実

施

し

て

い

な

い

が

検

討

中

で

あ

る

無

回

答

461 116 231 79 35

100.0 25.2 50.1 17.1 7.6

44 6 27 11 -

100.0 13.6 61.4 25.0 -

5 2 2 1 -

100.0 40.0 40.0 20.0 -

10 5 3 1 1

100.0 50.0 30.0 10.0 10.0

14 6 4 3 1

100.0 42.9 28.6 21.4 7.1

67 20 32 12 3

100.0 29.9 47.8 17.9 4.5

13 8 4 - 1

100.0 61.5 30.8 - 7.7

4 1 3 - -

100.0 25.0 75.0 - -

5 - 5 - -

100.0 - 100.0 - -

19 - 12 6 1

100.0 - 63.2 31.6 5.3

16 2 9 4 1

100.0 12.5 56.3 25.0 6.3

41 7 28 4 2

100.0 17.1 68.3 9.8 4.9

137 43 66 16 12

100.0 31.4 48.2 11.7 8.8

42 9 17 13 3

100.0 21.4 40.5 31.0 7.1

18 2 9 3 4

100.0 11.1 50.0 16.7 22.2
その他

全体

業

種

別

建設業　　　

製造業　　　

情報通信業　　

運輸業、郵便業　　

卸売業、小売業　　　

金融業、保険業　　　

不動産業、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業　　　

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業　　

教育、学習支援業　　　

医療、福祉

サービス業（他に分類されないもの）
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女性比率別にみると、〈教育・訓練〉を「実施している」事業所は女性比率に関係なく概ね 2

割以上となっているが、〈20～40％未満〉では 15.1％と低くなっている。一方で、「実施してい
ないが検討中である」は女性比率が少ない事業所の方が、割合が高くなる傾向がみられる。
（図表２－７－５） 

図表２－７－５ 育児休業取得者の復職に関する取組み等〈②教育・訓練〉 

（全体、女性比率別） 

 

 

経年比較でみると、〈教育・訓練〉を「実施している」事業所は、平成 27 年度 19.2％、令和
2 年度 20.5％、今回調査では 25.2％と増加傾向となっている。また、「実施していない」「実施
していないが検討中である」も増加傾向となっている。（図表２－７－６） 

図表２－７－６ 育児休業取得者の復職に関する取組み等〈②教育・訓練〉 

（全体）【経年比較】 

 

 

 

  

25.2

24.3

15.1

29.5

28.3

50.1

51.4

60.2

44.2

48.0

17.1

21.4

20.4

18.9

13.6

7.6

2.9

4.3

7.4

10.1

全体(N=461)

０～20％未満(n=70)

20～40％未満(n=93)

40～60％未満(n=95)

60％以上(n=198)

実施している 実施していない 実施していないが検討中である 無回答

（％）

25.2

20.5

19.2

50.1

45.5

44.5

17.1

13.2

11.7

7.6

20.8

24.6

今回調査(N=461)

令和２年度(N=385)

平成27年度(N=452)

実施している 実施していない 実施していないが検討中である 無回答

（％）
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２）介護休業取得者の復職に際しての取組み 

①相談・面接（介護） 

介護休業取得者の復職に際しての取組みについて、〈相談・面接〉を「実施している」事業所
は 54.4％、実施していない事業所は 25.4％となっている。（図表２－７－７） 

業種別にみると、概ねの業種で「実施している」は５割以上となっており、〈金融業、保険
業〉では 69.2％と割合が高くなっている。一方、〈建設業〉は 36.4％、〈宿泊業、飲食サービス
業〉は 36.8％、〈その他〉は 33.3％と３割にとどまっている。また、〈宿泊業、飲食サービス
業〉では「実施していない」が 26.3％で、「実施していないが検討中である」が 31.6％と割合
が高くなっている。（図表２－７－７） 

図表２－７－７ 介護休業取得者の復職に関する取組み等〈①相談・面接〉 

（全体・業種別） 

 

  

（上段：実数、下段：％）

合

計

実

施

し

て

い

る

実

施

し

て

い

な

い

実

施

し

て

い

な

い

が

検

討

中

で

あ

る

無

回

答

461 251 117 60 33

100.0 54.4 25.4 13.0 7.2

44 16 19 8 1

100.0 36.4 43.2 18.2 2.3

5 3 1 1 -

100.0 60.0 20.0 20.0 -

10 5 2 1 2

100.0 50.0 20.0 10.0 20.0

14 7 4 1 2

100.0 50.0 28.6 7.1 14.3

67 34 19 11 3

100.0 50.7 28.4 16.4 4.5

13 9 2 - 2

100.0 69.2 15.4 - 15.4

4 2 2 - -

100.0 50.0 50.0 - -

5 2 2 1 -

100.0 40.0 40.0 20.0 -

19 7 5 6 1

100.0 36.8 26.3 31.6 5.3

16 10 4 1 1

100.0 62.5 25.0 6.3 6.3

41 22 13 4 2

100.0 53.7 31.7 9.8 4.9

137 91 27 13 6

100.0 66.4 19.7 9.5 4.4

42 27 5 6 4

100.0 64.3 11.9 14.3 9.5

18 6 5 2 5

100.0 33.3 27.8 11.1 27.8
その他

全体

業

種

別

建設業　　　

製造業　　　

情報通信業　　

運輸業、郵便業　　

卸売業、小売業　　　

金融業、保険業　　　

不動産業、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業　　　

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業　　

教育、学習支援業　　　

医療、福祉

サービス業（他に分類されないもの）
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女性比率別にみると、〈相談・面接〉を「実施している」事業所は、女性比率が高いほど、割
合が高くなる傾向がみられ、〈0～20％未満〉では 47.1％と４割以上に対し、〈60％以上〉では
63.1％と６割を超えている。「実施していない」、「実施していないが検討中である」は、女性比
率が低いほど、割合が高くなる傾向がみられ、〈20～40％未満〉でいずれも高い割合となって
いる。（図表２－７－８） 

図表２－７－８ 介護休業取得者の復職に関する取組み等〈①相談・面接〉（全体、女性比率別） 

 

 

経年比較でみると、〈相談・面接〉を「実施している」事業所は、平成 27 年度 39.6％、令和
2 年度 43.1％、今回調査では 54.4％と増加傾向となっている。また、「実施していない」「実施
していないが検討中である」も増加傾向となっている。（図表２－７－９） 

図表２－７－９ 介護休業取得者の復職に関する取組み等〈①相談・面接〉（全体）【経年比較】 

 

 

  

54.4

47.1

47.3

50.5

63.1

25.4

27.1

29.0

26.3

22.7

13.0

17.1

19.4

15.8

7.6

7.2

8.6

4.3

7.4

6.6

全体(N=461)

０～20％未満(n=70)

20～40％未満(n=93)

40～60％未満(n=95)

60％以上(n=198)

実施している 実施していない 実施していないが検討中である 無回答

（％）

54.4

43.1

39.6

25.4

23.1

25.4

13.0

13.5

11.5

7.2

20.3

23.5

今回調査(N=461)

令和２年度(N=385)

平成27年度(N=452)

実施している 実施していない 実施していないが検討中である 無回答

（％）
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②教育・訓練（介護） 

〈教育・訓練〉を 「実施している」事業所は 19.5％、「実施していない」事業所は 54.0％、「実
施していないが検討中である」事業所は 17.6％となっている。（図表２－７－10） 

業種別にみると、ほぼすべての業種で「実施している」よりも「実施していない」割合のほう
が高いのに対し、〈運輸業、郵便業〉では、「実施している」が 35.7％、「実施していない」が 28.6％
となっている。また、〈金融業、保険業〉、〈教育、学習支援業〉などでは、「実施していない」の
割合が７割を超えている。（図表２－７－10） 

図表２－７－10 介護休業取得者の復職に関する取組み等〈②教育・訓練〉（全体、業種別） 

 

  

（上段：実数、下段：％）

合

計

実

施

し

て

い

る

実

施

し

て

い

な

い

実

施

し

て

い

な

い

が

検

討

中

で

あ

る

無

回

答

461 90 249 81 41

100.0 19.5 54.0 17.6 8.9

44 5 29 9 1

100.0 11.4 65.9 20.5 2.3

5 2 2 1 -

100.0 40.0 40.0 20.0 -

10 2 3 3 2

100.0 20.0 30.0 30.0 20.0

14 5 4 3 2

100.0 35.7 28.6 21.4 14.3

67 17 35 12 3

100.0 25.4 52.2 17.9 4.5

13 1 10 - 2

100.0 7.7 76.9 - 15.4

4 1 3 - -

100.0 25.0 75.0 - -

5 - 5 - -

100.0 - 100.0 - -

19 1 12 5 1

100.0 5.3 63.2 26.3 5.3

16 2 9 4 1

100.0 12.5 56.3 25.0 6.3

41 3 31 5 2

100.0 7.3 75.6 12.2 4.9

137 36 71 18 12

100.0 26.3 51.8 13.1 8.8

42 9 17 12 4

100.0 21.4 40.5 28.6 9.5

18 3 7 3 5

100.0 16.7 38.9 16.7 27.8
その他

全体

業

種

別

建設業　　　

製造業　　　

情報通信業　　

運輸業、郵便業　　

卸売業、小売業　　　

金融業、保険業　　　

不動産業、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業　　　

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業　　

教育、学習支援業　　　

医療、福祉

サービス業（他に分類されないもの）
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女性比率別にみると、〈教育・訓練〉を「実施している」事業所は、女性比率に関わらず概
ね約 2 割となっているが、〈20～40％未満〉ではわずか 8.6％と 1 割に満たない。一方、「実施
していないが検討中である」は女性比率が低くなるに従い、概ね割合が高くなる傾向がみら
れ、〈０～20％未満〉では 25.7％に対し、〈60％以上〉では 13.1％と約１割となっている。（図
表２－７－11） 

図表２－７－11 介護休業取得者の復職に関する取組み等〈②教育・訓練〉（全体、女性比率別） 

 

 

経年比較でみると、〈教育・訓練〉を「実施している」事業所は、平成 27 年度 13.1％、令和
２年度 13.8％とほぼ横ばいであったが、今回調査では 19.5％と 5.7 ポイント増加となってい
る。一方で、「実施していない」事業所は令和２年度と比べて 9.3 ポイント、「実施していない
が検討中である」事業所は 2.3 ポイント増加となっている。（図表２－７－12） 

図表２－７－12 介護休業取得者の復職に関する取組み等〈②教育・訓練〉（全体）【経年比較】 

 

 

 

 

  

19.5

20.0

8.6

18.9

25.3

54.0

48.6

66.7

51.6

51.5

17.6

25.7

19.4

20.0

13.1

8.9

5.7

5.4

9.5

10.1

全体(N=461)

０～20％未満(n=70)

20～40％未満(n=93)

40～60％未満(n=95)

60％以上(n=198)

実施している 実施していない 実施していないが検討中である 無回答

（％）

19.5

13.8

13.1

54.0

44.7

43.8

17.6

15.3

12.2

8.9

26.2

31.0

今回調査(N=461)

令和２年度(N=385)

平成27年度(N=452)

実施している 実施していない 実施していないが検討中である 無回答

（％）
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（８） 看護休暇制度の有無、利用実績 

問 14 

就業規則等で子どもが病気・けがをしたときに休める看護休暇制度がありますか。 

（育児・介護休業法の改正により、小学校３年生修了までの子の看護のための休暇の取

得可能日数が、１人であれば年５日、２人以上であれば年 10 日を半日単位で取得が可

能になりました。） 

なお、利用実績についてもご回答ください。 

１）就業規則等での既定の有無 

看護休暇制度の「規定有り」が 76.6％で７割以上の事業所が制度を定めている。 （図表２－８
－１） 

経年比較でみると、「規定有り」は平成 27 年度 63.1％、令和２年度 68.1％、今回調査は
76.6％で７割以上と、増加傾向となっている。（図表２－８－１） 

図表２－８－１ 看護休暇制度の規定の有無（全体）【経年比較】 

 

 

  

76.6 

68.1

63.1

21.9 

25.7

27.7

1.5 

6.2

9.3

今回調査(N=461)

令和２年度調査(N=385)

平成27年度調査(N=452)

規定有り 規定なし 無回答

（％）
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業種別にみると、概ねの業種で「規定あり」が 7 割を超えており、特に〈情報通信業〉、〈教
育、学習支援業〉などでは９割となっている。一方で、〈宿泊業、飲食サービス業〉は 42.1％
と約４割にとどまっている。（図表２－８－２） 

図表２－８－２ 看護休暇制度の規定の有無（全体、業種別） 

 

 

  

（上段：実数、下段：％）

合

計

規
定
有
り

規
定
な
し

無
回
答

461 353 101 7

100.0 76.6 21.9 1.5

44 26 18 -

100.0 59.1 40.9 -

5 5 - -

100.0 100.0 - -

10 9 - 1

100.0 90.0 - 10.0

14 12 2 -

100.0 85.7 14.3 -

67 46 19 2

100.0 68.7 28.4 3.0

13 11 2 -

100.0 84.6 15.4 -

4 2 2 -

100.0 50.0 50.0 -

5 4 1 -

100.0 80.0 20.0 -

19 8 10 1

100.0 42.1 52.6 5.3

16 12 4 -

100.0 75.0 25.0 -

41 38 3 -

100.0 92.7 7.3 -

137 114 23 -

100.0 83.2 16.8 -

42 35 6 1

100.0 83.3 14.3 2.4

18 12 4 2

100.0 66.7 22.2 11.1
その他

全体

業

種

別

建設業　　　

製造業　　　

情報通信業　　

運輸業、郵便業　　

卸売業、小売業　　　

金融業、保険業　　　

不動産業、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業　　　

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業　　

教育、学習支援業　　　

医療、福祉

サービス業（他に分類されないもの）
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従業員規模別でみると、「規定有り」は概ね従業員規模が大きくなるにつれて増加する傾向
がみられる。（図表２－８－３） 

図表２－８－３ 看護休暇制度の規定の有無（全体、従業員規模別）  

 

 

女性比率別でみると、女性比率にかかわらず「規定有り」が７割以上となっており、特に
〈60％以上〉では 82.3％と 8 割以上となっている。（図表２－８－４） 

図表２－８－４ 看護休暇制度の規定の有無（全体、女性比率別） 

 

 

 

  

76.6 

73.3 

61.4 

69.4 

78.4 

79.7 

97.6 

100.0 

21.9 

20.0 

36.8 

28.7 

20.9 

20.3 

2.4 

0.0 

1.5 

6.7 

1.8 

1.9 

0.7 

0.0 

0.0 

0.0 

全体(n=461)

１～９人(n=15)

10～19人(n=57)

20～29人(n=108)

30～49人(n=134)

50～99人(n=79)

100～299人(n=42)

300人以上(n=22)

規定有り 規定なし 無回答

（％）

76.6 

72.9 

75.3 

70.5 

82.3 

21.9 

27.1 

24.7 

27.4 

16.2 

1.5 

0.0 

0.0 

2.1 

1.5 

全体(N=461)

０～20％未満(n=70)

20～40％未満(n=93)

40～60％未満(n=95)

60％以上(n=198)

規定有り 規定なし 無回答

（％）
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２）看護休暇制度の対象 

看護休暇制度が「規定有り」の事業所（353 件）の、看護休暇制度の対象者をみると、「正社
員のみ」が 34.1％、「非正社員も含む」が 65.7％となっている。（図表２－８－５） 

経年比較でみると、「非正社員も含む」の割合は、平成 27 年度 51.9％、令和２年度 60.7％、
今回調査では 65.7％と 5 ポイント増加しており、増加傾向となっている。（図表２－８－５） 

図表２－８－５ 看護休暇制度の対象者（全体）【経年比較】 

 

 

３）給与支給の有無 

看護休暇制度が「規定あり」の事業所（353 件）の、看護休暇中の給与支給の有無をみると、
「有給」が 38.7％、「無給」は 61.3％となっている。（図表２－８－６） 

経年比較でみると、ほぼ同傾向となっているが、「無給」の割合は、平成 27 年度 56.8％、令
和 2 年度 59.2％、今回調査では 61.3％と 2.1 ポイント増加し、増加傾向となっている。（図表
２－８－６） 

図表２－８－６ 看護休暇中の給与支給の有無【経年比較】 

 

 

 

  

34.1

38.9

47.0

65.7

60.7

51.9

0.3

0.4

1.1

今回調査（n=353）

令和２年度(n=262)

平成27年度(n=285)

正社員のみ 非正社員も含む 無回答

（％）

38.7

38.9

37.5

61.3

59.2

56.8

0.0

1.9

5.6

今回調査（n=353）

令和２年度(n=262)

平成27年度(n=285)

有給 無給 無回答

（％）
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４）看護休暇制度の利用実績 

看護休暇制度が 「規定有り」の事業所（353 件）の、看護休暇制度の利用実績をみると、制度
利用をした 〈女性〉は 34.6％と３割以上、 〈男性〉は 17.9％と１割以上となっている。また 〈女
性〉は〈男性〉よりも 16.7 ポイント高くなっている。（図表２－８－７） 

経年比較でみると、利用した〈女性〉は、平成 27 年度と令和 2 年度はほぼ同率で推移して
いたが、今回調査では 12.8 ポイント増加となっている。〈男性〉においても平成 27 年度
6.7％、令和 2 年度 10.7％、今回調査では 17.9％と 7.2 ポイント増加し、増加傾向となってい
る。（図表２－８－７） 

図表２－８－７ 看護休暇制度の利用実績（全体）【経年比較】 

 

 

５）利用日数 

看護休暇制度が「規定有り」の事業所（353 件）の、利用日数をみると、女性の利用者がい
る事業所（126 件）は「５日以上」が 38.1％と最も多く、3 割以上となっている。次いで「３
～４日」が 26.2％となっている。男性の利用者がいる事業所（65 件）は「１～２日」が
32.3％と最も多く、約３割となっている。次いで「５日以上」が 27.7％となっている。（図表
２－８－８） 

図表２－８－８ 看護休暇制度の利用日数（全体） 

 

  

34.6

17.9

21.8

10.7

21.1

6.7

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

女性

男性

今回調査（n=353）

令和２年度(n=262)

平成27年度(n=285)

（％）

（上段：実数、下段：％）

１

日

未

満

１
～

２

日

３
～

４

日

５

日

以

上

無

回

答

2 30 33 48 13

1.6 23.8 26.2 38.1 10.3

4 21 15 18 7

6.2 32.3 23.1 27.7 10.8

女性(n=126)

男性(n=65)
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IV  働きながら育児や介護を行う従業員に対する両立支援 

（１） 育児との両立支援制度の有無 

問 15 

働きながら育児を行う従業員に対し、下記の制度はありますか。それぞれの項目につ

いて該当する番号に○をつけてください。 

※令和７年４月１日付の育児介護休業法改正により、⑥所定外労働の免除は小学校就

学前までに義務付けられています。 

 

各制度の整備状況をみると、〈①短時間勤務制度〉が 62.7％と最も高く、以下、〈④始業・終
業時刻の繰上げ・繰下げ〉が 29.5％、〈⑥所定外労働の免除〉が 15.6％、〈⑤半日や時間単位の
有給休暇〉が 13.2％の順で続いている。また、「制度はあり子の年齢制限はない」では、〈⑤半
日や時間単位の有給休暇〉が 51.0％と約５割を占めている他、〈④始業・終業時刻の繰上げ・
繰下げ〉が 19.1％と約２割となっている。一方、「制度なし」では、〈⑧事業所内託児施設〉が
87.2％と最も高く、以下、〈⑩配偶者同行休業制度〉が 80.9％、〈⑨育児に要する経費の援助措
置〉が 79.6％、〈②フレックスタイム制度〉66.6％の順となっている。（図表３－１－１） 

図表３－１－１ 育児との両立支援制度の有無（全体） 

 

 

  

62.7 

7.6 

4.8 

29.5 

13.2 

15.6 

4.1 

3.3 

5.6 

4.6 

11.7 

12.4 

16.9 

19.1 

51.0 

9.3 

13.2 

0.0 

3.9 

2.0 

14.1 

66.6 

65.1 

34.9 

22.8 

32.8 

62.5 

87.2 

79.6 

80.9 

7.6 

8.5 

8.0 

10.8 

6.9 

8.2 

15.2 

5.4 

6.3 

7.6 

3.9 

5.0 

5.2 

5.6 

6.1 

34.1 

5.0 

4.1 

4.6 

5.0 

①短時間勤務制度

②フレックスタイム制度

③テレワーク（在宅勤務制度等）

④始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ

⑤半日や時間単位の有給休暇

⑥所定外労働の免除

⑦再雇用制度（育児・介護で退職した人を

正社員等で優先的に雇用する制度等）

⑧事業所内託児施設

⑨育児に要する経費の援助措置

⑩配偶者同行休業制度

制度あり 制度はあり子の年齢制限はない 制度なし 制度はないが検討中である 無回答

（％）
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①短時間勤務制度 

短時間勤務制度の「制度あり」は、〈金融業、保険業〉は 92.3％、〈教育、学習支援業〉では
90.2％と 9 割を超えている。〈宿泊業、飲食サービス業〉では 31.6％と 3 割にとどまってい
る。また、〈宿泊業、飲食サービス業〉では「制度はないが検討中である」が 26.3％となって
いる。（図表３－１－２） 

図表３－１－２ 育児との両立支援制度の有無「①短時間勤務制度」 

（全体、業種別） 

 

 

  

（上段：実数、下段：％）

合

計

制

度

あ

り

制

度

は

あ

り

子

の

年

齢

制

限

は

な

い

制

度

な

し

制

度

は

な

い

が

検

討

中

で

あ

る

無

回

答

461 289 54 65 35 18

100.0 62.7 11.7 14.1 7.6 3.9

44 22 4 13 5 -

100.0 50.0 9.1 29.5 11.4 -

5 4 - - 1 -

100.0 80.0 - - 20 -

10 6 3 1 - -

100.0 60.0 30 10 - -

14 6 4 4 - -

100.0 42.9 28.6 28.6 - -

67 37 6 12 7 5

100.0 55.2 9 17.9 10.4 7.5

13 12 1 - - -

100.0 92.3 7.7 - - -

4 1 1 1 1 -

100.0 25.0 25.0 25.0 25.0 -

5 5 - - - -

100.0 100.0 - - - -

19 6 2 5 5 1

100.0 31.6 10.5 26.3 26.3 5.3

16 8 4 4 - -

100.0 50.0 25.0 25.0 - -

41 37 2 1 1 -

100.0 90.2 4.9 2.4 2.4 -

137 96 18 11 7 5

100.0 70.1 13.1 8.0 5.1 3.6

42 26 4 5 5 2

100.0 61.9 9.5 11.9 11.9 4.8

18 9 1 5 1 2

100.0 50.0 5.6 27.8 5.6 11.1

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業　　

教育、学習支援業　　　

医療、福祉

サービス業（他に分類されないもの）

その他

全体

業

種

別

建設業　　　

製造業　　　

情報通信業　　

運輸業、郵便業　　

卸売業、小売業　　　

金融業、保険業　　　

不動産業、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業　　　
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⑤半日や時間単位の有給休暇 

半日や時間単位の有給休暇の「制度あり」は、〈金融業、保険業〉で 38.5％と最も高く、次
いで〈生活関連サービス業、娯楽業〉などで 25.0％となっている。〈建設業〉は 4.5％、〈運輸
業、郵便業〉は 7.1％、〈サービス業〉は 4.8％、〈その他〉では 5.6％と 1 割未満にとどまって
いる。また、〈宿泊業、飲食サービス業〉では「制度はないが検討中である」が 21.1％となっ
ている。（図表３－１－３） 

図表３－１－３ 育児との両立支援制度の有無「⑤半日や時間単位の有給休暇」 

（全体、業種別） 

 

 

 

 

  

（上段：実数、下段：％）

合

計

制

度

あ

り

制

度

は

あ

り

子

の

年

齢

制

限

は

な

い

制

度

な

し

制

度

は

な

い

が

検

討

中

で

あ

る

無

回

答

461 61 235 105 32 28

100.0 13.2 51.0 22.8 6.9 6.1

44 2 26 10 6 -

100.0 4.5 59.1 22.7 13.6 -

5 - 4 - 1 -

100.0 - 80.0 - 20.0 -

10 2 5 2 - 1

100.0 20.0 50.0 20.0 - 10.0

14 1 5 4 1 3

100.0 7.1 35.7 28.6 7.1 21.4

67 6 31 21 4 5

100.0 9.0 46.3 31.3 6.0 7.5

13 5 2 6 - -

100.0 38.5 15.4 46.2 - -

4 1 1 1 1 -

100.0 25.0 25 25.0 25.0 -

5 1 2 2 - -

100.0 20.0 40.0 40.0 - -

19 3 3 7 4 2

100.0 15.8 15.8 36.8 21.1 10.5

16 4 7 5 - -

100.0 25.0 43.8 31.3 - -

41 10 22 6 2 1

100.0 24.4 53.7 14.6 4.9 2.4

137 23 81 20 5 8

100.0 16.8 59.1 14.6 3.6 5.8

42 2 25 10 4 1

100.0 4.8 59.5 23.8 9.5 2.4

18 1 8 6 1 2

100.0 5.6 44.4 33.3 5.6 11.1

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業　　

教育、学習支援業　　　

医療、福祉

サービス業（他に分類されないもの）

その他

全体

業

種

別

建設業　　　

製造業　　　

情報通信業　　

運輸業、郵便業　　

卸売業、小売業　　　

金融業、保険業　　　

不動産業、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業　　　
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⑥所定外労働の免除 

所定外労働の免除の「制度あり」は、〈情報通信業〉が 30.0％で最も高く、次いで〈卸売
業、小売業〉で 28.4％となっている。〈建設業〉は 4.5％、〈宿泊業、サービス業〉は 5.3％、
〈生活関連サービス業、娯楽業〉では 6.3％と 1 割未満にとどまっている。また、〈宿泊業、飲
食サービス業〉では「制度はないが検討中である」が 31.6％となっている。（図表３－１－
４） 

図表３－１－４ 育児との両立支援制度の有無「⑥所定外労働の免除」 

（全体、業種別） 

 

 

  

（上段：実数、下段：％）
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り
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の
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制
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は
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い

が
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討

中

で

あ

る

無

回

答

461 72 43 151 38 157

100.0 15.6 9.3 32.8 8.2 34.1

44 2 6 18 4 14

100.0 4.5 13.6 40.9 9.1 31.8

5 - - - 1 4

100.0 - - - 20.0 80.0

10 3 3 2 - 2

100.0 30.0 30.0 20.0 - 20.0

14 2 3 5 - 4

100.0 14.3 21.4 35.7 - 28.6

67 19 5 22 5 16

100.0 28.4 7.5 32.8 7.5 23.9

13 3 - 3 - 7

100.0 23.1 - 23.1 - 53.8

4 1 1 2 - -

100.0 25.0 25.0 50.0 - -

5 1 - 3 - 1

100.0 20.0 - 60.0 - 20.0

19 1 - 7 6 5

100.0 5.3 - 36.8 31.6 26.3

16 1 2 6 - 7

100.0 6.3 12.5 37.5 - 43.8

41 8 - 12 2 19

100.0 19.5 - 29.3 4.9 46.3

137 22 14 41 7 53

100.0 16.1 10.2 29.9 5.1 38.7

42 5 6 11 7 13

100.0 11.9 14.3 26.2 16.7 31.0

18 2 1 8 3 4

100.0 11.1 5.6 44.4 16.7 22.2

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業　　

教育、学習支援業　　　

医療、福祉

サービス業（他に分類されないもの）

その他

全体

業

種

別

建設業　　　

製造業　　　

情報通信業　　

運輸業、郵便業　　

卸売業、小売業　　　

金融業、保険業　　　

不動産業、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業　　　



第３章 調査の結果 

54 

 

④始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ 

始業・終業時刻の繰上げ・繰下げの「制度あり」は、〈教育、学習支援業〉で 51.2％、〈生活
関連サービス業、娯楽業〉が 43.8％で 4 割以上となっている。〈運輸業、郵便業〉は 7.1％、
〈宿泊業、飲食サービス業〉では 10.5％と低い割合となっている。また、〈宿泊業、飲食サー
ビス業〉では「制度はないが検討中である」が 26.3％となっている。（図表３－１－５） 

図表３－１－５ 育児との両立支援制度の有無「④始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ」 

（全体、業種別） 

 

 

  

（上段：実数、下段：％）

合

計

制

度

あ

り

制

度

は

あ

り

子

の

年

齢

制

限

は

な

い

制

度

な

し

制

度

は

な

い

が

検

討

中

で

あ

る

無

回

答

461 136 88 161 50 26

100.0 29.5 19.1 34.9 10.8 5.6

44 12 11 15 6 -

100.0 27.3 25.0 34.1 13.6 -

5 1 1 2 1 -

100.0 20.0 20.0 40.0 20.0 -

10 3 4 2 - 1

100.0 30.0 40.0 20.0 - 10.0

14 1 2 8 - 3

100.0 7.1 14.3 57.1 - 21.4

67 20 10 25 7 5

100.0 29.9 14.9 37.3 10.4 7.5

13 3 2 8 - -

100.0 23.1 15.4 61.5 - -

4 1 1 1 1 -

100.0 25.0 25.0 25.0 25.0 -

5 3 - 2 - -

100.0 60.0 - 40.0 - -

19 2 4 6 5 2

100.0 10.5 21.1 31.6 26.3 10.5

16 7 3 5 1 -

100.0 43.8 18.8 31.3 6.3 -

41 21 4 11 5 -

100.0 51.2 9.8 26.8 12.2 -

137 44 26 49 11 7

100.0 32.1 19.0 35.8 8.0 5.1

42 10 11 13 7 1

100.0 23.8 26.2 31.0 16.7 2.4

18 6 1 7 2 2

100.0 33.3 5.6 38.9 11.1 11.1

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業　　

教育、学習支援業　　　

医療、福祉

サービス業（他に分類されないもの）

その他

全体

業

種

別

建設業　　　

製造業　　　

情報通信業　　

運輸業、郵便業　　

卸売業、小売業　　　

金融業、保険業　　　

不動産業、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業　　　
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経年比較でみると、今回調査では、概ねの制度で「制度あり」の割合が減少している。特に
〈⑤半日や時間単位の有給休暇〉は 37.4 ポイント、〈⑥所定外労働の免除〉は 31.9 ポイント、
〈④始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ〉は 13.1 ポイント、令和 2 年度より減少している。〈⑧
事業所内託児施設〉は、平成 27 年度は 3.1％、令和 2 年度は 1.8％、今回調査で 3.3％とやや
増加しているものの、「制度なし」も増加している。（図表３－１－６） 
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図表３－１－６ 育児との両立支援制度の有無（全体）【経年比較】 

 

62.7

67.0

62.8

14.1

16.1

19.7

7.6

8.8

6.4

3.9

8.1

11.1

今回調査(N=461)

令和２年度(N=385)

平成27年度(N=452)

（％）

①短時間勤務制度

7.6

13.2

11.9

66.6

63.4

65.3

8.5

11.7

6.2

5.0

11.7

16.6

今回調査(N=461)

令和２年度(N=385)

平成27年度(N=452)

②フレックスタイム制

度

29.5

42.6

37.2

34.9

34.8

41.6

10.8

12.5

7.3

5.6

10.1

13.9

今回調査(N=461)

令和２年度(N=385)

平成27年度(N=452)

④始業・終業時刻の繰

上げ・繰下げ

15.6

47.5

51.8

32.8

32.2

27.2

8.2

9.6

7.5

34.1

10.6

13.5

今回調査(N=461)

令和２年度(N=385)

平成27年度(N=452)

⑥所定外労働の免除

3.3

1.8

3.1

87.2

83.1

77.0

5.4

3.9

4.4

4.1

11.2

15.5

今回調査(N=461)

令和２年度(N=385)

平成27年度(N=452)

⑧事業所内託児施設

5.6

4.7

6.6

79.6

79.0

72.8

6.3

5.2

5.1

4.6

11.2

15.5

今回調査(N=461)

令和２年度(N=385)

平成27年度(N=452)

⑨育児に要する経費の

援助措置

4.8

13.5

65.1

59.0

8.0

15.6

5.2

11.9

今回調査(N=461)

令和２年度(N=385)

平成27年度(N=452)

③テレワーク（在宅勤

務制度等）

―

13.2

50.6

22.8

27.0

6.9

9.9

6.1

12.5

今回調査(N=461)

令和２年度(N=385)

平成27年度(N=452)

⑤半日や時間単位の有

給休暇

―

4.1

13.8

62.5

59.5

6.9

9.9

5.0

11.9

今回調査(N=461)

令和２年度(N=385)

平成27年度(N=452)

⑦再雇用制度（育児・

介護で退職）した人を

正社員等で優先的に雇

用する制度等 ――

4.6

4.7

80.9

77.1

7.6

6.8

5.0

11.4

今回調査(N=461)

令和２年度(N=385)

平成27年度(N=452)

制度あり 制度なし 制度はないが検討中である 無回答

⑩配偶者同行休業制度

―
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２）各制度を利用できる子の年齢上限  

※今回調査から、「制度はあり子の年齢制限はない」の回答を追加している。 

各制度があると答えた事業所について、「利用できる子の年齢上限」をみると、「１～３歳未
満」が最も高いのは〈①短時間勤務制度〉である。「小学校入学以降」が最も高いのは〈⑥所
定外労働の免除〉である。また、「制度はあり子の年齢制限はない」では、〈③テレワーク（在
宅勤務制度等）〉、〈⑤半日や時間単位の有給休暇〉、〈⑦再雇用制度（育児・介護で退職した人
を正社員等で優先的に雇用する制度等）〉において、７割以上を占めている。（図表３－１－
７） 
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図表３－１－７ 制度を利用することができる子の年齢上限 

 

2.9

10.1

7.7

27.1

44.6

47.9

25.4

21.7

25.7

28.9

23.6

18.7

15.7今回調査(n=343)

令和２年度(n=258)

平成27年度(n=284)

（％）

①短時間勤務制度

3.3

13.7

13.0

10.9

13.7

29.6

10.9

21.6

20.4

13.0

51.0

37.0

62.0今回調査(n=92)

令和２年度(n=51)

平成27年度(n=54)

②フレックスタイム制度

3.1

14.0

13.1

14.3

29.9

36.3

23.2

24.4

27.4

20.1

31.7

23.2

39.3今回調査(n=224)

令和２年度(n=164)

平成27年度(n=168)

④始業・終業時刻の繰上

げ・繰下げ

0.0

9.3

7.7

0.0

43.7

43.2

0.0

28.4

32.9

62.6

18.6

16.2

37.4今回調査(n=115)

令和２年度(n=183)

平成27年度(n=234)

⑥所定外労働の免除

6.7

0.0

14.3

26.7

14.3

7.1

46.7

42.9

64.3

20.0

42.9

14.3

0.0今回調査(n=15)

令和２年度(n=7)

平成27年度(n=14)

⑧事業所内託児施設

6.8

5.6

16.7

6.8

27.8

30.0

18.2

33.3

26.7

27.3

33.3

26.7

40.9今回調査(n=44)

令和２年度(n=18)

平成27年度(n=30)

⑨育児に要する経費の援

助措置

2.7

14.9

1.7

9.7

5.1

11.8

11.1

63.6

0.0

79.4今回調査(n=296)

令和２年度(n=195)

平成27年度

⑤半日や時間単位の有給

休暇

―

3.8

7.5

3.8

17.0

8.8

5.7

7.5

69.8

0.0

76.3今回調査(n=80)

令和２年度(n=53)

平成27年度

⑦再雇用制度（育児・介

護で退職した人を正社員

等で優先的に雇用する制

度等） ―

23.3

27.8

23.3

50.0

20.0

11.1

3.3

11.1

0.0

30.0今回調査(n=30)

令和２年度(n=18)

平成27年度

１歳未満 １～３歳未満 ３歳～小学校就学前 小学校入学以降 制度はあり子の年齢制限はない

⑩配偶者同行休業制度

――

0.0

5.8

4.0

21.2

8.0

9.6

10.0

63.5

78.0今回調査(n=100)

令和２年度(n=52)

平成27年度

③テレワーク（在宅勤務

制度等）

―

※今回調査から追加 



第３章 調査の結果 

59 

 

（２） 育児との両立支援制度の利用実績 

付問 15－1 

問 15で、太枠内（制度あり）に記入された事業所のみお答えください。 

制度があるとご回答の項目について、貴事業所の令和６年４月１日から令和７年３月

31日までの間の対象者及び利用者は何人いましたか。 

該当者がいない場合は０をご記入ください。 

 

育児との両立支援制度があると答えた事業所（最大 289 事業所）について、利用実績をみる
と、「女性」では〈②フレックスタイム制度〉が 100.0％と最も高く、〈⑨育児に要する経費の
援助措置〉が 84.5％、〈⑤半日や時間単位の有給休暇〉が 83.0％、〈③テレワーク（在宅勤務制
度等）〉が 80.9％と４項目で８割以上となっている。「男性」では〈⑩配偶者同行休業制度〉が
100.0％と最も高く、〈②フレックスタイム制度〉が 98.5％、〈⑨育児に要する経費の援助措
置〉が 82.2％と３項目で８割以上となっている。（図表３－２－１） 

図表３－２－１ 育児との両立支援制度の利用実績（全体） 

 

 

 

 

 

 

  

対象者 利用者 利用率

女性 488人 335人 68.6%

男性 590人 24人 4.1%

女性 149人 149人 100.0%

男性 266人 262人 98.5%

女性 225人 182人 80.9%

男性 282人 187人 66.3%

女性 352人 188人 53.4%

男性 337人 78人 23.1%

女性 1283人 1065人 83.0%

男性 1185人 738人 62.3%

女性 289人 93人 32.2%

男性 380人 4人 1.1%

女性 1人 0人 0.0%

男性 0人 0人 0.0%

女性 73人 9人 12.3%

男性 203人 9人 4.4%

女性 84人 71人 84.5%

男性 101人 83人 82.2%

女性 13人 1人 7.7%

男性 2人 2人 100.0%

④始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ

③テレワーク（在宅勤務制度等）

②フレックスタイム制度

①短時間勤務制度

⑩配偶者同行休業制度

⑨育児に要する経費の援助措置

⑧事業所内託児施設

⑦再雇用制度（育児・介護で退職した人を

正社員等で優先的に雇用する制度等）

⑥所定外労働の免除

⑤半日や時間単位の有給休暇
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（３） 介護との両立支援制度の有無 

問 16 
介護を行っている従業員に対し、下記の制度はありますか。それぞれの項目について

該当する番号に○をつけてください。 

１）介護との両立支援制度の有無 

各制度の整備状況をみると、〈①短時間勤務制度〉が 57.5％と最も高く、以下、〈⑤半日や時
間単位の有給休暇〉が 45.3％、〈④始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ〉が 30.2％の順で続いて
いる。一方、「制度なし」では、〈⑦介護に要する経費の援助措置〉が 82.9％と最も高く、以
下、〈③テレワーク（在宅勤務制度等）〉が 73.8％、〈②フレックスタイム制度〉が 72.2％、〈⑥
再雇用制度〉の 69.2％の順となっている。（図表３－３－１） 

図表３－３－１ 介護との両立支援制度の有無（全体） 

 

 

  

57.5 

12.1 

12.4 

30.2 

45.3 

11.9 

3.5 

28.2 
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73.8 

52.3 

37.5 

69.2 
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①短時間勤務制度

②フレックスタイム制度

③テレワーク（在宅勤務制度等）

④始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ

⑤半日や時間単位の有給休暇

⑥再雇用制度（育児・介護で退職した人を

正社員等で優先的に雇用する制度等）

⑦介護に要する経費の援助措置

制度あり 制度なし 制度はないが検討中である 無回答

（％）（％）
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各制度の「制度あり」上位３項目を業種別、勤続年数別でみると、以下のとおりである。 

 

①短時間勤務制度 

業種別にみると、短時間勤務制度の「制度あり」は、〈金融業、保険業〉は 84.6％、〈情報通
信業〉では 70.0％、〈教育、学習支援業〉では 78.0％と７割を超えている。一方、〈運輸業、郵
便業〉は 28.6％、〈宿泊業、飲食サービス業〉では 26.3％と２割程度にとどまっている。ま
た、〈宿泊業、飲食サービス業〉では「制度はないが検討中である」が 26.3％となっている。
（図表３－３－２） 

図表３－３－２ 介護との両立支援制度の有無「①短時間勤務制度」 

（全体、業種別） 
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し

制
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回

答

461 265 130 43 23

100.0 57.5 28.2 9.3 5.0

44 24 14 6 -

100.0 54.5 31.8 13.6 -

5 4 - 1 -

100.0 80.0 - 20.0 -

10 7 3 - -

100.0 70.0 30.0 - -

14 4 10 - -

100.0 28.6 71.4 - -

67 34 19 8 6

100.0 50.7 28.4 11.9 9.0

13 11 2 - -

100.0 84.6 15.4 - -

4 1 2 1 -

100.0 25.0 50.0 25.0 -

5 4 1 - -

100.0 80.0 20 - -

19 5 8 5 1

100.0 26.3 42.1 26.3 5.3

16 8 6 1 1

100.0 50.0 37.5 6.3 6.3

41 32 5 1 3

100.0 78.0 12.2 2.4 7.3

137 80 39 11 7

100.0 58.4 28.5 8.0 5.1

42 26 9 5 2

100.0 61.9 21.4 11.9 4.8

18 11 3 2 2

100.0 61.1 16.7 11.1 11.1

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業　　

教育、学習支援業　　　

医療、福祉

サービス業（他に分類されないもの）

その他

全体

業

種

別

建設業　　　

製造業　　　

情報通信業　　

運輸業、郵便業　　

卸売業、小売業　　　

金融業、保険業　　　

不動産業、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業　　　
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平均勤続年数別にみると、【女性】においては、平均勤続年数が長い事業所ほど「制度あ
り」の割合が高くなる傾向がみられる。また、〈０～４年未満〉の事業所では、「制度はないが
検討中である」が 16.1％となっており、全体の 9.3％に対し 6.8 ポイント高くなっている。 

【男性】においては、平均勤続年数による傾向は特にみられないが、〈０～４年未満〉の事
業所では、「制度あり」が 65.3％と６割半ばを超えている。 

【女性】、【男性】ともに、「制度あり」が５～６割台を占めている。 

図表３－３－３ 介護との両立支援制度の有無「①短時間勤務制度」 

（全体、平均勤続年数別）【女性】 

 

 

図表３－３－４ 介護との両立支援制度の有無「①短時間勤務制度」 

（全体、平均勤続年数別）【男性】 

 

  

57.5 

53.2 

58.1 

59.8 

63.1 

28.2 

30.6 

26.5 

31.8 

24.2 

9.3 

16.1 

10.3 

5.6 

8.7 

5.0 

0.0 

5.1 

2.8 

4.0 

全体(N=461)

０～４年未満(n=62)

４～７年未満(n=117)

７～10年未満(n=107)

10年以上(n=149)

制度あり 制度なし 制度はないが検討中である 無回答

（％）

57.5 

65.3 

54.2 

63.1 

58.4 

28.2 

24.5 

30.2 

26.2 

27.9 

9.3 

10.2 

10.4 

4.6 

11.0 

5.0 

0.0 

5.2 

6.2 

2.7 

全体(N=461)

０～４年未満(n=49)

４～７年未満(n=96)

７～10年未満(n=65)

10年以上(n=219)

制度あり 制度なし 制度はないが検討中である 無回答

（％）（％）
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⑤半日や時間単位の有給休暇 

半日や時間単位の有給休暇の「制度あり」は、〈情報通信業〉は 60.0％、〈教育、学習支援
業〉は 56.1％、〈建設業〉では 52.3％、〈サービス業（他に分類されないもの）〉では 50.0％と
５割を超えている。一方、〈宿泊業、飲食サービス業〉では 10.5％と 1 割にとどまっている。
また、〈宿泊業、飲食サービス業〉では「制度はないが検討中である」が 26.3％となってい
る。（図表３－３－５） 

図表３－３－５ 介護との両立支援制度の有無「⑤半日や時間単位の有給休暇」 

（全体、業種別） 

 

  

（上段：実数、下段：％）

合

計

制

度

あ

り

制

度

な

し

制

度

は

な

い

が

検

討

中

で

あ

る

無

回

答

461 209 173 47 32

100.0 45.3 37.5 10.2 6.9

44 23 14 7 -

100.0 52.3 31.8 15.9 -

5 4 - 1 -

100.0 80.0 - 20.0 -

10 6 3 1 -

100.0 60.0 30.0 10.0 -

14 3 9 - 2

100.0 21.4 64.3 - 14.3

67 30 25 6 6

100.0 44.8 37.3 9.0 9.0

13 5 7 - 1

100.0 38.5 53.8 - 7.7

4 - 3 1 -

100.0 - 75.0 25.0 -

5 3 2 - -

100.0 60.0 40.0 - -

19 2 11 5 1

100.0 10.5 57.9 26.3 5.3

16 7 6 2 1

100.0 43.8 37.5 12.5 6.3

41 23 14 1 3

100.0 56.1 34.1 2.4 7.3

137 66 49 12 10

100.0 48.2 35.8 8.8 7.3

42 21 14 5 2

100.0 50.0 33.3 11.9 4.8

18 7 6 3 2

100.0 38.9 33.3 16.7 11.1

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業　　

教育、学習支援業　　　

医療、福祉

サービス業（他に分類されないもの）

その他

全体

業

種

別

建設業　　　

製造業　　　

情報通信業　　

運輸業、郵便業　　

卸売業、小売業　　　

金融業、保険業　　　

不動産業、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業　　　
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平均勤続年数別にみると、【女性】においては、概ね平均勤続年数が長い事業所ほど「制度
あり」の割合が高くなる傾向がみられる。また、〈０～４年未満〉の事業所では、「制度はない
が検討中である」が 16.1％となっており、全体の 10.2％に対し 5.9 ポイント高くなっている。 

【男性】においては、〈０～４年未満〉の事業所では、「制度あり」が 53.1％と５割を超えて
いる。 

【女性】、【男性】ともに、平均勤続年数に関わらず「制度なし」が３～４割台を占めてい
る。 

図表３－３－６ 介護との両立支援制度の有無「⑤半日や時間単位の有給休暇」 

（全体、平均勤続年数別）【女性】 

 

 

図表３－３－７ 介護との両立支援制度の有無「⑤半日や時間単位の有給休暇」 

（全体、平均勤続年数別）男性 

 

 

④始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ 

始業・終業時刻の繰上げ・繰下げの「制度あり」は、〈情報通信業〉で 60.0％と最も高く、
その他概ねの業種で２～３割となっている。〈運輸業、郵便業〉は 14.3％、〈宿泊業、飲食サー

45.3 

37.1 

45.3 

51.4 

47.7 

37.5 

45.2 

35.0 

38.3 

36.2 

10.2 

16.1 

12.8 

5.6 

9.4 

6.9 

1.6 

6.8 

4.7 

6.7 

全体(N=461)

０～４年未満(n=62)

４～７年未満(n=117)

７～10年未満(n=107)

10年以上(n=149)

制度あり 制度なし 制度はないが検討中である 無回答

（％）

45.3 

53.1 

38.5 

46.2 

47.9 

37.5 

34.7 

44.8 

33.8 

36.5 

10.2 

8.2 

12.5 

6.2 

11.9 

6.9 

4.1 

4.2 

13.8 

3.7 

全体(N=461)

０～４年未満(n=49)

４～７年未満(n=96)

７～10年未満(n=65)

10年以上(n=219)

制度あり 制度なし 制度はないが検討中である 無回答

（％）（％）（％）
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ビス業〉では 15.8％と 1 割にとどまっている。また、〈宿泊業、飲食サービス業〉では「制度
はないが検討中である」が 26.3％となっている。（図表３－３－８） 

図表３－３－８ 介護との両立支援制度の有無「④始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ」 

（全体、業種別） 

 

 

  

（上段：実数、下段：％）

合

計

制

度

あ

り

制

度

な

し

制

度

は

な

い

が

検

討

中

で

あ

る

無

回

答

461 139 241 55 26

100.0 30.2 52.3 11.9 5.6

44 17 22 5 -

100.0 38.6 50.0 11.4 -

5 2 2 1 -

100.0 40.0 40.0 20.0 -

10 6 4 - -

100.0 60.0 40.0 - -

14 2 10 - 2

100.0 14.3 71.4 - 14.3

67 20 33 9 5

100.0 29.9 49.3 13.4 7.5

13 4 9 - -

100.0 30.8 69.2 - -

4 - 3 1 -

100.0 - 75.0 25.0 -

5 2 3 - -

100.0 40.0 60.0 - -

19 3 10 5 1

100.0 15.8 52.6 26.3 5.3

16 6 6 3 1

100.0 37.5 37.5 18.8 6.3

41 13 21 4 3

100.0 31.7 51.2 9.8 7.3

137 33 82 15 7

100.0 24.1 59.9 10.9 5.1

42 16 17 7 2

100.0 38.1 40.5 16.7 4.8

18 8 5 3 2

100.0 44.4 27.8 16.7 11.1

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業　　

教育、学習支援業　　　

医療、福祉

サービス業（他に分類されないもの）

その他

全体

業

種

別

建設業　　　

製造業　　　

情報通信業　　

運輸業、郵便業　　

卸売業、小売業　　　

金融業、保険業　　　

不動産業、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業　　　
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平均勤続年数別にみると、【女性】においては、平均勤続年数が長い事業所ほど「制度あ
り」の割合が高くなる傾向がみられる。また、〈０～４年未満〉の事業所では、「制度なし」が
59.7％と約６割を占めている。 

【男性】においては、〈０～４年未満〉の事業所では、「制度なし」が 63.3％と６割を超えて
いる。 

【女性】、【男性】ともに、平均勤続年数に関わらず「制度あり」は２～３割台を占めてい
る。 

図表３－３－９ 介護との両立支援制度の有無「④始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ」 

（全体、平均勤続年数別）女性 

 

 

図表３－３－10 介護との両立支援制度の有無「④始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ」 

（全体、平均勤続年数別）男性 

 

 

 

  

30.2 

24.2 

29.1 

32.7 

33.6 

52.3 

59.7 

49.6 

55.1 

51.0 

11.9 

16.1 

14.5 

9.3 

10.7 

5.6 

0.0 

6.8 

2.8 

4.7 

全体(N=461)

０～４年未満(n=62)

４～７年未満(n=117)

７～10年未満(n=107)

10年以上(n=149)

制度あり 制度なし 制度はないが検討中である 無回答

（％）

30.2 

28.6 

21.9 

38.5 

32.0 

52.3 

63.3 

57.3 

43.1 

52.1 

11.9 

8.2 

16.7 

6.2 

13.2 

5.6 

0.0 

4.2 

12.3 

2.7 

全体(N=461)

０～４年未満(n=49)

４～７年未満(n=96)

７～10年未満(n=65)

10年以上(n=219)

制度あり 制度なし 制度はないが検討中である 無回答

（％）（％）（％）（％）
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経年比較でみると、今回調査では、すべての制度で「制度あり」の割合が増加傾向となって
いる。特に〈①短時間勤務制度〉は令和 2 年度より 6.9 ポイント増加している。その一方で概
ねの制度について「制度なし」も増加傾向となっている。（図表３－３－11） 

図表３－３－11 介護との両立支援制度の有無（全体）【経年比較】 

 

57.5

50.6

48.2

28.2

25.7

30.8

9.3

11.4

8.6

5.0

12.2

12.4

今回調査(N=461)

令和２年度(N=385)

平成27年度(N=452)

（％）

①短時間勤務制度

12.1

11.7

9.5

72.2

62.3

66.4

10.2

11.7

7.7

5.4

14.3

16.4

今回調査(N=461)

令和２年度(N=385)

平成27年度(N=452)

②フレックスタイム

制度

30.2

28.6

24.3

52.3

42.9

50.9

11.9

14.3

9.3

5.6

14.3

15.5

今回調査(N=461)

令和２年度(N=385)

平成27年度(N=452)

④始業・終業時刻の

繰上げ・繰下げ

3.5

2.3

4.2

82.9

76.9

72.6

7.6

5.7

6.4

6.1

15.1

16.8

今回調査(N=461)

令和２年度(N=385)

平成27年度(N=452)

制度あり 制度なし 制度はないが検討中である 無回答

⑦介護に要する経費

の援助措置

12.4

10.6

73.8

60.8

8.2

13.8

5.6

14.8

今回調査(N=461)

令和２年度(N=385)

平成27年度(N=452)

③テレワーク（在宅

勤務制度等）

―

45.3

40.8

37.5

33.5

10.2

11.4

6.9

14.3

今回調査(N=461)

令和２年度(N=385)

平成27年度(N=452)

⑤半日や時間単位の

有給休暇

―

11.9

8.8

69.2

64.7

12.1

11.7

6.7

14.8

今回調査(N=461)

令和２年度(N=385)

平成27年度(N=452)

⑥再雇用制度（育

児・介護で退職した

人を正社員等で優先

的に雇用する制度

等） ――



第３章 調査の結果 

68 

 

２）介護との両立支援制度の最長期間 

各制度があると答えた事業所について、制度利用の最長期間をみると、〈③テレワーク（在宅
勤務制度等）〉では、「１年以上」が 86.0％と８割半ばを占め最も高くなっている。〈⑤半日や時
間単位の有給休暇〉、〈⑥再雇用制度（育児・介護で退職した人を正社員等で優先的に雇用する制
度等）〉でも「１年以上」が８割を超えている。 

経年比較でみると、〈④始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ〉では、「１年以上」が令和２年
45.5％で５割未満だったのに対し、今回調査では 74.8％と７割半ばを締め、30 ポイント近く高
くなっている。〈①短時間勤務制度〉、〈②フレックスタイム制度〉においても、「１年以上」が
令和２年度に対し 20 ポイント以上高くなっている。（図表３－３－12） 

図表３－３－12 介護との両立支援制度の最長利用期間（全体）【経年比較】 

 

7.2

7.7

10.1

10.2

23.1

47.7

9.1

19.5

22.9

73.6

49.7

19.3

今回調査(n=265)

令和２年度(n=195)

平成27年度(n=218)

（％）

①短時間勤務制度

8.9

8.9

11.6

7.1

11.1

25.6

7.1

26.7

25.6

76.8

53.3

37.2

今回調査(n=56)

令和２年度(n=45)

平成27年度(n=43)

②フレックスタイム

制度

8.6

10.0

11.8

5.0

20.9

38.2

11.5

23.6

25.5

74.8

45.5

24.5

今回調査(n=139)

令和２年度(n=110)

平成27年度(n=110)

④始業・終業時刻の

繰上げ・繰下げ

18.8

11.1

0.0

0.0

0.0

26.3

12.5

22.2

31.6

68.8

66.7

42.1

今回調査(n=16)

令和２年度(n=9)

平成27年度(n=19)

３ヶ月未満 ３ヶ月 ３ヶ月超１年未満 １年以上

⑦介護に要する経費

の援助措置

3.5

9.8

3.5

7.3

7.0

19.5

86.0

63.4

今回調査(n=57)

令和２年度(n=41)

平成27年度

③テレワーク（在宅

勤務制度等）

―

8.6

14.0

3.3

10.8

7.2

16.6

80.9

58.6

今回調査(n=209)

令和２年度(n=157)

平成27年度

⑤半日や時間単位の

有給休暇

―

7.3

11.8

5.5

5.9

5.5

17.6

81.8

64.7

今回調査(n=55)

令和２年度(n=34)

平成27年度

⑥再雇用制度（育

児・介護で退職した

人を正社員等で優先

的に雇用する制度

等） ―
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（４） 介護との両立支援制度の利用実績 

付問 16－1 

問 16で、太枠内（制度あり）に記入された事業所のみお答えください。 

制度があるとご回答の項目について、貴事業所の令和６年４月１日から令和７年３月

31日までの間の対象者及び利用者は何人いましたか。 

該当者がいない場合は０をご記入ください。 

 

介護との両立支援制度があると答えた事業所（最大 265 事業所）について、利用実績をみる
と、「女性」では〈②フレックスタイム制度〉が 81.5％と最も高く、次いで〈③テレワーク
（在宅勤務制度等）〉が 78.7％と２項目で７割以上となっている。「男性」では〈③テレワーク
（在宅勤務制度等）〉が 63.9％と最も高く、〈②フレックスタイム制度〉が 62.5％と２項目で６
割となっている。（図表３－４－１） 

図表３－４－１ 介護との両立支援制度の利用実績（全体） 

 

 

  

対象者 利用者 利用率

女性 613人 34人 5.5%

男性 1531人 6人 0.4%

女性 92人 75人 81.5%

男性 72人 45人 62.5%

女性 141人 111人 78.7%

男性 97人 62人 63.9%

女性 137人 75人 54.7%

男性 106人 38人 35.8%

女性 804人 411人 51.1%

男性 1492人 271人 18.2%

女性 0人 0人 0.0%

男性 3人 0人 0.0%

女性 11人 1人 9.1%

男性 17人 1人 5.9%

⑥再雇用制度（育児・介護で退職した人を

正社員等で優先的に雇用する制度等）

⑦介護に要する経費の援助措置

①短時間勤務制度

②フレックスタイム制度

③テレワーク（在宅勤務制度等）

④始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ

⑤半日や時間単位の有給休暇



第３章 調査の結果 

70 

 

（５） 多様な働き方を可能にする制度の有無 

問 17 
貴事業所では、下記の制度はありますか。それぞれの項目について該当する番号に○

をつけてください。 

１）制度の有無 

育児介護支援のほか、多様な働き方を可能にする各制度の整備状況をみると、〈①配偶者出
産支援休暇〉が 57.5％と最も高く、次いで〈④その他〉が 30.2％と 2 項目で 3 割以上となって
いる。また、〈③勤務地限定・選択制度〉は 12.4％、〈②就業形態の移行（正社員⇔パート
等）〉が 12.1％となっている。（図表３－５－１） 

図表３－５－１ 多様な働き方を可能にする制度の有無（全体） 

 

 

※④その他について 

具体的意見：特別休暇、育児参加休暇、対象児の年齢引き上げ、制度はないが面談により②就
業形態の移行、③勤務地限定・選択ができる。 

  

57.5 

12.1 

12.4 

30.2 

28.2 

72.2 

73.8 

52.3 

9.3 

10.2 

8.2 

11.9 

5.0 

5.4 

5.6 

5.6 

①配偶者出産支援休暇

②就業形態の移行（正社員⇔パート等）

③勤務地限定・選択制度

④その他

制度あり 制度なし 制度はないが検討中である 無回答

（％）
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①配偶者出産支援休暇 

配偶者出産支援休暇の「制度あり」は、〈金融業、保険業〉で 92.3％と 9 割を超えており、
概ねの業種で３～４割程度となっている。〈建設業〉では 18.2％と１割以上にとどまってい
る。また、〈宿泊業、飲食サービス業〉では「制度はないが検討中である」が 21.1％となって
いる。（図表３－５－２） 

図表３－５－２ 多様な働き方を可能にする制度の有無「①配偶者出産支援休暇」 

（全体、業種別） 

 

  

（上段：実数、下段：％）

合

計

制

度

あ

り

制

度

な

し

制

度

は

な

い

が

検

討

中

で

あ

る

無

回

答

461 172 226 48 15

100.0 37.3 49.0 10.4 3.3

44 8 31 5 -

100.0 18.2 70.5 11.4 -

5 2 3 - -

100.0 40.0 60.0 - -

10 6 4 - -

100.0 60.0 40.0 - -

14 6 7 1 -

100.0 42.9 50.0 7.1 -

67 24 32 9 2

100.0 35.8 47.8 13.4 3.0

13 12 1 - -

100.0 92.3 7.7 - -

4 2 2 - -

100.0 50.0 50.0 - -

5 2 2 - 1

100.0 40.0 40.0 - 20.0

19 4 10 4 1

100.0 21.1 52.6 21.1 5.3

16 6 8 2 -

100.0 37.5 50.0 12.5 -

41 14 26 1 -

100.0 34.1 63.4 2.4 -

137 52 67 12 6

100.0 38.0 48.9 8.8 4.4

42 18 15 7 2

100.0 42.9 35.7 16.7 4.8

18 6 7 2 3

100.0 33.3 38.9 11.1 16.7
その他

全体

業

種

別

建設業　　　

製造業　　　

情報通信業　　

運輸業、郵便業　　

卸売業、小売業　　　

金融業、保険業　　　

不動産業、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業　　　

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業　　

教育、学習支援業　　　

医療、福祉

サービス業（他に分類されないもの）
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②就業形態の移行（正社員⇔パート等） 

就業形態の移行の「制度あり」は、〈生活関連サービス業、娯楽業〉で 62.5％、〈宿泊業、飲
食サービス業〉と〈医療、福祉〉で 52.6％と５割を超えている。〈建設業〉では 18.2％、〈情報
通信業〉では 10.0％と１割程度にとどまっている。また、〈宿泊業、飲食サービス業〉では
「制度はないが検討中である」が 26.3％となっている。（図表３－５－３） 

図表３－５－３ 多様な働き方を可能にする制度の有無「②就業形態の移行（正社員⇔パート等）」 

（全体、業種別） 

 

 

  

（上段：実数、下段：％）

合

計

制

度

あ

り

制

度

な

し

制

度

は

な

い

が

検

討

中

で

あ

る

無

回

答

461 186 200 60 15

100.0 40.3 43.4 13.0 3.3

44 8 30 5 1

100.0 18.2 68.2 11.4 2.3

5 1 4 - -

100.0 20.0 80.0 - -

10 1 9 - -

100.0 10.0 90.0 - -

14 4 10 - -

100.0 28.6 71.4 - -

67 32 20 13 2

100.0 47.8 29.9 19.4 3.0

13 4 9 - -

100.0 30.8 69.2 - -

4 1 3 - -

100.0 25.0 75.0 - -

5 2 3 - -

100.0 40.0 60.0 - -

19 10 4 5 -

100.0 52.6 21.1 26.3 -

16 10 4 2 -

100.0 62.5 25.0 12.5 -

41 11 29 1 -

100.0 26.8 70.7 2.4 -

137 72 38 20 7

100.0 52.6 27.7 14.6 5.1

42 14 20 7 1

100.0 33.3 47.6 16.7 2.4

18 5 7 3 3

100.0 27.8 38.9 16.7 16.7
その他

全体

業

種

別

建設業　　　

製造業　　　

情報通信業　　

運輸業、郵便業　　

卸売業、小売業　　　

金融業、保険業　　　

不動産業、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業　　　

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業　　

教育、学習支援業　　　

医療、福祉

サービス業（他に分類されないもの）
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③勤務地限定・選択制度 

勤務地限定・選択制度の「制度あり」は、〈宿泊業、飲食サービス業〉で 31.6％、〈生活関連
サービス業、娯楽業〉で 31.3％と３割以上となっている。他の業種では概ね２割程度となって
いるが、〈建設業〉では 2.3％、〈教育、学習支援業〉では 7.3％、〈医療、福祉〉では 16.8％と
低くなっている。また、〈宿泊業、飲食サービス業〉では「制度はないが検討中である」が
21.1％となっている。（図表３－５－４） 

図表３－５－４ 多様な働き方を可能にする制度の有無「③勤務地限定・選択制度」 

（全体、業種別） 

 

 

  

（上段：実数、下段：％）

合

計

制

度

あ

り

制

度

な

し

制

度

は

な

い

が

検

討

中

で

あ

る

無

回

答

461 84 316 41 20

100.0 18.2 68.5 8.9 4.3

44 1 38 4 1

100.0 2.3 86.4 9.1 2.3

5 - 5 - -

100.0 - 100 - -

10 2 8 - -

100.0 20.0 80.0 - -

14 4 10 - -

100.0 28.6 71.4 - -

67 20 38 7 2

100.0 29.9 56.7 10.4 3.0

13 3 10 - -

100.0 23.1 76.9 - -

4 1 3 - -

100.0 25.0 75.0 - -

5 1 4 - -

100.0 20.0 80.0 - -

19 6 8 4 1

100.0 31.6 42.1 21.1 5.3

16 5 10 1 -

100.0 31.3 62.5 6.3 -

41 3 37 1 -

100.0 7.3 90.2 2.4 -

137 23 92 12 10

100.0 16.8 67.2 8.8 7.3

42 11 23 6 2

100.0 26.2 54.8 14.3 4.8

18 - 13 2 3

100.0 - 72.2 11.1 16.7
その他

全体

業

種

別

建設業　　　

製造業　　　

情報通信業　　

運輸業、郵便業　　

卸売業、小売業　　　

金融業、保険業　　　

不動産業、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業　　　

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業　　

教育、学習支援業　　　

医療、福祉

サービス業（他に分類されないもの）
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経年比較でみると、今回調査では、各制度で「制度あり」の割合が増加している。特に〈②
就業形態の移行（正社員⇔パート等）〉は 8.4 ポイント、〈①配偶者出産支援休暇〉は 5.1 ポイ
ントと令和 2 年度より５ポイント以上増加している。また、〈③勤務地限定・選択制度〉は
「制度なし」もやや増加している。（図表３－５－５） 

図表３－５－５ 多様な働き方を可能にする制度の有無（全体)【経年比較】 

 

 

  

37.3

32.2

29.2

14.1

53.2

52.2

7.6

7.3

5.1

3.9

7.3

13.5

今回調査(N=461)

令和２年度(N=385)

平成27年度(N=452)

（％）

①配偶者出産支援休

暇

40.3

31.9

34.3

43.4

47.8

44.7

13.0

11.7

7.7

3.3

8.6

13.3

今回調査(N=461)

令和２年度(N=385)

平成27年度(N=452)

②就業形態の移行

（正社員⇔パート

等）

18.2

15.3

13.7

68.5

67.3

64.4

8.9

7.5

6.9

4.3

9.9

15.0

今回調査(N=461)

令和２年度(N=385)

平成27年度(N=452)

制度あり 制度なし 制度はないが検討中である 無回答

③勤務地限定・選択

制度
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（６） 多様な働き方を可能にする制度の利用実績 

付問 17－1 

問 17で、太枠内（制度あり）に記入された事業所のみお答えください。 

制度がある項目について、貴事業所の昨年度の利用実績をお聞きします。該当する項

目について、それぞれ男女別にあてはまる番号に○をつけてください。 

 

多様な働き方を可能にする制度があると答えた事業所（最大 186 事業所中）について、利用
者が多い項目をみると、「女性」では〈②就業形態の移行（正社員⇔パート等）〉が 7.4％と最
も高く、次いで〈③勤務地限定・選択制度〉が 5.5％となっている。「男性」では〈①配偶者出
産支援休暇〉が 18.1％と最も高くなっている。（図表３－６－１） 

図表３－６－１ 多様な働き方を可能にする制度の利用実績（全体） 

 

 

  

4.1

18.1

3.0

11.1

67.5

46.1

25.5

24.7

女性

男性

（％）

①配偶者出産支援休暇

7.4

3.0

24.0

11.8

49.1

61.3

19.6

24.0

女性

男性

②就業形態の移行（正社

員⇔パート等）

5.5

2.2

7.7

6.6

47.2

50.2

39.5

41.0

女性

男性

③勤務地限定・選択制度

0.4

0.4

1.5

1.1

43.5

44.3

54.6

54.2

女性

男性

利用者が多い 利用者が少ない 実績なし 無回答

④その他
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（７） 育児や介護を行っている従業員が働きやすい環境づくり 

１）育児や介護を行っている従業員が働きやすい環境づくりの実施状況 

問 18 
貴事業所では、育児や介護を行っている従業員が働きやすい環境づくりをしています

か。それぞれ該当する番号に○をつけてください。 

 

育児や介護を行っている労働者が働きやすい環境づくりの取組みの実施状況について、〈③
相談窓口の設置〉が 56.0％で最も高く、次いで〈①両立支援への積極的な取組みを経営や人事
の方針とする〉が 48.8％で４割以上となっている。他は２～３割となっているが、〈④プロジ
ェクトチームの設置や職業家庭両立支援者の選任〉は 6.5％と 1 割に満たない。（図表３－７－
１） 

図表３－７－１ 育児や介護を行っている従業員が働きやすい制度の環境づくりの実施状況（全体） 

 

 

  

48.8 

26.5

56.0 

32.1 

6.5

31.2

1.1

27.8 

46.0 

26.5 

44.5 

73.1

47.1

67.7

20.6 

24.3 

14.8 

20.6 

17.4

18.9

3.9
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2.8 

3.0

2.8

27.3

①両立支援への積極的な取組みを経

営や人事の方針とする

②管理者への研修の実施

③相談窓口の設置

④両立支援についての労使の話し合

い

⑤プロジェクトチームの設置や職業

家庭両立支援者の選任

⑥社内報、社内メール等で両立支援

制度の情報提供

⑦その他

実施している 実施していない 実施していないが検討中である 無回答

（％）
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各取組みの「実施している」上位２項目を業種別でみると、以下のとおりである。 

 

③相談窓口の設置 

相談窓口の設置について、「実施している」は、〈金融業、保険業〉で 84.6％、〈運輸業、郵
便業〉で 71.4％と７割を超えている。〈建設業〉は 34.1％、〈宿泊業、飲食サービス業〉では
36.8％と３割程度にとどまっている。また、「実施していないが検討中である」は、〈情報通信
業〉では 30.0％、〈宿泊業、飲食サービス業〉では 31.6％となっている。（図表３－７－２） 

図表３－７－２ 育児や介護を行っている従業員が働きやすい制度の環境づくりの実施状況 

「③相談窓口の設置」（全体、業種別） 

 

  

（上段：実数、下段：％）
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計
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い
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い

実
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い

な

い

が

検

討

中

で

あ

る

無

回

答

461 258 122 68 13

100.0 56.0 26.5 14.8 2.8

44 15 21 8 -

100.0 34.1 47.7 18.2 -

5 3 1 1 -

100.0 60.0 20.0 20.0 -

10 6 1 3 -

100.0 60.0 10.0 30.0 -

14 10 3 1 -

100.0 71.4 21.4 7.1 -

67 36 20 8 3

100.0 53.7 29.9 11.9 4.5

13 11 2 - -

100.0 84.6 15.4 - -

4 2 2 - -

100.0 50.0 50.0 - -

5 3 2 - -

100.0 60.0 40.0 - -

19 7 5 6 1

100.0 36.8 26.3 31.6 5.3

16 11 4 1 -

100.0 68.8 25.0 6.3 -

41 23 13 3 2

100.0 56.1 31.7 7.3 4.9

137 89 31 14 3

100.0 65.0 22.6 10.2 2.2

42 22 9 10 1

100.0 52.4 21.4 23.8 2.4

18 11 2 3 2

100.0 61.1 11.1 16.7 11.1
その他

全体

業

種

別

建設業　　　

製造業　　　

情報通信業　　

運輸業、郵便業　　

卸売業、小売業　　　

金融業、保険業　　　

不動産業、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業　　　

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業　　

教育、学習支援業　　　

医療、福祉

サービス業（他に分類されないもの）
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①両立支援への積極的な取組みを経営や人事の方針とする 

両立支援への積極的な取組みを経営や人事の方針とすることについて、「実施している」
は、〈金融業、保険業〉で 92.3％、〈情報通信業〉では 70.0％と７割を超えている。〈建設業〉
では 25.0％、〈宿泊業、飲食サービス業〉では 21.1％と２割程度にとどまっている。また、「実
施していないが検討中である」は、〈建設業〉では 29.5％、〈宿泊業、飲食サービス業〉では
42.1％となっている。（図表３－７－３） 

図表３－７－３ 育児や介護を行っている従業員が働きやすい制度の環境づくりの実施状況 

「①両立支援への積極的な取組みを経営や人事の方針とする」（全体、業種別） 

 

 

  

（上段：実数、下段：％）
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て

い
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い
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討

中

で

あ

る

無

回

答

461 225 128 95 13

100.0 48.8 27.8 20.6 2.8

44 11 20 13 -

100.0 25.0 45.5 29.5 -

5 2 1 2 -

100.0 40.0 20.0 40.0 -

10 7 2 1 -

100.0 70.0 20.0 10.0 -

14 9 3 2 -

100.0 64.3 21.4 14.3 -

67 35 18 11 3

100.0 52.2 26.9 16.4 4.5

13 12 1 - -

100.0 92.3 7.7 - -

4 1 3 - -

100.0 25.0 75.0 - -

5 2 3 - -

100.0 40.0 60.0 - -

19 4 6 8 1

100.0 21.1 31.6 42.1 5.3

16 6 10 - -

100.0 37.5 62.5 - -

41 16 17 7 1

100.0 39.0 41.5 17.1 2.4

137 77 26 31 3

100.0 56.2 19.0 22.6 2.2

42 24 7 10 1

100.0 57.1 16.7 23.8 2.4

18 7 5 3 3

100.0 38.9 27.8 16.7 16.7
その他

全体

業

種

別

建設業　　　

製造業　　　

情報通信業　　

運輸業、郵便業　　

卸売業、小売業　　　

金融業、保険業　　　

不動産業、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業　　　

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業　　

教育、学習支援業　　　

医療、福祉

サービス業（他に分類されないもの）
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経年比較でみると、今回調査では、概ねの取組みで「実施している」の割合が増加傾向とな
っている。特に〈⑥相談窓口の設置〉は 16.5 ポイント、〈①両立支援への積極的な取組みを経
営や人事の方針とする〉は 9.8 ポイント令和 2 年度より増加している。（図表３－７－４） 

図表３－７－４ 育児や介護を行っている従業員が働きやすい環境づくりの実施状況（全体）【経年比較】 
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平成27年度(N=452)

②管理者への研修の

実施

32.1

23.6

19.0

44.5

50.6

53.3

20.6

16.6

11.9

2.8

9.1

15.7

今回調査(N=461)

令和２年度(N=385)

平成27年度(N=452)

④両立支援について

の労使の話し合い

31.2

21.3

14.8

47.1

57.7

58.8

18.9

11.7

11.5

2.8

9.4

14.8

今回調査(N=461)

令和２年度(N=385)

平成27年度(N=452)

⑥社内報、社内メー

ル等で両立支援制度

の情報提供

56.0

39.5

32.7

26.5

39.7

42.9

14.8

12.2

10.6

2.8

8.6

13.7

今回調査(N=461)

令和２年度(N=385)

平成27年度

③相談窓口の設置

6.5

7.0

6.0

73.1

72.2

67.0

17.4

10.9

10.6

3.0

9.9

16.4

今回調査(N=461)

令和２年度(N=385)

平成27年度

⑤プロジェクトチー

ムの設置や職業家庭

両立支援者の選任

1.1

1.6

1.5

67.7

33.8

29.4

3.9

4.2

3.3

27.3

60.5

65.7

今回調査(N=461)

令和２年度(N=385)

平成27年度

⑦その他
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付問 18－1 
また、貴事業所において、働きながら育児・介護を行う従業員に対して、法定以外で特

徴ある取組みをしている場合、具体的に内容を記載してください。 

２）両立支援の法定以外の取組み 

その他、法定以外での特徴ある取組みについて（自由回答） 

「個別の対応」と「制度・柔軟な働き方（時短・時差）」が 19 件と最も多く、次いで「育児
休業・介護休業（柔軟な対応）」が 11 件となっている。 

 

 意見内容（項目） 意見数 

１ 個別の対応 19 

２ 制度・柔軟な働き方（時短・時差） 19 

３ 育児休業・介護休業（柔軟な対応） 11 

４ 育児休業（柔軟な対応） 7 

５ 休暇制度 ６ 

６ 福利厚生 ３ 

７ 相談体制 ３ 

８ その他支援 ２ 

９ 保育所利用補助 １ 

10 就労規則に則る １ 

 合計 72 

 

主な意見の概要（上位 3 項目） 

○個別の対応 

・就業規則には規定していないが、賃金や手当、各種休暇は男女に格差なく、必要に応じて、 

都度、役員と従業員との話し合いにより、柔軟に対応している。（医療、福祉） 

・相談・話し合いにより、個別柔軟に対応している。（卸売業、小売業 ・建設業・医療、福祉・
情報通信業） 

・休暇の必要性を同じ視点で考え、働き続けられる策を考えている。（医療、福祉） 等 

 

○制度・柔軟な働き方（時短・時差） 

・一定時間のシフトの固定を、子どもが小学 4 年になるまで認める。（医療、福祉） 

・有給休暇の付与を時間単位等で取得できるよう柔軟な対応をしている。（教育、学習支援業） 

・制度はないが、都度有給(有給休暇を使わない)やフレックス勤務等で対応。 （サービス業） 等 

 

○育児休業・介護休業（柔軟な対応） 

・介護短時間勤務制度は利用期間に制限なく、育休は 3 歳に達するまで取得できる。 （金融業、
保険業） 

・子の看護等休暇については小学校卒業まで、卒業式への参加も休暇取得要件となっている。
（サービス業） 

・時間帯での子の看護・介護休暇の有給化。（卸売業、小売業） 等 

※回答は一部文字の修正、要約等を実施している。 
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（８） 育児と介護の両立支援制度についての意向 

問 19 

貴事業所では、育児や介護を行っている従業員に対する両立支援制度について、今後

どのようにお考えですか。最もあてはまるものを１つ選び、番号に○をつけてくださ

い。 

事業所における両立支援制度の今後の考え方は、「現状のままでよい」が 33.2％と最も高く、
３割以上となっている。次いで 「両立支援制度の充実を図る」が 30.4％となっている。（図表３
－８－１） 

業種別にみると、「現状のままでよい」は〈金融業、保険業〉で 69.2％と最も高く、〈建設
業〉では 50.0％と５割を超えている。「両立支援制度の充実を図る」は〈医療、福祉〉で
43.1％と最も高く、「現状のままでよい」は 22.6％と他の業種に比べ低くなっている。（図表３
－８－１） 

図表３－８－１ 両立支援制度についての今後の考え方（全体、業種別） 

 

  

（上段：実数、下段：％）
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問

題

点
）

無

回

答

461 140 70 79 153 7 12

100.0 30.4 15.2 17.1 33.2 1.5 2.6

44 11 4 7 22 - -

100.0 25.0 9.1 15.9 50.0 - -

5 1 1 1 2 - -

100.0 20.0 20.0 20.0 40.0 - -

10 4 1 1 4 - -

100.0 40.0 10.0 10.0 40.0 - -

14 3 2 5 4 - -

100.0 21.4 14.3 35.7 28.6 - -

67 17 18 3 25 1 3

100.0 25.4 26.9 4.5 37.3 1.5 4.5

13 2 1 1 9 - -

100.0 15.4 7.7 7.7 69.2 - -

4 - 1 - 2 1 -

100.0 - 25.0 - 50.0 25.0 -

5 - - 2 3 - -

100.0 - - 40.0 60.0 - -

19 8 1 2 6 - 2

100.0 42.1 5.3 10.5 31.6 - 10.5

16 4 2 3 7 - -

100.0 25.0 12.5 18.8 43.8 - -

41 9 10 11 10 - 1

100.0 22.0 24.4 26.8 24.4 - 2.4

137 59 20 23 31 2 2

100.0 43.1 14.6 16.8 22.6 1.5 1.5

42 12 3 12 13 1 1

100.0 28.6 7.1 28.6 31.0 2.4 2.4

18 4 3 4 5 - 2

100.0 22.2 16.7 22.2 27.8 - 11.1
その他

全体

業

種

別

建設業　　　

製造業　　　

情報通信業　　

運輸業、郵便業　　

卸売業、小売業　　　

金融業、保険業　　　

不動産業、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業　　　

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業　　

教育、学習支援業　　　

医療、福祉

サービス業（他に分類されないもの）
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女性比率別でみると、「現状のままでよい」は、〈0～20％未満〉の事業所で 48.6％と４割以
上と最も高い。女性比率が高くなるごとに割合は減少している。（図表３－８－２） 

図表３－８－２ 両立支援制度についての今後の考え方（全体、女性比率別） 

 

 

ボジティブ・アクション認知度別にみると、「既存制度の利用者の増加を図る」、「両立支援
制度の充実と利用者の増加を図る」については、〈ボジティブ・アクション認知度〉が高いほ
ど、割合も高い傾向にあり、「現状のままでよい」は、〈ボジティブ・アクション認知度〉が低
くなるに従い、高い割合となっている。（図表３－８－３） 

図表３－８－３ 両立支援制度についての今後の考え方 

(全体、ボジティブ・アクション認知度別) 

 

 

  

30.4

17.1

25.8

32.6

36.4

15.2

11.4

16.1

15.8

16.2

17.1

18.6

21.5

11.6

17.7

33.2

48.6

35.5

34.7

25.8

1.5

2.9

0.0

2.1

1.5

2.6

1.4

1.1

3.2

2.5

全体(N=461)

０～20％未満

(n=70)

20～40％未満

(n=93)

40～60％未満

(n=95)

60％以上(n=198)

両立支援制度の充実を図る 既存制度の利用者の増加を図る
両立支援制度の充実と利用者の増加を図る 現状のままでよい
問題があるので見直したい（具体的な問題点） 無回答

（％）

30.4 

30.6 

31.1 

36.9 

22.1 

15.2 

27.8 

16.8 

14.9 

8.8 

17.1 

25.0 

19.2 

13.5 

15.9 

33.2 

13.9 

30.5 

34.0 

43.4 

1.5 

2.8 

0.6 

0.0 

4.4 

2.6 

0.0 

1.8 

0.7 

5.3 

全体(N=461)

内容を含めて良く知っている(n=36)

内容をある程度知っている(n=167)

言葉は聞いたことはあるが、内容は

あまり知らない(n=141)

知らない(n=113)

両立支援制度の充実を図る 既存制度の利用者の増加を図る
両立支援制度の充実と利用者の増加を図る 現状のままでよい
問題があるので見直したい（具体的な問題点） 無回答

（％）
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経年比較でみると「両立支援制度の充実を図る」「既存制度の利用者の増加を図る」「両立支
援制度の充実と利用者の増加を図る」は概ね増加傾向となっている。（図表３－８－４） 

図表３－８－４ 両立支援制度についての今後の考え方（全体）【経年比較】 

 

  

30.4

28.6

31.0

15.2

13.2

14.8

17.1

14.3

14.4

33.2

33.8

27.7

1.5

1.6

1.3

2.6

8.6

10.8

今回調査（N=461)

令和２年度(N=385)

平成27年度(N=452)

両立支援制度の充実を図る 既存制度の利用者の増加を図る

両立支援制度の充実と利用者の増加を図る 現状のままでよい

問題があるので見直したい（具体的な問題点） 無回答

（％）
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（９） 両立支援制度を設ける上で一番重要なこと 

問 20 

貴事業所において、今までにあげた両立支援制度を設ける上で、一番重要なことはど

のようなことだと思いますか。最もあてはまるものを１つ選び、番号に○をつけてくだ

さい。 

事業所において両立支援制度を設ける上で最も重要なことについて、「育児・介護休業法など
法律の知識」が 29.9％と最も高く、 「企業トップの意識」が 17.6％、 「企業の経営状況」が 12.6％、
「両立支援制度利用者の存在」が 11.5％、 「行政の経費補助」が 10.6％と 4 項目で 1 割程度とな
っている。（図表３－９－１） 

業種別にみると、〈金融業、保険業〉では「育児・介護休業法など法律の知識」が 69.2％と
高くなっており、〈医療、福祉〉でも 30.7％と 3 割となっている。「企業トップの意識」は〈建
設業〉で 31.8％、〈宿泊業、飲食サービス業〉で 31.6％と 3 割程度となっている。（図表３－９
－１） 

図表３－９－１ 両立支援制度を設ける上で一番重要なこと（全体、業種別） 

 

 

  

（上段：実数、下段：％）
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援

制

度
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業
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況
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助

そ
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他

無

回

答

461 138 81 35 53 58 49 22 25

100.0 29.9 17.6 7.6 11.5 12.6 10.6 4.8 5.4

44 13 14 4 2 5 2 3 1

100.0 29.5 31.8 9.1 4.5 11.4 4.5 6.8 2.3

5 1 1 - 1 1 1 - -

100.0 20.0 20.0 - 20.0 20.0 20.0 - -

10 1 2 2 1 1 3 - -

100.0 10.0 20.0 20.0 10.0 10.0 30.0 - -

14 4 2 - 4 2 1 - 1

100.0 28.6 14.3 - 28.6 14.3 7.1 - 7.1

67 20 10 4 9 10 5 1 8

100.0 29.9 14.9 6.0 13.4 14.9 7.5 1.5 11.9

13 9 3 - 1 - - - -

100.0 69.2 23.1 - 7.7 - - - -

4 - 1 - - 1 2 - -

100.0 - 25.0 - - 25.0 50.0 - -

5 2 1 - - - 2 - -

100.0 40.0 20.0 - - - 40.0 - -

19 2 6 2 2 4 1 - 2

100.0 10.5 31.6 10.5 10.5 21.1 5.3 - 10.5

16 5 2 - 1 5 3 - -

100.0 31.3 12.5 - 6.3 31.3 18.8 - -

41 11 7 4 5 4 4 5 1

100.0 26.8 17.1 9.8 12.2 9.8 9.8 12.2 2.4

137 42 21 15 18 11 15 6 9

100.0 30.7 15.3 10.9 13.1 8 10.9 4.4 6.6

42 12 6 3 5 7 5 3 1

100.0 28.6 14.3 7.1 11.9 16.7 11.9 7.1 2.4

18 7 2 1 - 2 2 2 2

100.0 38.9 11.1 5.6 - 11.1 11.1 11.1 11.1
その他

全体

業

種

別

建設業　　　

製造業　　　

情報通信業　　

運輸業、郵便業　　

卸売業、小売業　　　

金融業、保険業　　　

不動産業、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業　　　

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業　　

教育、学習支援業　　　

医療、福祉

サービス業（他に分類されないもの）
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女性比率別にみると、「育児・介護休業法など法律の知識」は、女性比率に関わりなく、3 割
程度となっている。「両立支援制度利用者の存在」は、概ね女性比率の低い事業所ほど高い割
合となっている。「行政の経費補助」は、女性比率の高い事業所ほど高い割合となっている。
（図表３－９－２） 

図表３－９－２ 両立支援制度を設ける上で一番重要なこと（全体、女性比率別） 

 

 

労働組合の有無別にみると、「育児・介護休業法など法律の知識」は〈労働組合有〉で
34.4％と 3 割以上に対し、〈労働組合無〉で 28.6％と 2 割以上にとどまっている。 

「企業トップの意識」や「人事・労務担当者の意識」など会社の従業員（トップ含む）意識
については、〈労働組合有〉で高い割合となっている。また、「企業の経営状況」や「行政の経
費補助」など経営や経費の面に関しては〈労働組合無〉で高い割合になっている。（図表３－９
－３） 

図表３－９－３ 両立支援制度を設ける上で一番重要なこと（全体、労働組合の有無別） 

 

  

29.9

31.4

32.3

30.5

28.3

17.6

14.3

20.4

16.8

18.2

17.1

18.6

21.5

11.6

17.7

11.5

14.3

14.0

8.4

11.1

12.6

15.7

11.8

11.6

12.1

10.6

5.7

7.5

13.7

12.1

4.8

10.0

2.2

4.2

4.5

5.4

1.4

5.4

4.2

7.1

全体(N=461)

０～20％未満(n=70)

20～40％未満(n=93)

40～60％未満(n=95)

60％以上(n=198)

育児・介護休業法など法律の知識 企業トップの意識 人事・労務担当者の意識
両立支援制度利用者の存在 企業の経営状況 行政の経費補助
その他 無回答

（％）

29.9

34.4

28.6

29.9

34.4

28.6

7.6

9.6

6.9

11.5

12.8

11.1

12.6

7.2

14.5

10.6

9.6

10.5

4.8

4.0

5.1

5.4

8.0

4.5

全体(N=461)

労働組合有(n=125)

労働組合無(n=332)

育児・介護休業法など法律の知識 企業トップの意識 人事・労務担当者の意識

両立支援制度利用者の存在 企業の経営状況 行政の経費補助

その他 無回答

（％）
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経年比較でみると、「育児・介護休業法など法律の知識」が増加傾向となっており、令和 2

年度より 12 ポイント増加している。一方「企業トップの意識」や「行政の経費補助」は減少
傾向となっている。（図表３－９－４） 

図表３－９－４ 両立支援制度を設ける上で一番重要なこと【経年比較】 

 

  

29.9

17.9

17.3

17.6

19.2

22.1

7.6

10.9

8.8

11.5

11.2

12.4

12.6

14.8

11.7

10.6

13.8

14.4

4.8

2.9

2.7

5.4

9.4

10.6

今回調査（N=461)

令和２年度(N=385)

平成27年度(N=452)

育児・介護休業法など法律の知識 企業トップの意識 人事・労務担当者の意識

両立支援制度利用者の存在 企業の経営状況 行政の経費補助

その他 無回答

（％）
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（１０） 従業員が働きながら育児や介護を行うために重要なこと 

問 21 
従業員が、働きながら育児や介護を行うには、何が重要とお考えですか。該当するもの

を３つまで選び、番号に○をつけてください。 

 

従業員が働きながら育児や介護を行うために重要なことは、「休業取得に対する上司、同僚の
理解浸透」が 45.8％と最も高くなっている。次いで、「職場の両立支援制度の充実」が 39.3％、
「職場の一人当たりの業務量の削減」が 34.7％となっている。（図表３－10－１） 

業種別にみると、「休業所得に対する上司、同僚の理解浸透」は〈情報通信業〉では 70.0％
と最も高く、〈金融業、保険業〉で 69.2％、〈卸売業、小売業〉が 59.7％、〈教育、学習支援
業〉で 53.7％と 5 割以上となっている。「職場の両立支援制度の充実」は概ねの業種で３～４
割となっている。また、〈金融業、保険業〉では「職場の一人当たりの業務量の削減」は 6 割
となっている。一方、〈宿泊業、飲食サービス業〉では、「保育園等、社会のサポート体制の充
実」が 42.1％と高い割合となっている。（図表３－10－１） 

図表３－10－１ 従業員が働きながら育児や介護を行うために重要なこと（全体、業種別）：複数回答 

 

  

（上段：実数、下段：％）
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家

族
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家

族

の
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識
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革 保
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等
、

社
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ト

体

制

の

充

実

行

政

の

経

費

補

助

そ

の

他

無

回

答

461 92 181 160 211 14 63 70 154 158 15 15

100.0 20.0 39.3 34.7 45.8 3.0 13.7 15.2 33.4 34.3 3.3 3.3

44 7 16 10 22 4 4 6 13 17 3 -

100.0 15.9 36.4 22.7 50.0 9.1 9.1 13.6 29.5 38.6 6.8 -

5 1 - 1 3 - 1 1 2 1 1 -

100.0 20.0 - 20.0 60.0 - 20.0 20.0 40.0 20.0 20.0 -

10 2 2 1 7 - 1 3 5 3 - -

100.0 20.0 20.0 10.0 70.0 - 10.0 30.0 50.0 30.0 - -

14 1 5 7 5 - 3 3 3 3 1 1

100.0 7.1 35.7 50.0 35.7 - 21.4 21.4 21.4 21.4 7.1 7.1

67 14 29 15 40 2 5 13 16 18 2 4

100.0 20.9 43.3 22.4 59.7 3.0 7.5 19.4 23.9 26.9 3.0 6.0

13 6 4 8 9 - - 3 4 3 - -

100.0 46.2 30.8 61.5 69.2 - - 23.1 30.8 23.1 - -

4 1 1 - 2 - 1 1 1 2 - -

100.0 25.0 25.0 - 50.0 - 25.0 25.0 25.0 50.0 - -

5 - 1 2 2 - - 2 1 3 - -

100.0 - 20.0 40.0 40.0 - - 40.0 20.0 60.0 - -

19 3 8 9 9 - 3 1 8 7 - 2

100.0 15.8 42.1 47.4 47.4 - 15.8 5.3 42.1 36.8 - 10.5

16 2 7 5 6 - 1 3 6 6 - -

100.0 12.5 43.8 31.3 37.5 - 6.3 18.8 37.5 37.5 - -

41 11 18 16 22 - 10 6 15 14 1 1

100.0 26.8 43.9 39.0 53.7 - 24.4 14.6 36.6 34.1 2.4 2.4

137 30 61 50 49 4 22 21 50 49 5 4

100.0 21.9 44.5 36.5 35.8 2.9 16.1 15.3 36.5 35.8 3.6 2.9

42 10 19 18 16 1 5 2 14 19 - -

100.0 23.8 45.2 42.9 38.1 2.4 11.9 4.8 33.3 45.2 - -

18 2 4 9 12 2 4 - 6 4 - 2

100.0 11.1 22.2 50.0 66.7 11.1 22.2 - 33.3 22.2 - 11.1
その他

全体

業

種

別

建設業　　　

製造業　　　

情報通信業　　

運輸業、郵便業　　

卸売業、小売業　　　

金融業、保険業　　　

不動産業、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業　　　

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業　　

教育、学習支援業　　　

医療、福祉

サービス業（他に分類されないもの）
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従業員規模別でみると、「職場の両立支援制度充実」は従業員規模が大きくなるほど割合が
高くなっている。一方「行政の経費補助」は、従業員規模が小さくなるほど、割合が高くなっ
ている。（図表３－10－２） 

図表３－10－２ 従業員が働きながら育児や介護を行うために重要なこと（全体、従業員規模別）：複数回答 

 

 

  

（上段：実数、下段：％）
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無

回

答

461 92 181 160 211 14 63 70 154 158 15 15

100.0 20.0 39.3 34.7 45.8 3.0 13.7 15.2 33.4 34.3 3.3 3.3

15 3 4 3 7 1 - 3 8 7 1 1

20 26.7 20.0 46.7 6.7 - 20.0 53.3 46.7 6.7 6.7

57 13 21 16 20 3 4 6 19 26 2 5

22.8 36.8 28.1 35.1 5.3 7.0 10.5 33.3 45.6 3.5 8.8

108 14 39 36 41 3 18 17 34 41 6 5

13 36.1 33.3 38.0 2.8 16.7 15.7 31.5 38.0 5.6 4.6

134 26 55 57 61 4 9 17 45 42 5 2

19.4 41.0 42.5 45.5 3.0 6.7 12.7 33.6 31.3 3.7 1.5

79 22 32 24 43 2 15 14 23 26 - -

27.8 40.5 30.4 54.4 2.5 19.0 17.7 29.1 32.9 - -

42 10 18 16 25 1 8 7 17 11 1 1

23.8 42.9 38.1 59.5 2.4 19.0 16.7 40.5 26.2 2.4 2.4

22 3 11 7 13 - 9 5 6 4 - -

13.6 50.0 31.8 59.1 - 40.9 22.7 27.3 18.2 - -

従

業

員

規

模

別

全体

300人以上

100～299人

50～99人

30～49人

20～29人

10～19人

１～９人
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事業所の性格別にみると、「休業取得に対する上司、同僚の理解浸透」は、〈単独事業所〉は
40.9％と全体より低く、〈本社・本店〉で 48.8％、〈支社・営業所等〉でも 47.7％と高くなって
いる。「職場の両立支援制度の充実」も、〈単独事業所〉では 33.6％と全体より低く、また〈本
社・本店〉の 39.0％に対し、〈支社・営業所等〉では 44.9％と 5.9 ポイント高くなっている。
さらに、「両立支援制度利用者の増加」も同様に〈単独事業所〉8.7％と 1 割に満たないが、〈支
社・営業所等〉では 19.3％と 10.6 ポイント高くなっている。 

一方、「行政の経費補助」では、〈単独事業所〉では 45.6％と全体よりも多く、さらに〈支
社・営業所等〉では 25.6％と 20 ポイント低くなっている。（図表３－10－３） 

図表３－10－３ 従業員が働きながら育児や介護を行うために重要なこと 

（全体、事業所の性格別）：複数回答 

 

45.8 

39.3 

34.7 

34.3 

33.4 

20.0 

15.2 

13.7 

3.0 

3.3 

3.3 

40.9 

33.6 

32.2 

45.6 

36.2 

20.1 

13.4 

8.7 

4.0 

5.4 

4.7 

48.8 

39.0 

30.9 

34.1 

33.3 

16.3 

16.3 

12.2 

3.3 

4.1 

1.6 

47.7 

44.9 

39.2 

25.6 

32.4 

22.7 

15.9 

19.3 

2.3 

1.1 

2.8 

0.0 20.0 40.0 60.0

休業取得に対する上司、同僚

の理解浸透

職場の両立支援制度の充実

職場の一人当たりの業務量の

削減

行政の経費補助

保育園等、社会のサポート体

制の充実

法律の内容の充実

家族のサポートや家族の意識

改革

両立支援制度利用者の増加

個人の努力

その他

無回答

全体(N=461)

単独事業所(n=149)

本社・本店(n=123)

支社・営業所等(n=176)

（％）
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両立支援についての今後の考え方別にみると、〈両立制度の充実を図る〉では、「職場の両立
支援制度の充実」が全体より 10 ポイント以上高くなっている。 

〈既存制度の利用者の増加を図る〉では、「休業取得に対する上司、同僚の理解浸透」が全
体より 10 ポイント近く高くなっている。 

〈両立支援制度の充実と利用者の増加を図る〉では、「職場の両立支援制度の充実」が全体
より 10 ポイント以上高くなっている。（図表３－10－４） 

図表３－10－４ 従業員が働きながら育児や介護を行うために重要なこと 

（全体、両立支援についての今後の考え方別）：複数回答 

 

 

両立支援制度を設ける上で重要なこと別にみると、〈企業トップの意識〉や〈人事・労務担
当者の意識〉では、「職場の両立支援制度の充実」「休業取得に対する上司、同僚の理解浸透」
が全体より 10 ポイント以上高くなっている。また、〈企業の経営状況〉では、「保育園等、社
会のサポート体制の充実」、「行政の経費補助」が全体より 10 ポイント以上高くなっている。
（図表３－10－５） 

図表３－10－５ 従業員が働きながら育児や介護を行うために重要なこと 

（全体、両立支援制度を設ける上で重要なこと別）：複数回答 

 

 

（上段：実数、下段：％）
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461 92 181 160 211 14 63 70 154 158 15

100.0 20.0 39.3 34.7 45.8 3.0 13.7 15.2 33.4 34.3 3.3

140 27 70 50 57 3 16 20 45 51 4

100.0 19.3 50.0 35.7 40.7 2.1 11.4 14.3 32.1 36.4 2.9

70 12 28 27 39 - 13 12 26 20 2

100.0 17.1 40.0 38.6 55.7 - 18.6 17.1 37.1 28.6 2.9

79 11 45 33 41 - 23 7 24 21 -

100.0 13.9 57.0 41.8 51.9 - 29.1 8.9 30.4 26.6 -

153 40 34 46 68 9 11 31 58 59 7

100.0 26.1 22.2 30.1 44.4 5.9 7.2 20.3 37.9 38.6 4.6

7 2 3 2 3 2 - - - 4 2

100.0 28.6 42.9 28.6 42.9 28.6 - - - 57.1 28.6
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方
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両立支援制度の充実を図る

既存制度の利用者の増加を図る

両立支援制度の充実と利用者の増加を図る

現状のままでよい

問題があるので見直したい（具体的な問題点）

（上段：実数、下段：％）
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461 92 181 160 211 14 63 70 154 158 15

100.0 20.0 39.3 34.7 45.8 3.0 13.7 15.2 33.4 34.3 3.3

138 38 64 45 68 3 17 19 43 40 -

100.0 27.5 46.4 32.6 49.3 2.2 12.3 13.8 31.2 29.0 -

81 21 44 28 46 3 9 17 19 20 2

100.0 25.9 54.3 34.6 56.8 3.7 11.1 21.0 23.5 24.7 2.5

35 6 18 18 21 2 5 4 14 3 1

100.0 17.1 51.4 51.4 60.0 5.7 14.3 11.4 40.0 8.6 2.9

53 6 27 16 29 - 24 8 21 16 -

100.0 11.3 50.9 30.2 54.7 - 45.3 15.1 39.6 30.2 -

58 8 14 24 17 2 3 9 27 31 2

100.0 13.8 24.1 41.4 29.3 3.4 5.2 15.5 46.6 53.4 3.4

49 9 7 17 17 2 2 7 23 38 1

100.0 18.4 14.3 34.7 34.7 4.1 4.1 14.3 46.9 77.6 2.0

22 2 5 6 7 2 1 3 6 6 7

100.0 9.1 22.7 27.3 31.8 9.1 4.5 13.6 27.3 27.3 31.8

全体

その他

両

立

支

援

を

設

け

る

上

で

重

要

な

こ

と

別

育児・介護休業法など法律の知識

企業トップの意識

人事・労務担当者の意識

両立支援制度利用者の存在

企業の経営状況

行政の経費補助
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経年比較でみると、平成 27 年、令和 2 年ともに上位３項目は「休業取得に対する上司、同
僚の理解浸透」、「保育園等、社会のサポート体制の充実」、「職場の両立支援制度の充実」だっ
たが、今回調査では「職場の一人当たり業務量の削減」が増加傾向となっており、令和 2 年度
より 9.5 ポイント増加し、上位 3 項目に入っている。また、「行政の経費補助」も令和 2 年度よ
り 5.7 ポイント増加している。一方で、「保育園等、社会のサポート体制の充実」は令和 2 年度
より 7.6 ポイント減少しており、平成 27 年度から経年で大幅な減少傾向がみられる。 

図表３－10－６ 従業員が働きながら育児や介護を行うために重要なこと 

（全体）【経年比較】：複数回答 

 

  

45.8 

39.3 

34.7 

34.3 

33.4 

20.0 

15.2 

13.7 

3.0 

3.3 

3.3 

46.0 

37.9 

25.2 

28.6 

41.0 

15.6 

14.0 

15.6 

6.2 

3.1 

7.5 

44.9 

38.7 

23.5 

28.5 

54.2 

16.2 

13.7 

16.2 

8.6 

0.2 

7.7 

0.0 20.0 40.0 60.0

休業取得に対する上司、同僚の理解浸透

職場の両立支援制度の充実

職場の一人当たりの業務量の削減

行政の経費補助

保育園等、社会のサポート体制の充実

法律の内容の充実

家族のサポートや家族の意識改革

両立支援制度利用者の増加

個人の努力

その他

無回答

今回調査(N=461)

令和２年度(N=385)

平成27年度(N=452)

（％）（％）
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V ワーク・ライフ・バランス 

（１） 取組みの現状、今後の必要性 

問 22 

貴事業所のワーク・ライフ・バランスへの取組みについて、どのように認識しています

か。現状及び今後の必要性について、貴事業所の考えに、最も近いものをそれぞれ１つ

ずつ選び、番号に○をつけてください。 

１）取組みの現状への評価 

ワーク・ライフ・バランスへの取組みの現状への評価は、「取組んではいるが不十分」が
39.9％と約４割を占め、「現状のままで問題はない」が 30.6％で約３割となっている。また、
「既に十分に取組んでいる」は 20.0％で２割、「全く取組んでいない」は 8.2％で１割弱となっ
ている。（図表４－１－１） 

業種別にみると、概ねすべての業種で「取組んではいるが不十分」の割合が高くなってい
る。一方、〈金融業、保険業〉では、「現状のままで問題はない」が 69.2％と約７割となってい
る。（図表４－１－１） 

従業員規模別にみると、従業員規模が大きくなるほど「既に十分に取組んでいる」、「取組ん
ではいるが不十分」が高率になる傾向がみられる。（図表４－１－２） 
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図表４－１－１ ワーク・ライフ・バランスへの取組みの現状（全体、業種別） 

 

 

図表４－１－２ ワーク・ライフ・バランスへの取組みの現状（全体、従業員規模別） 

 

 

（上段：実数、下段：％）
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既
に
十
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取
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取
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分

現
状
の
ま
ま
で
問

題
は
な
い
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取
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な
い

無
回
答

461 92 184 141 38 6

100.0 20.0 39.9 30.6 8.2 1.3

44 7 20 12 5 -

100.0 15.9 45.5 27.3 11.4 -

5 2 1 1 1 -

100.0 40.0 20.0 20.0 20.0 -

10 3 3 2 2 -

100.0 30.0 30.0 20.0 20.0 -

14 4 5 2 3 -

100.0 28.6 35.7 14.3 21.4 -

67 13 27 20 7 -

100.0 19.4 40.3 29.9 10.4 -

13 3 1 9 - -

100.0 23.1 7.7 69.2 - -

4 1 1 2 - -

100.0 25.0 25.0 50.0 - -

5 - 4 1 - -

100.0 - 80.0 20.0 - -

19 2 11 4 2 -

100.0 10.5 57.9 21.1 10.5 -

16 3 8 4 1 -

100.0 18.8 50.0 25.0 6.3 -

41 7 17 15 2 -

100.0 17.1 41.5 36.6 4.9 -

137 28 61 40 6 2

100.0 20.4 44.5 29.2 4.4 1.5

42 11 11 17 2 1

100.0 26.2 26.2 40.5 4.8 2.4

18 - 9 4 3 2

100.0 - 50.0 22.2 16.7 11.1

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業　　

教育、学習支援業　　　

医療、福祉

サービス業（他に分類されないもの）

その他

全体

業

種

別

建設業　　　

製造業　　　

情報通信業　　

運輸業、郵便業　　

卸売業、小売業　　　

金融業、保険業　　　

不動産業、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業　　　

20.0 

20.0

10.5

20.4

27.6

15.2

16.7

22.7

39.3

20.0

24.6

39.8

37.3

43.0

59.5

63.6

34.7

40.0

50.9

30.6

25.4

34.2

19.0

13.6

45.8

13.3

10.5

9.3

9.0

7.6

4.8

0

3.0

6.7

3.5

0.0

0.7

0.0

0.0

0.0

全体(N=461)

１～９人(n=15)

10～19人(n=57)

20～29人(n=108)

30～49人(n=134)

50～99人(n=79)

100～299人(n=42)

300人以上(n=22)

既に十分に取組んでいる 取組んではいるが不十分 現状のままで問題はない 全く取組んでいない 無回答

（％）
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経年比較でみると、「既に十分に取組んでいる」は令和２年度 14.8％、今回 20.0％で 5.2 ポ
イント高くなっている。一方、「取組んではいるが不十分」は 39.3％と約４割で令和２年度と
ほぼ同程度である。（図表４－１－３） 

図表４－１－３ ワーク・ライフ・バランスへの取組みの現状（全体）【経年比較】 

 

 

  

20.0

14.8

6.6

39.3

39.2

46.7

34.7

29.6

25.2

45.8

10.9

15.0

3.0

5.5

6.4

今回調査（N=461)

令和２年度(N=385)

平成27年度(N=452)

既に十分に取組んでいる 取組んではいるが不十分 現状のままで問題はない 全く取組んでいない 無回答

（％）
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２）ワーク・ライフ・バランスへの取組みの今後の必要性 

ワーク・ライフ・バランスへの取組みの今後の必要性については、「ある程度取組むべき」、
「積極的に取組むべき」が共に３割後半で、合わせて『取組む意向がある』のが、75.0％と７
割半ばを占めている。（図表４－１－４） 

業種別にみると「積極的に取組むべき」では、〈宿泊業、飲食サービス業〉が 57.9％と割合
が高くなっている。 

従業員規模別にみると、〈300 人以上〉は「積極的に取組むべき」が 54.5％と５割半ばを占
めている。一方、〈10～19 人〉は「積極的に取組むべき」が 19.3％で、全体より 16.9 ポイン
ト低い。（図表４－１－５） 

図表４－１－４ ワーク・ライフ・バランスへの取組みの今後の必要性（全体、業種別） 

 

 

  

（上段：実数、下段：％）

合

計

積

極

的

に

取

組

む

べ

き

あ

る

程

度

取

組

む

べ

き

現

状

の

ま

ま

で

問

題

は

な

い

無

回

答

461 167 179 110 5

100.0 36.2 38.8 23.9 1.1

44 13 20 11 -

100.0 29.5 45.5 25.0 -

5 - 4 1 -

100.0 - 80.0 20.0 -

10 4 5 1 -

100.0 40.0 50.0 10.0 -

14 4 5 5 -

100.0 28.6 35.7 35.7 -

67 30 23 14 -

100.0 44.8 34.3 20.9 -

13 3 3 7 -

100.0 23.1 23.1 53.8 -

4 - 2 2 -

100.0 - 50.0 50.0 -

5 3 1 1 -

100.0 60.0 20.0 20.0 -

19 11 5 3 -

100.0 57.9 26.3 15.8 -

16 4 10 2 -

100.0 25 62.5 12.5 -

41 14 19 8 -

100.0 34.1 46.3 19.5 -

137 57 46 32 2

100.0 41.6 33.6 23.4 1.5

42 16 11 15 -

100.0 38.1 26.2 35.7 -

18 3 11 2 2

100.0 16.7 61.1 11.1 11.1

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業　　

教育、学習支援業　　　

医療、福祉

サービス業（他に分類されないもの）

その他

全体

業

種

別

建設業　　　

製造業　　　

情報通信業　　

運輸業、郵便業　　

卸売業、小売業　　　

金融業、保険業　　　

不動産業、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業　　　
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図表４－１－５ ワーク・ライフ・バランスへの取組みの今後の必要性（全体、従業員規模別） 

 

 

経年比較でみると、「積極的に取組むべき」は令和２年度 28.1％から今回 36.2％と 8.1 ポイ
ント高くなっている。一方、「現状のままで問題はない」は令和２年度 26.0％から今回 23.9％
と 2.1 ポイント低くなっている。（図表３－11－８） 

図表４－１－６ ワーク・ライフ・バランスへの取組みの今後の必要性（全体）【経年比較】 

 

 

  

36.2 

33.3

19.3

36.1

40.3

34.2

42.9

54.5

38.8

33.3

38.6

41.7

34.3

44.3

40.5

36.4

23.9

26.7

38.6

22.2

24.6

21.5

16.7

9.1

1.1

6.7

3.5

0.0

0.7

0.0

0.0

0.0

全体

１～９人(n=15)

10～19人(n=57)

20～29人(n=108)

30～49人(n=134)

50～99人(n=79)

100～299人(n=42)

300人以上(n=22)

積極的に取組むべき ある程度取組むべき 現状のままで問題はない 無回答

（％）

36.2

28.1

33.2

38.8

35.3

35.4

23.9

26.0

22.1

1.1

10.6

9.3

今回調査（N=461)

令和２年度(N=385)

平成27年度(N=452)

積極的に取組むべき ある程度取組むべき 現状のままで問題はない 無回答

（％）
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（２） ワーク・ライフ・バランスの充実への取組み 

問 23 

貴事業所で、ワーク・ライフ・バランスを充実させていくため、重要度が高いと考えるも

のを（１）の中から３つまで選び、番号に○をつけてください。 

また、現在行っているものを（２）の該当する番号すべてに○をつけてください。 

さらに、今後新たに実施したいと考えているものを（３）の該当する番号すべてに○を

つけてください。 

１）ワーク・ライフ・バランス充実のために重要なこと 

ワーク・ライフ・バランス充実のために重要なことは、「仕事の見直しや長時間労働の削
減」が 54.7％で最も高く、次いで「管理職への理解・周知の徹底」が 41.6％、「育児等対象者
と対象者外の従業員との間に不公平感の出ない制度の設置」が 31.0％となっている。（図表４
－２－１） 

経年比較でみると、「仕事の見直しや長時間労働の削減」は令和２年度 44.7％、今回 54.7％
で 10.0 ポイント高くなっている。また、「管理職への理解・周知の徹底」は令和２年度
32.5％、今回 41.6％で 9.1 ポイント高くなっている。その他の項目は、概ね同傾向となってい
る。（図表４－２－１） 
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図表４－２－１ ワーク・ライフ・バランスへの取組みで重要なこと（全体）【経年比較】：複数回答 

 

  

54.7 

41.6 

31.0 

29.3 

17.6 

15.2 

14.3 

13.4 

12.1 

8.2 

7.6 

6.5 

6.1 

5.9 

44.7 

32.5 

28.8 

24.4 

15.8 

13.8 

19.0 

10.4 

15.8 

9.9 

8.6 

7.3 

7.5 

11.9 

47.1 

35.2 

20.8 

26.8 

11.5 

14.4 

19.7 

11.7 

9.3 

10.0 

8.8 

8.4 

5.5 

15.9 

0.0 20.0 40.0 60.0

仕事の見直しや長時間労働の削減

管理職への理解・周知の徹底

育児等対象者と対象者外の従業員との

間に不公平感の出ない制度の設置

計画的な年休取得の促進

定期的な従業員満足度調査の実施

人事・労務担当者への理解・周知徹底

企業のトップの意識改革

パンフレットなどによる両立支援のた

めの既存制度の周知・ＰＲ

両立支援のための社員間の話し合い

男性の育児参加の促進

社内の相談窓口の設置

ノー残業デーの設定

両立支援のための労使の話し合い

無回答

今回調査（N=461)

令和２年度(N=385)

平成27年度(N=452)

（％）
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２）ワーク・ライフ・バランスへの取組みで現在行っているもの 

ワーク・ライフ・バランスへの取組みで現在行っているものとしては、「計画的な年休取得の
促進」が 55.3％と５割半ばを占め高くなっている。次いで「仕事の見直しや長時間労働の削
減」が 47.9％、「人事・労務担当者への理解・周知徹底」が 36.4％と続いている。 

経年比較でみると、「社内の相談窓口の設置」については、令和２年度 23.1％、今回 35.1％
で 12 ポイント高くなっている。「男性の育児参加の促進」については、令和２年度 12.5％、今
回 24.5％で 12 ポイント高くなっている。（図表４－２－２） 

図表４－２－２ ワーク・ライフ・バランスへの取組みで現在行っているもの（全体）【経年比較】：複数回答 

 

55.3 

47.9 

36.4 

35.1 

34.5 

24.5 

20.6 

19.3 

18.0 

15.4 

14.8 

13.9 

10.0 

8.5 

54.0 

43.6 

25.5 

23.1 

26.0 

12.5 

16.4 

23.6 

14.0 

10.4 

14.3 

13.0 

10.6 

23.9 

20.4 

24.3 

19.9 

9.3 

15.7 

1.8 

8.0 

20.6 

3.3 

4.4 

4.0 

3.8 

2.7 

39.2 

0.0 20.0 40.0 60.0

計画的な年休取得の促進

仕事の見直しや長時間労働の削減

人事・労務担当者への理解・周知徹底

社内の相談窓口の設置

管理職への理解・周知の徹底

男性の育児参加の促進

定期的な従業員満足度調査の実施

ノー残業デーの設定

企業のトップの意識改革

パンフレットなどによる両立支援のた

めの既存制度の周知・ＰＲ

両立支援のための労使の話し合い

両立支援のための社員間の話し合い

育児等対象者と対象者外の従業員との

間に不公平感の出ない制度の設置

無回答

今回調査（N=461)

令和２年度(N=385)

平成27年度(N=452)

（％）
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３）今後新たに実施したいもの 

ワーク・ライフ・バランスへの取組みで、今後新たに実施したいものは、「育児等対象者と
対象者外の従業員との間に不公平感の出ない制度の設置」が 24.7％、「定期的な従業員満足度
調査の実施」が 20.2％でそれぞれ約２割を占めている。 

経年比較でみると、「パンフレットなどによる両立支援のための既存制度の周知・ＰＲ」に
ついては、令和２年度 14.0％、今回 19.5％で 5.5 ポイント高くなっている。また、「仕事の見
直しや長時間労働の削減」については、令和２年度が 15.1％、今回が 19.7％で 4.6 ポイント高
くなっている。（図表４－２－３） 

図表４－２－３ ワーク・ライフ・バランスへの取組みで今後新たに実施したいもの 

（全体）【経年比較】：複数回答 

 

24.7 

20.2 

19.7 

19.5 

17.8 

16.3 

15.8 

14.8 

12.8 

11.3 

11.3 

8.9 

8.9 

15.4 

21.8 

20.5 

15.1 

14.0 

20.3 

16.4 

12.7 

15.8 

13.2 

10.9 

15.8 

12.5 

12.5 

29.4 

16.6 

11.7 

17.5 

12.8 

9.5 

6.0 

8.8 

17.0 

7.7 

8.4 

7.5 

4.6 

3.3 

41.4 

0.0 20.0 40.0 60.0

育児等対象者と対象者外の従業員との

間に不公平感の出ない制度の設置

定期的な従業員満足度調査の実施

仕事の見直しや長時間労働の削減

パンフレットなどによる両立支援のた

めの既存制度の周知・ＰＲ

管理職への理解・周知の徹底

両立支援のための社員間の話し合い

ノー残業デーの設定

計画的な年休取得の促進

社内の相談窓口の設置

人事・労務担当者への理解・周知徹底

男性の育児参加の促進

企業のトップの意識改革

両立支援のための労使の話し合い

無回答

今回調査（N=461)

令和２年度(N=385)

平成27年度(N=452)

（％）
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問 24 
「子育て中の女性」（※）を正社員として採用することについて、どのように思います

か。該当する番号に○をつけてください。（※は小学生までの子どもがいる女性） 

 

「子育て中の女性」を正社員として採用することについては、「『子育て中』であることは採
用とは関係ない」が 67.7％と約７割となっている。「どちらともいえない」は 15.6％、「『子育
て中』の女性を積極的に採用している」は 7.8％、「『子育て中』の女性の採用は難しい」は
5.6％となっている。（図表４－２－４） 

経年比較でみると、「『子育て中』であることは採用とは関係ない」は平成 27 年度 58.4％か
ら、令和２年度 61.0％、今回調査 67.7％と増加傾向にあり、令和２年度と比べると 6.7 ポイン
ト高くなっている。（図表４－２－４） 

業種別でみると、〈金融業、保険業〉では、「 「子育て中」の女性を積極的に採用している」
が 23.1％で約２割を占めており、他の業種より割合が高くなっている。〈宿泊業、飲食サービ
ス業〉では、「どちらともいえない」が 31.6％で約３割を占めている。 

女性比率別でみると、「『子育て中』の女性を積極的に採用している」は、女性比率が高い事
業所ほど高率になる傾向がみられる。 

労働組合の有無別でみると、〈労働組合有〉、〈労働組合無〉は同傾向となっており、「『子育
て中』であることは採用とは関係ない」が共に約７割を占めている。 

図表４－２－４ 「子育て中」の女性を正社員として採用することについて（全体）【経年比較】 

 

 

  

7.8

10.1

6.9

67.7

61.0

58.4

5.6

6.5

6.9

15.6

15.8

19.2

3.3

6.5

8.6

今回調査（N=461)

令和２年度(N=385)

平成27年度(N=452)

「子育て中」の女性を積極的に採用している 「子育て中」であることは採用とは関係ない

「子育て中」の女性の採用は難しい どちらともいえない

無回答

（％）
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図表４－２－５ 「子育て中」の女性を正社員として採用することについて 

（全体、業種別） 
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461 36 312 26 72 15

100.0 7.8 67.7 5.6 15.6 3.3

44 - 33 3 7 1

100.0 - 75.0 6.8 15.9 2.3

5 - 4 - 1 -

100.0 - 80.0 - 20.0 -

10 - 8 1 1 -

100.0 - 80.0 10.0 10.0 -

14 2 7 3 2 -

100.0 14.3 50.0 21.4 14.3 -

67 4 44 5 11 3

100.0 6.0 65.7 7.5 16.4 4.5

13 3 10 - - -

100.0 23.1 76.9 - - -

4 - 2 - 2 -

100.0 - 50.0 - 50.0 -

5 - 4 - 1 -

100.0 - 80.0 - 20.0 -

19 2 9 1 6 1

100.0 10.5 47.4 5.3 31.6 5.3

16 1 11 2 2 -

100.0 6.3 68.8 12.5 12.5 -

41 2 30 - 9 -

100.0 4.9 73.2 - 22 -

137 18 92 5 18 4

100.0 13.1 67.2 3.6 13.1 2.9

42 2 32 2 5 1

100.0 4.8 76.2 4.8 11.9 2.4

18 - 8 2 5 3

100.0 - 44.4 11.1 27.8 16.7
その他

全体

業

種

別

建設業　　　

製造業　　　

情報通信業　　

運輸業、郵便業　　

卸売業、小売業　　　

金融業、保険業　　　

不動産業、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業　　　

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業　　

教育、学習支援業　　　

医療、福祉

サービス業（他に分類されないもの）
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図表４－２－６ 「子育て中」の女性を正社員として採用することについて 

（全体、女性比率別） 

 

図表４－２－７ 「子育て中」の女性を正社員として採用することについて 

（全体、労働組合の有無別） 

 

 

 

  

36.2 

19.3

36.1

40.3

38.8

38.6

41.7

34.3

23.9

38.6

22.2

24.6

1.1

3.5

0.0

0.7

1.1

3.5

0.0

0.7

全体

０～20％未満(n=70)

20～40％未満(n=93)

40～60％未満(n=95)

「子育て中」の女性を積極的に採用している 「子育て中」であることは採用とは関係ない

「子育て中」の女性の採用は難しい どちらともいえない

無回答

（％）

7.8 

8.0

7.5

67.7

70.4

66.6

5.6

4.0

6.3

15.6

16.0

15.7

3.3

1.6

3.9

全体(N=461)

労働組合有(n=125)

労働組合無(n=332)

「子育て中」の女性を積極的に採用している 「子育て中」であることは採用とは関係ない

「子育て中」の女性の採用は難しい どちらともいえない

無回答

（％）



第３章 調査の結果 

104 

 

付問 24－1 

問 24 で、「３.「子育て中」の女性の採用は難しい」」と回答された事業所のみお答えく

ださい。 

採用が難しい理由は何ですか。該当する番号すべてに○をつけてください。 

 

「子育て中」の女性の採用が難しいと答えた事業所（26 件）にその理由をたずねたところ、
「子どものことで突然休まれると困る」が 18 件で多い。次いで「残業や休日出勤を頼みづら
くなる」、「職場の人間関係・協調性への不安」が共に７件となっている。 

図表４－２－８ 「子育て中」の女性の採用が難しい理由（全体）：複数回答 

 

  

（上段：実数、下段：％）
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困
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・
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不

安
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子
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性
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た

こ

と

が

な

い

そ

の

他

無

回

答

26 4 7 18 7 - 5 4 -

100.0 15.4 26.9 69.2 26.9 - 19.2 15.4 -
全体
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VI  職場のハラスメントについて 

（１） パワーハラスメント防止対策義務化についての認知度 

問 25 
労働施策総合推進法の改正により、令和２年６月１日から職場におけるパワーハラスメ

ント防止対策が事業主に義務付けられたことをご存じですか。 

 

パワーハラスメント防止対策義務化についての認知度は、「法律も内容も知っている」が
73.3％と７割を占めている。「聞いたことがあるが、内容は知らない」は 21.9％、「知らない」
はわずか 3.7％となっている。 

業種別にみると、〈金融業、保険業〉などでは、「法律も内容も知っている」が９割を超えて
いる。〈宿泊業、飲食サービス業〉では、「聞いたことがあるが、内容は知らない」が 47.4％と
約５割となっている。（図表５－１－１） 

従業員規模別にみると、「法律も内容も知っている」は、従業員規模が大きくなるに従い高
率になる傾向がみられる。一方、「聞いたことがあるが、内容は知らない」と「知らない」で
は、従業員規模が小さくなるに従い高率になる傾向がみられる。（図表５－１－２） 

労働組合の有無別にみると、〈労働組合有〉では「法律も内容も知っている」が 79.2％と約
８割を占めており、〈労働組合無〉では 71.1％と約７割を占めている。「聞いたことがあるが、
内容は知らない」は〈労働組合有〉では 18.4％と２割弱、〈労働組合無〉では 23.2％と約２割
を占めている。（図表５－１－３） 
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図表５－１－１ パワーハラスメント防止対策義務化についての認知度 

（全体、業種別） 

 

 

  

（上段：実数、下段：％）

合

計

法

律

も

内

容

も

知
っ
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い

る

聞

い

た

こ

と

が

あ

る

が
、

内

容

は

知

ら

な

い

知

ら

な

い

無

回

答

461 338 101 17 5

100.0 73.3 21.9 3.7 1.1

44 30 11 3 -

100.0 68.2 25.0 6.8 -

5 4 1 - -

100.0 80.0 20.0 - -

10 8 2 - -

100.0 80.0 20.0 - -

14 11 3 - -

100.0 78.6 21.4 - -

67 46 15 5 1

100.0 68.7 22.4 7.5 1.5

13 12 1 - -

100.0 92.3 7.7 - -

4 3 1 - -

100.0 75.0 25.0 - -

5 5 - - -

100.0 100.0 - - -

19 8 9 2 -

100.0 42.1 47.4 10.5 -

16 11 4 1 -

100.0 68.8 25 6.3 -

41 33 7 1 -

100.0 80.5 17.1 2.4 -

137 102 31 2 2

100.0 74.5 22.6 1.5 1.5

42 34 8 - -

100.0 81.0 19.0 - -

18 10 5 1 2

100.0 55.6 27.8 5.6 11.1

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業　　

教育、学習支援業　　　

医療、福祉

サービス業（他に分類されないもの）

その他

全体

業

種

別

建設業　　　

製造業　　　

情報通信業　　

運輸業、郵便業　　

卸売業、小売業　　　

金融業、保険業　　　

不動産業、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業　　　
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図表５－１－２ パワーハラスメント防止対策義務化についての認知度 

（全体、従業員規模別） 

 

 

図表５－１－３ パワーハラスメント防止対策義務化についての認知度 

（全体、労働組合の有無別） 

 

  

73.3 

57.9 

69.4 

76.9 

75.9 

85.7 

86.4 

21.9 

35.1 

24.1 

19.4 

21.5 

11.9 

13.6 

3.7 

7.0 

5.6 

2.2 

2.5 

2.4 

0.0 

1.1 

0.0 

0.9 

1.5 

0.0 

0.0 

0.0 

全体

１～９人(n=15)

10～19人(n=57)

20～29人(n=108)

30～49人(n=134)

50～99人(n=79)

100～299人(n=42)

法律も内容も知っている 聞いたことがあるが、内容は知らない 知らない 無回答

（％）

36.2 

79.2

71.1

38.8

18.4

23.2

23.9

1.6

4.5

1.1

0.8

1.2

全体(N=461)

労働組合有(n=125)

労働組合無(n=332)

法律も内容も知っている 聞いたことがあるが、内容は知らない 知らない 無回答

（％）
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（２） 何らかのハラスメントが問題になったことがあるか 

問 26 
貴事業所ではセクシュアルハラスメント・パワーハラスメント等の何らかのハラスメント

が問題になったことがありますか。（平成 28年４月１日以降） 

 

何らかのハラスメントが問題になったことがあるかについては、「問題になったことも実態
としてもない」が 59.2％と約６割となっている。一方、「問題になったことがある」は
24.7％、「問題になったことはないが実態としてはある」は 15.2％となっており、何らかのハ
ラスメントがある事業所は 39.9％と約４割を占めている。 

業種別にみると、〈教育、学習支援業〉などでは、「問題になったことがある」が５割を超え
ている。〈情報通信業〉、〈金融業、保険業〉、〈サービス業（他に分類されないもの）〉では、
「問題になったことも実態としてもない」が７割を超えている。（図表５－２－１） 

従業員規模別でみると、「問題になったことがある」は、従業員規模が大きい事業所ほど高
率になる傾向が見られる。一方、「問題になったことも実態としてもない」は、従業員規模が
小さい事業所ほど高率になる傾向が見られる。（図表５－２－２） 

労働組合の有無別にみると、〈労働組合有〉では「問題になったことがある」が 36.8％と３
割半ばなのに対し、〈労働組合無〉では、20.2％と約２割となっている。「問題になったことも
実態としてもない」は、〈労働組合有〉では 50.4％と約５割に対し、〈労働組合無〉では 63.0％
と約６割を占めている。 

パワハラ防止対策義務の認知度別にみると、「問題になったことも実態としてもない」につ
いて、〈法律も内容もしっている〉、〈知らない〉では共に５割台となっているが、〈聞いたこと
があるが、内容は知らない〉では 69.3％で約７割を占めている。（図表５－２－４） 
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図表５－２－１ 何らかのハラスメントが問題になったことがあるか（全体、業種別） 

 

（上段：実数、下段：％）
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461 114 70 273 4

100.0 24.7 15.2 59.2 0.9

44 6 8 30 -

100.0 13.6 18.2 68.2 -

5 4 - 1 -

100.0 80.0 - 20.0 -

10 1 2 7 -

100.0 10.0 20.0 70.0 -

14 4 1 9 -

100.0 28.6 7.1 64.3 -

67 17 10 40 -

100.0 25.4 14.9 59.7 -

13 2 - 11 -

100.0 15.4 - 84.6 -

4 - 2 2 -

100.0 - 50.0 50.0 -

5 2 1 2 -

100.0 40.0 20.0 40.0 -

19 5 2 12 -

100.0 26.3 10.5 63.2 -

16 3 4 9 -

100.0 18.8 25.0 56.3 -

41 23 4 13 1

100.0 56.1 9.8 31.7 2.4

137 26 26 84 1

100.0 19.0 19.0 61.3 0.7

42 6 5 31 -

100.0 14.3 11.9 73.8 -

18 7 2 7 2

100.0 38.9 11.1 38.9 11.1

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業　　

教育、学習支援業　　　

医療、福祉

サービス業（他に分類されないもの）

その他

全体

業

種

別

建設業　　　

製造業　　　

情報通信業　　

運輸業、郵便業　　

卸売業、小売業　　　

金融業、保険業　　　

不動産業、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業　　　



第３章 調査の結果 

110 

 

図表５－２－２ 何らかのハラスメントが問題になったことがあるか（全体、従業員規模別） 

 

 

図表５－２－３ 何らかのハラスメントが問題になったことがあるか（全体、労働組合の有無別） 

 

 

図表５－２－４ 何らかのハラスメントが問題になったことがあるか（全体、パワハラ防止対策義務の認知度

別） 

 

 

 

 

24.7 

10.5

18.5

20.9

30.4

47.6

59.1

15.2

12.3

16.7

14.2

15.2

19.0

13.6

59.2

75.4

64.8

64.2

54.4

33.3

27.3

0.9

1.8

0.0

0.7

0.0

0.0

0.0

全体

１～９人(n=15)

10～19人(n=57)

20～29人(n=108)

30～49人(n=134)

50～99人(n=79)

100～299人(n=42)

問題になったことがある 問題になったことはないが実態としてはある

問題になったことも実態としてもない 無回答

（％）

24.7 

36.8

20.2

15.2

12.0

16.0

59.2

50.4

63.0

0.9

0.8

0.9

全体(N=461)

労働組合有(n=125)

労働組合無(n=332)

問題になったことがある 問題になったことはないが実態としてはある

問題になったことも実態としてもない 無回答

（％）

24.7 

27.2 

16.8 

23.5 

15.2 

15.7 

12.9 

23.5 

59.2 

56.8 

69.3 

52.9 

0.9 

0.3 

1.0 

0.0 

全体(N=461)

法律も内容も知っている

(n=338)

聞いたことがあるが、内容

は知らない(n=101)

知らない(n=17)

問題になったことがある 問題になったことはないが実態としてはある

問題になったことも実態としてもない 無回答

（％）
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経年比較でみると、「問題になったことも実態としてもない」は令和２年度は 56.4％だった
のに対し、今回は 59.2％と 2.8 ポイント増加している。「問題になったことがある」は令和２
年度は 22.6％だったのに対し、今回は 24.7％と 2.1 ポイント高くなっている。（図表４－２－
６） 

図表５－２－５ 何らかのハラスメントが問題になったことがあるか（全体）【経年比較】 

 

  

24.7

22.6

15.7

15.2

14.0

16.2

59.2

56.4

62.2

0.9

7.0

6.0

今回調査（N=461)

令和２年度(N=385)

平成27年度(N=452)

問題になったことがある 問題になったことはないが実態としてはある

問題になったことも実態としてもない 無回答

（％）
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（３） 問題となったもしくは実態としてあるハラスメントの種類 

付問 26－1 

問 26で、「１」または「２」と回答された事業所のみお答えください。 

何らかのハラスメントがあったとお答えの場合、問題となったハラスメントは何です

か。  

該当する番号すべてに○をつけてください。 

 

問題となったもしくは実態としてある事業所（184 件）に聞いたハラスメントの種類は、「パ
ワーハラスメント」が 82.1％と約８割を占め、特に高くなっている。次いで「セクシュアルハ
ラスメント」が 33.7％で約３割となっている。（図表５－３－１） 

労働組合の有無別にみると、〈労働組合有〉〈労働組合無〉共に「パワーハラスメント」が
80％前後を占めている。また、「セクシュアルハラスメント」は〈労働組合有〉では 44.3％と
４割半ばに対し、〈労働組合無〉では 29.2％と約３割となっている。（図表５－３－１） 

 

  



第３章 調査の結果 

113 

 

図表５－３－１ 問題となったもしくは実態としてあるハラスメントについて 

（全体、労働組合の有無別）：複数回答 

 

 

 

 

  

82.1 

33.7 

20.1 

3.8 

0.5 
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0.0 

1.1 

1.1 

77.0 

44.3 

26.2 

3.3 
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84.2 

29.2 

17.5 

4.2 

0.8 

0.0 

0.0 

0.8 

0.8 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

パワーハラスメント

セクシュアルハラスメント

カスタマー・ハラスメント

マタニティハラスメント

ケアハラスメント

性的指向・性自認によるハラスメント

（ＳＯＧＩハラスメント）

パタニティハラスメント

その他

無回答

全体(N=184)

労働組合有(n=61)

労働組合無(n=120)

（％）
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経年比較でみると、「パワーハラスメント」は令和２年度は 85.8％、今回は 82.1％と 3.7％減
少している。一方、「セクシュアルハラスメント」は、令和２年度は 30.5％、今回は 33.7％と
3.2％増加している。 

図表５－３－２ 問題となったもしくは実態としてあるハラスメントについて（全体）【経年比較】：複数回答 
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今回調査(n=184) 33.7 82.1 - 3.8 0.0 20.1 0.5 1.1 1.1

令和２年度(n=141) 30.5 85.8 - 2.8 ※ ※ ※ 1.4 2.8

平成27年度（n=71) 56.3 71.8 1.4 ※ ※ ※ ※ 2.8 -
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（４） ハラスメントの対応で困難と感じること 

問 27 
ハラスメントが起きたときに対応が困難と感じることは何ですか。該当する番号すべ

てに○をつけてください。 

 

ハラスメントが起きたとき、対応が困難と感じることについては、「どこまでがハラスメン
トに該当するか、線引きが難しい」が 70.1％と約７割を占めている。次いで、「事実確認が難
しい」が 50.8％、「プライバシーの保護が難しい」が 37.7％、「加害者への処分を含めた対応が
難しい」が 34.5％、「被害者が嫌がっていることを加害者に理解させることが難しい」が
33.0％となっている。（図表５－４－１） 

経年比較でみると、「どこまでがハラスメントに該当するか、線引きが難しい」は、令和２
年度に比べて５ポイント以上高くなっている。（図表５－４－１） 

労働組合の有無別にみると、「加害者への処分を含めた対応が難しい」は、令和２年に比べ
て 9.7 ポイント増加している。 

労働施策総合推進法改正の認知度別にみると、〈聞いたことがあるが内容は知らない〉と答
えた事業所では、「日常の業務が忙しいため、十分に対応する余裕がない」が 15.8％で、〈法律
も内容も知っている〉と答えた事業所の 8.0％に比べ、7.8 ポイント高くなっている。また、
「加害者への処分を含めた対応が難しい」は 41.6％で、〈法律も内容も知っている〉と答えた
事業所の 32.8％に比べ、8.8 ポイント高くなっている。（図表５－４－３） 
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図表５－４－１ ハラスメントの対応で困難と感じること（全体）【経年比較】：複数回答 

 

  

70.1 

50.8 

37.7 

34.5 

33.0 

29.1 

24.5 

16.9 

9.8 

8.7 

6.5 

2.0 

2.6 

3.7 

63.4 

58.4 

36.6 

33.8 

30.1 

28.1 

22.3 

14.0 

9.6 

6.5 

6.8 

2.1 

1.3 

10.1 

61.5 

58.4 

30.3 

27.9 

27.4 

22.8 

18.4 

13.1 

8.4 

6.0 

5.8 

1.1 

2.9 

11.3 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

どこまでがハラスメントに該当するか、線引き

が難しい

事実確認が難しい

プライバシーの保護が難しい

加害者への処分を含めた対応が難しい

被害者が嫌がっていることを加害者に理解させ

ることが難しい

被害者への精神的ダメージが大きい場合の対応

が難しい

被害者への事実確認（事情聴取）に際しての対

応が難しい

顧客や取引き相手が加害者の場合の対応が難し

い

日常の業務が忙しいため、十分に対応する余裕

がない

相談を受ける際の留意点等が分からない

相談後の対処法が分からない

相談窓口の整備等に経費がかかるため難しい

その他

無回答

今回調査（N=461)

令和２年度(N=385)

平成27年度(N=452)

（％）
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図表５－４－２ ハラスメントの対応で困難と感じること（一部抜粋） 

（全体、労働組合の有無別）：複数回答 

 

 

 

  

70.1 

50.8 

37.7 

34.5 

33.0 

24.5 

72.0 

48.0 

37.6 

24.8 

36.0 

24.8 

69.0 

52.1 

37.7 

34.6 

31.3 

24.1 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

どこまでがハラスメントに該当するか、

線引きが難しい

事実確認が難しい

プライバシーの保護が難しい

加害者への処分を含めた対応が難しい

被害者が嫌がっていることを加害者に理

解させることが難しい

被害者への事実確認（事情聴取）に際し

ての対応が難しい

全体(N=461)

労働組合有(n=125)

労働組合無(n=332)

（％）
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図表５－４－３ ハラスメントの対応で困難と感じること（一部抜粋） 

（労働施策総合推進法改正の認知度別）：複数回答 

 

 

  

69.2 

51.5 

38.5 

35.8 

32.8 

8.0 

5.0 

75.2 

49.5 

41.6 

27.7 

41.6 

15.8 

11.9 

64.7 

52.9 

11.8 

11.8 

29.4 

11.8 

5.9 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

どこまでがハラスメントに該当するか、

線引きが難しい

事実確認が難しい

プライバシーの保護が難しい

被害者が嫌がっていることを加害者に理

解させることが難しい

加害者への処分を含めた対応が難しい

日常の業務が忙しいため、十分に対応す

る余裕がない

相談後の対処法が分からない

法律も内容も知っている

(n=338)

聞いたことがあるが、

内容は知らない(n=101)

知らない(n=17)

（％）（％）
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（５） ハラスメント防止への取組み 

問 28 
貴事業所では、ハラスメントを防止するために、どのような取組みを行っていますか。

それぞれ該当する番号に○をつけてください。 

 

ハラスメントを防止するための取組みの有無について、「実施している」は、〈①就業規則等
にハラスメント禁止を明記〉が 77.0％で最も高くなっている。次いで、〈④事業所内外に相談
窓口・担当者、苦情処理機関等を設置〉が 71.6％、〈⑦管理職等への意識啓発・理解促進〉が
65.1％となっている。（図表５－５－１） 

労働組合の有無別でみると、すべての項目で〈労働組合無〉に比べ〈労働組合有〉の方が高
率になっている。特に〈②ポスター、リーフレット、手引き等防止のための啓発資料を配布ま
たは掲示〉、〈③ハラスメントに関する研修・講習等の実施〉、〈⑤実態把握のためのアンケート
や調査を実施〉では、〈労働組合無〉く比べ〈労働組合有〉の方が 30 ポイント以上高くなって
いる。（図表５－５－２） 

図表５－５－１ ハラスメント防止の取組みの有無（全体） 

 

 

 

 

  

77.0 

50.5 

59.7 

71.6 

34.5 

57.0 

65.1 

47.7 

4.1 

10.6 

33.0 

21.9 

17.4 

46.0 

25.8 

18.7 

23.9 

62.3 

8.9 

13.2 

14.8 

8.7 

16.1 

13.0 

13.0 

23.9 

2.8 

3.5 

3.3 

3.7 

2.4 

3.5 

4.1 

3.3 

4.6 

30.8 

①就業規則等にハラスメント禁止を明記

②ポスター、リーフレット、手引き等防止

のための啓発資料を配布または掲示

③ハラスメントに関する研修・講習等の実

施

④事業所内外に相談窓口・担当者、苦情処

理機関等を設置

⑤実態把握のためのアンケートや調査を実

施

⑥経営層への意識啓発・理解促進

⑦管理職等への意識啓発・理解促進

⑧法律に基づく制度の整備や、制度を利用

しやすい職場風土の譲成

⑨その他

実施している 実施していない 実施していないが検討中である 無回答

（％）N=461
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図表５－５－２ 実施しているハラスメント防止の取組み（労働組合の有無別） 

 

  

87.2 

76.8 

84.0 

90.4 

56.8 

78.4 

83.2 

64.0 

4.8 

72.9 

40.7 

50.3 

64.5 

25.6 

48.8 

58.1 

41.6 

3.9 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

①就業規則等にハラスメント禁止を明記

②ポスター、リーフレット、手引き等防止のため

の啓発資料を配布または掲示

③ハラスメントに関する研修・講習等の実施

④事業所内外に相談窓口・担当者、苦情処理機関

等を設置

⑤実態把握のためのアンケートや調査を実施

⑥経営層への意識啓発・理解促進

⑦管理職等への意識啓発・理解促進

⑧法律に基づく制度の整備や、制度を利用しやす

い職場風土の譲成

⑨その他

労働組合有(n=125)

労働組合無(n=332)

（％）
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各取組みの「実施している」上位３項目を業種別でみると、以下のとおりである。 

 

①就業規則等にハラスメント禁止を明記 

「実施している」については、〈情報通信業〉、〈金融業、保険業〉では９割を超え、〈教育、
学習支援業〉、〈医療、福祉〉では８割を超えている。〈宿泊業、飲食サービス業〉では、「実施
していない」が 26.3％と３割近くを占めている。（図表５－５－３） 

図表５－５－３ ハラスメント防止の取組みの有無「①就業規則等にハラスメント禁止を明記」 

（全体、業種別） 

 

 

  

（上段：実数、下段：％）

合

計

実

施

し

て

い

る

実

施

し

て

い

な

い

実

施

し

て

い

な

い

が

検

討

中

で

あ

る

無

回

答

461 355 49 41 16

100.0 77.0 10.6 8.9 3.5

44 30 8 6 -

100.0 68.2 18.2 13.6 -

5 4 - 1 -

100.0 80.0 - 20.0 -

10 10 - - -

100.0 100.0 - - -

14 8 3 2 1

100.0 57.1 21.4 14.3 7.1

67 50 9 8 -

100.0 74.6 13.4 11.9 -

13 12 1 - -

100.0 92.3 7.7 - -

4 3 1 - -

100.0 75.0 25.0 - -

5 4 1 - -

100.0 80.0 20.0 - -

19 12 5 2 -

100.0 63.2 26.3 10.5 -

16 11 1 3 1

100.0 68.8 6.3 18.8 6.3

41 33 5 3 -

100.0 80.5 12.2 7.3 -

137 116 7 6 8

100.0 84.7 5.1 4.4 5.8

42 33 2 4 3

100.0 78.6 4.8 9.5 7.1

18 11 1 4 2

100.0 61.1 5.6 22.2 11.1
その他

全体

業

種

別

建設業　　　

製造業　　　

情報通信業　　

運輸業、郵便業　　

卸売業、小売業　　　

金融業、保険業　　　

不動産業、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業　　　

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業　　

教育、学習支援業　　　

医療、福祉

サービス業（他に分類されないもの）
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④事業所内外に相談窓口・担当者、苦情処理機関等を設置 

「実施している」については、〈金融業、保険業〉では９割を超え、〈情報通信業〉、〈運輸
業、郵便業〉、〈医療、福祉〉では８割を超えている。〈建設業〉などでは、「実施していない」
が４割を超えている。（図表５－５－４） 

図表５－５－４ ハラスメント防止の取組みの有無「④事業所内外に相談窓口・担当者、苦情処理機関等を設

置」 

（全体、業種別） 

 

 

  

（上段：実数、下段：％）

合

計

実

施

し

て

い

る

実

施

し

て

い

な

い

実

施

し

て

い

な

い

が

検

討

中

で

あ

る

無

回

答

461 330 80 40 11

100.0 71.6 17.4 8.7 2.4

44 21 18 5 -

100.0 47.7 40.9 11.4 -

5 4 - 1 -

100.0 80.0 - 20.0 -

10 8 2 - -

100.0 80.0 20.0 - -

14 12 2 - -

100.0 85.7 14.3 - -

67 46 13 8 -

100.0 68.7 19.4 11.9 -

13 12 1 - -

100.0 92.3 7.7 - -

4 2 2 - -

100.0 50.0 50.0 - -

5 3 2 - -

100.0 60.0 40.0 - -

19 10 5 4 -

100.0 52.6 26.3 21.1 -

16 10 3 2 1

100.0 62.5 18.8 12.5 6.3

41 28 8 5 -

100.0 68.3 19.5 12.2 -

137 113 14 5 5

100.0 82.5 10.2 3.6 3.6

42 31 3 6 2

100.0 73.8 7.1 14.3 4.8

18 12 2 2 2

100.0 66.7 11.1 11.1 11.1

全体

業

種

別

建設業　　　

製造業　　　

情報通信業　　

運輸業、郵便業　　

卸売業、小売業　　　

金融業、保険業　　　

不動産業、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業　　　

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業　　

教育、学習支援業　　　

医療、福祉

サービス業（他に分類されないもの）

その他
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⑦管理職等への意識啓発・理解促進 

「実施している」については、〈金融業、保険業〉では９割を超え、〈情報通信業〉などでは
８割を超えている。〈建設業〉、〈卸売業、小売業〉では、「実施していない」が３割前後を占め
ている。（図表５－５－５） 

図表５－５－５ ハラスメント防止の取組みの有無「⑦管理職等への意識啓発・理解促進」 

（全体、業種別） 

 

  

（上段：実数、下段：％）

合

計

実

施

し

て

い

る

実

施

し

て

い

な

い

実

施

し

て

い

な

い

が

検

討

中

で

あ

る

無

回

答

461 300 86 60 15

100.0 65.1 18.7 13.0 3.3

44 20 15 9 -

100.0 45.5 34.1 20.5 -

5 4 - 1 -

100.0 80.0 - 20 -

10 8 1 1 -

100.0 80.0 10.0 10.0 -

14 11 2 - 1

100.0 78.6 14.3 - 7.1

67 39 20 8 -

100.0 58.2 29.9 11.9 -

13 12 - 1 -

100.0 92.3 - 7.7 -

4 1 1 2 -

100.0 25.0 25.0 50.0 -

5 3 1 1 -

100.0 60.0 20.0 20.0 -

19 12 5 2 -

100.0 63.2 26.3 10.5 -

16 10 3 2 1

100.0 62.5 18.8 12.5 6.3

41 30 7 4 -

100.0 73.2 17.1 9.8 -

137 95 19 17 6

100.0 69.3 13.9 12.4 4.4

42 28 4 8 2

100.0 66.7 9.5 19.0 4.8

18 11 3 2 2

100.0 61.1 16.7 11.1 11.1

卸売業、小売業　　　

医療、福祉

サービス業（他に分類されないもの）

金融業、保険業　　　

不動産業、物品賃貸業

その他

学術研究、専門・技術サービス業　　　

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業　　

教育、学習支援業　　　

全体

業

種

別

建設業　　　

製造業　　　

情報通信業　　

運輸業、郵便業　　
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経年比較でみると、「実施している」はすべての項目で令和２年度に比べ、今回調査の方が
高率になっている。「④事業所内外に相談窓口・担当者、苦情処理機関等を設置」では、令和
２年度は 56.4％であるが、今回調査は 71.6％と 15.2 ポイント高くなっている。また、「③ハラ
スメントに関する研修・講習等の実施」では、令和２年度は 45.2％であるが、今回調査は
59.7％と 14.5 ポイント高くなっている。（図表５－５－６） 

図表５－５－６ ハラスメント防止の取組みの有無（全体）【経年比較】 

 

  

77.0 

68.6

54.4

10.6 

16.1

26.3

8.9 

6.0

7.1

3.5 

9.4

12.2

今回調査(N=461)

令和２年度(N=385)

平成27年度(N=452)

（％）

①就業規則等にハラ

スメント禁止を明記

50.5 

39.2

34.3

33.0 

41.3

42.3

13.2 

6.2

6.2

3.3 

13.2

13.2

今回調査(N=461)

令和２年度(N=385)

平成27年度(N=452)

②ポスター、リーフ

レット、手引き等防

止のための啓発資料

を配布または掲示

71.6 

56.4

50.4

17.4 

26.2

29.6

8.7 

4.7

6.9

2.4 

12.7

13.1

今回調査(N=461)

令和２年度(N=385)

平成27年度(N=452)

④事業所内外に相談

窓口・担当者、苦情

処理機関等を設置

59.7 

45.2

34.3

21.9 

31.4

40.5

14.8 

10.9

11.7

3.7 

12.5

13.5

今回調査(N=461)

令和２年度(N=385)

平成27年度(N=452)

③ハラスメントに関

する研修・講習等の

実施

34.5 

21.6

20.4

46.0 

53.8

53.8

16.1 

11.4

11.3

3.5 

13.2

14.6

今回調査(N=461)

令和２年度(N=385)

平成27年度(N=452)

実施している 実施していない 実施していないが検討中である 無回答

⑤実態把握のための

アンケートや調査を

実施
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VII 多様性の尊重について 

（１） 「世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例」の認知度 

問 29 
「世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例」をご存じで

すか。 該当する番号を１つ選び、○をつけてください。 

 

「世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例」の認知度は、「条
例も大まかな内容も知っている」は 21.7％、「聞いたことがあるが、内容は知らない」が
38.0％、「知らない」が 38.6％となっている。（図表６－１－１） 

業種別にみると、〈情報通信業〉、〈教育、学習支援業〉では、「条例も大まかな内容も知って
いる」が３割以上となっている。〈金融業、保険業〉では、「知らない」が６割を超えている。
（図表６－１－１） 

図表６－１－１ 「世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例」の認知度 

（全体、業種別） 

 

（上段：実数、下段：％）

合

計

条

例

も

大

ま

か

な

内

容

も

知
っ

て

い

る 聞

い

た

こ

と

が

あ

る

が
、

内

容

は

知

ら

な

い

知

ら

な

い

無

回

答

461 100 175 178 8

100.0 21.7 38.0 38.6 1.7

44 9 15 20 -

100.0 20.5 34.1 45.5 -

5 - 3 2 -

100.0 - 60.0 40.0 -

10 3 4 3 -

100.0 30.0 40.0 30.0 -

14 3 6 5 -

100.0 21.4 42.9 35.7 -

67 6 30 31 -

100.0 9.0 44.8 46.3 -

13 3 2 8 -

100.0 23.1 15.4 61.5 -

4 1 2 1 -

100.0 25.0 50.0 25.0 -

5 1 2 2 -

100.0 20.0 40.0 40.0 -

19 2 6 11 -

100.0 10.5 31.6 57.9 -

16 2 7 6 1

100.0 12.5 43.8 37.5 6.3

41 15 16 10 -

100.0 36.6 39.0 24.4 -

137 34 55 45 3

100.0 24.8 40.1 32.8 2.2

42 11 15 14 2

100.0 26.2 35.7 33.3 4.8

18 4 5 7 2

100.0 22.2 27.8 38.9 11.1
その他

全体

業

種

別

建設業　　　

製造業　　　

情報通信業　　

運輸業、郵便業　　

卸売業、小売業　　　

金融業、保険業　　　

不動産業、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業　　　

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業　　

教育、学習支援業　　　

医療、福祉

サービス業（他に分類されないもの）
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（２） 「パートナーシップの宣誓」の認知度 

 

問 30 

世田谷区では、平成２７年度から、同性パートナーの方の気持ちを受け止める取組みと

して「パートナーシップの宣誓」を行っています。また、令和４年度には対象者等を拡大

し「パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓」へと制度を改めています。この取組みを

ご存じですか。該当する番号を１つ選び、○をつけてください。 

 

「パートナーシップの宣誓」の認知度は、「内容を知っている」は 17.6％、「名前は聞いたこ
とがあるが、内容は知らない」が 40.1％、「知らない」が 40.6％となっている。（図表６－２－
１） 

業種別にみると、概ねの業種で「内容を知っている」は１割台となっているが、〈情報通信
業〉、〈医療、福祉〉、〈サービス業（他に分類されないもの）〉では２割を超えている。〈金融
業、保険業〉では、「知らない」が 61.5％と６割を超えている。（図表６－２－１） 
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図表６－２－１ 「パートナーシップの宣誓」の認知度 

（全体、業種別） 

 

  

（上段：実数、下段：％）

合

計

内

容

を

知
っ

て

い

る 名

前

は

聞

い

た

こ

と

が

あ

る

が
、

内

容

は

知

ら

な

い

知

ら

な

い

無

回

答

461 81 185 187 8

100.0 17.6 40.1 40.6 1.7

44 5 18 21 -

100.0 11.4 40.9 47.7 -

5 - 2 3 -

100.0 - 40.0 60.0 -

10 3 3 4 -

100.0 30.0 30.0 40.0 -

14 2 4 8 -

100.0 14.3 28.6 57.1 -

67 10 25 32 -

100.0 14.9 37.3 47.8 -

13 2 3 8 -

100.0 15.4 23.1 61.5 -

4 - 3 1 -

100.0 - 75.0 25.0 -

5 - 3 1 1

100.0 - 60.0 20.0 20.0

19 2 8 9 -

100.0 10.5 42.1 47.4 -

16 3 7 5 1

100.0 18.8 43.8 31.3 6.3

41 7 21 13 -

100.0 17.1 51.2 31.7 -

137 28 59 48 2

100.0 20.4 43.1 35.0 1.5

42 10 16 14 2

100.0 23.8 38.1 33.3 4.8

18 3 5 8 2

100.0 16.7 27.8 44.4 11.1
その他

全体

業

種

別

建設業　　　

製造業　　　

情報通信業　　

運輸業、郵便業　　

卸売業、小売業　　　

金融業、保険業　　　

不動産業、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業　　　

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業　　

教育、学習支援業　　　

医療、福祉

サービス業（他に分類されないもの）
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（３） 職場における、性的マイノリティへの配慮の取組み状況 

問 31 
職場において、性的マイノリティへの配慮としてどのような取組みをしていますか。そ

れぞれ該当する番号に○をつけてください。 

 

職場における、性的マイノリティへの配慮の取組み状況は、〈実施している〉では、「⑦性別
に応じた制服や服装規定などの廃止」が 23.9％と最も高く、次いで、「⑩性的マイノリティの
採用、評価に対する公正さの徹底」が 20.0％となっている。〈実施していないが検討中であ
る〉は、「⑫社内書類等の性別記載への配慮」が 16.5％、「⑨事業所の規定や採用情報で『性自
認や性的指向で差別をしない』等の文言を明記」が 15.6％、「⑪性自認に配慮した健康診断の
実施」が 15.2％といずれも１割半ばを占めている。（図表６－３－１） 

図表６－３－１ 性的マイノリティへの配慮の取組み状況（全体） 

 

  

14.5 

19.3 

13.0 

8.5 

7.4 

10.0 

23.9 

12.4 

11.9 

20.0 

6.9 

11.3 

1.3 

70.9 

69.4 

72.9 

76.6 

77.4 

72.9 

62.0 

69.8 

68.8 

59.9 

73.8 

68.5 

65.9 

11.5 

8.7 

10.6 

11.9 

11.9 

12.8 

10.4 

14.5 

15.6 

16.3 

15.2 

16.5 

2.6 

3.0 

2.6 

3.5 

3.0 

3.3 

4.3 

3.7 

3.3 

3.7 

3.9 

4.1 

3.7 

30.2 

①性的指向・性自認に関して相談できる相談窓口の

設置

②性的マイノリティへ配慮した誰でも利用できるト

イレや更衣室等の整備

③性自認に応じたトイレの利用を認める

④慶弔休暇や介護休暇等の同性パートナーへの適用

⑤結婚祝金や家族手当等の同性パートナーへの適用

⑥性自認に基づく通称名の使用

⑦性別に応じた制服や服装規定などの廃止

⑧従業員の理解促進のための講習会や研修の実施

⑨事業所の規定や採用情報等で「性自認や性的指向

で差別をしない」等の文言を明記

⑩性的マイノリティの採用、評価に対する公正さの

徹底

⑪性自認に配慮した健康診断の実施

⑫社内書類等の性別記載への配慮

⑬その他

実施している 実施していない 実施していないが検討中である 無回答

（％）N=461
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各取組みの「実施している」上位２項目を業種別及び従業員規模別でみると、以下のとおり
である。 

 

⑦性別に応じた制服や服装規定などの廃止 

性別に応じた制服や服装規定などの廃止について業種別にみると、〈金融業、保険業〉で
は、「実施している」が 53.8％と５割を超えている。〈卸売業、小売業〉、〈サービス業（他に分
類されないもの）〉などでは、「実施していないが検討中である」が２割前後となっている。（図
表６－３－２） 

従業員規模別にみると、「実施している」は、従業員規模が大きくなる程高率になる傾向が
みられる。 

図表６－３－２ 性的マイノリティへの配慮の取組み状況「⑦性別に応じた制服や服装規定などの廃止」 

（全体、業種別） 

 

（上段：実数、下段：％）

合

計

実

施

し

て

い

る

実

施

し

て

い

な

い

実

施

し

て

い

な

い

が

検

討

中

で

あ

る

無

回

答

461 110 286 48 17

100.0 23.9 62 10.4 3.7

44 6 36 2 -

100.0 13.6 81.8 4.5 -

5 1 4 - -

100.0 20.0 80.0 - -

10 2 7 1 -

100.0 20.0 70.0 10.0 -

14 3 9 1 1

100.0 21.4 64.3 7.1 7.1

67 21 31 13 2

100.0 31.3 46.3 19.4 3

13 7 5 - 1

100.0 53.8 38.5 - 7.7

4 - 3 1 -

100.0 - 75.0 25.0 -

5 2 3 - -

100.0 40.0 60.0 - -

19 4 13 1 1

100.0 21.1 68.4 5.3 5.3

16 5 9 1 1

100.0 31.3 56.3 6.3 6.3

41 6 32 2 1

100.0 14.6 78 4.9 2.4

137 34 88 13 2

100.0 24.8 64.2 9.5 1.5

42 12 18 9 3

100.0 28.6 42.9 21.4 7.1

18 2 11 3 2

100.0 11.1 61.1 16.7 11.1

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業　　

教育、学習支援業　　　

医療、福祉

サービス業（他に分類されないもの）

その他

全体

業

種

別

建設業　　　

製造業　　　

情報通信業　　

運輸業、郵便業　　

卸売業、小売業　　　

金融業、保険業　　　

不動産業、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業　　　
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図表６－３－３ 性的マイノリティへの配慮の取組み状況「⑦性別に応じた制服や服装規定などの廃止」 

（全体、従業員規模別） 

 

  

23.9 

12.3

29.6

20.9

22.8

33.3

36.4

62.0

66.7

58.3

64.9

67.1

54.8

45.5

10.4

15.8

8.3

11.2

10.1

9.5

9.1

3.7

5.3

3.7

3.0

0.0

2.4

9.1

全体

１～９人(n=15)

10～19人(n=57)

20～29人(n=108)

30～49人(n=134)

50～99人(n=79)

100～299人(n=42)

実施している 実施していない 実施していないが検討中である 無回答

（％）
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⑩性的マイノリティの採用、評価に対する公正さの徹底 

性的マイノリティの採用、評価に対する公正さの徹底について業種別にみると、〈情報通信
業〉では「実施している」が 30.0％と３割を占めている。〈情報通信業〉、〈医療、福祉〉、〈サ
ービス業（他に分類されないもの）〉などでは、「実施していないが検討中である」が２割を超
えている。（図表６－３－４） 

従業員規模別にみると、「実施している」は、概ね従業員規模が大きくなる程高率になる傾
向がみられる。 

図表６－３－４ 性的マイノリティへの配慮の取組み状況 

「⑩性的マイノリティの採用、評価に対する公正さの徹底」（全体、業種別） 

 

  

（上段：実数、下段：％）

合

計

実

施

し

て

い

る

実

施

し

て

い

な

い

実

施

し

て

い

な

い

が

検

討

中

で

あ

る

無

回

答

461 92 276 75 18

100.0 20.0 59.9 16.3 3.9

44 1 38 5 -

100.0 2.3 86.4 11.4 -

5 - 2 3 -

100.0 - 40.0 60.0 -

10 3 4 3 -

100.0 30.0 40.0 30.0 -

14 4 8 1 1

100.0 28.6 57.1 7.1 7.1

67 19 34 13 1

100.0 28.4 50.7 19.4 1.5

13 2 10 - 1

100.0 15.4 76.9 - 7.7

4 - 3 1 -

100.0 - 75.0 25.0 -

5 1 4 - -

100.0 20.0 80.0 - -

19 3 12 2 2

100.0 15.8 63.2 10.5 10.5

16 1 14 - 1

100.0 6.3 87.5 - 6.3

41 5 33 3 -

100.0 12.2 80.5 7.3 -

137 33 71 28 5

100.0 24.1 51.8 20.4 3.6

42 8 20 11 3

100.0 19 47.6 26.2 7.1

18 4 11 1 2

100.0 22.2 61.1 5.6 11.1

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業　　

教育、学習支援業　　　

医療、福祉

サービス業（他に分類されないもの）

その他

全体

業

種

別

建設業　　　

製造業　　　

情報通信業　　

運輸業、郵便業　　

卸売業、小売業　　　

金融業、保険業　　　

不動産業、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業　　　
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図表６－３－５ 性的マイノリティへの配慮の取組み状況 

「⑩性的マイノリティの採用、評価に対する公正さの徹底」（全体、従業員規模別） 

 

 

  

20.0 

10.5

18.5

20.1

22.8

31.0

22.7

59.9

59.6

61.1

61.9

60.8

54.8

50.0

16.3

21.1

17.6

14.9

15.2

11.9

22.7

3.9

8.8

2.8

3.0

1.3

2.4

4.5

全体

１～９人(n=15)

10～19人(n=57)

20～29人(n=108)

30～49人(n=134)

50～99人(n=79)

100～299人(n=42)

実施している 実施していない 実施していないが検討中である 無回答

（％）
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VIII  行政への要望・自由意見など 

（１） 企業における男女共同参画を推進する取組みに関して、行政に期待すること 

問 32 

ワーク・ライフ・バランス、女性の活躍推進、ポジティブ・アクション等、企業における男

女共同参画を推進する取組みに関して、行政に望むことは何ですか。該当する番号す

べてに○をつけてください。 

 

企業における男女共同参画を推進する取組みに関して行政に期待することは、「助成金や補
助金の支給」が 46.4％と最も高くなっている。次いで、「法改正などの情報提供」が 44.9％と
４割半ば、「他社の取組み事例の提供」が 30.4％で約３割となっている。（図表７－１－１） 

業種別にみると、〈金融業、保険業〉では、「優れた成果を上げている企業の表彰、公表」、
「保育サービスの拡充・多様化」が６割を超えている。〈教育、学習支援業〉、〈医療、福祉〉
では、「助成金や補助金の支給」が６割近くとなっている。（図表７－１－１） 

図表７－１－１ 企業の男女共同参画推進の取組みで行政に期待すること（全体、業種別）：複数回答 

 

  

（上段：実数、下段：％）

合

計

法
改
正
な
ど
の
情

報
提
供

セ
ミ
ナ
ー
、
講
習

会
の
開
催

他
社
の
取
組
み
事

例
の
提
供

優
れ
た
成
果
を
上

げ
て
い
る
企
業
の

表
彰
、
公
表

相
談
、
助
言

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の

派
遣

助
成
金
や
補
助
金

の
支
給

保
育
サ
ー
ビ
ス
の

拡
充
・
多
様
化

そ
の
他

無
回
答

461 207 138 140 39 103 49 214 134 11 36

100.0 44.9 29.9 30.4 8.5 22.3 10.6 46.4 29.1 2.4 7.8

44 22 13 20 2 8 4 16 7 1 1

100.0 50.0 29.5 45.5 4.5 18.2 9.1 36.4 15.9 2.3 2.3

5 3 3 2 - 1 - 1 1 - -

100.0 60.0 60.0 40.0 - 20.0 - 20.0 20.0 - -

10 7 6 5 1 3 3 4 2 1 1

100.0 70.0 60.0 50.0 10.0 30.0 30.0 40.0 20.0 10.0 10.0

14 6 4 5 4 3 1 5 4 - 2

100.0 42.9 28.6 35.7 28.6 21.4 7.1 35.7 28.6 - 14.3

67 30 15 20 2 13 3 27 14 2 8

100.0 44.8 22.4 29.9 3 19.4 4.5 40.3 20.9 3.0 11.9

13 4 2 3 8 1 1 6 9 - 1

100.0 30.8 15.4 23.1 61.5 7.7 7.7 46.2 69.2 - 7.7

4 1 1 1 - - - 1 1 1 -

100.0 25.0 25.0 25 - - - 25.0 25.0 25.0 -

5 4 2 1 1 2 1 2 2 - 1

100.0 80.0 40.0 20 20.0 40.0 20.0 40.0 40.0 - 20.0

19 6 5 7 4 5 2 9 9 - 2

100.0 31.6 26.3 36.8 21.1 26.3 10.5 47.4 47.4 - 10.5

16 6 4 2 - 1 - 8 5 - -

100.0 37.5 25 12.5 - 6.3 - 50 31.3 - -

41 15 15 12 2 8 9 24 19 1 3

100.0 36.6 36.6 29.3 4.9 19.5 22 58.5 46.3 2.4 7.3

137 61 41 40 10 44 22 77 45 4 5

100.0 44.5 29.9 29.2 7.3 32.1 16.1 56.2 32.8 2.9 3.6

42 20 11 8 2 8 1 20 7 - 3

100.0 47.6 26.2 19 4.8 19 2.4 47.6 16.7 - 7.1

18 9 10 5 - 1 1 5 2 1 4

100.0 50.0 55.6 27.8 - 5.6 5.6 27.8 11.1 5.6 22.2

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業　　

教育、学習支援業　　　

医療、福祉

サービス業（他に分類されないもの）

その他

全体

業

種

別

建設業　　　

製造業　　　

情報通信業　　

運輸業、郵便業　　

卸売業、小売業　　　

金融業、保険業　　　

不動産業、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業　　　
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（２） 企業における男女共同参画や女性の活躍に対する取組み等に対して、日頃感じている

ことや区への要望 

問 33 
企業における男女共同参画や女性の活躍に対する取組み、働き方改革等に関して、日

頃感じていることや世田谷区に対する要望などありましたら自由にご記入ください。 

 

企業における男女共同参画や女性の活躍に対する取組み等に対して、日頃感じていることや
区への要望について回答してもらった。以下、主な回答を各項目にまとめた。（なお、回答に
関しては一部文字の訂正や省略等を行っている。） 

【① 女性の雇用管理状況等についての意見】 

 弊社業務において男女共に急に欠勤されると困る。お客様の理解も必要である。（運輸
業、郵便業） 

 産休・育休・介護休など充分に対応しているが、対象者があらわれた時に代わりの人材が
全然見つからず現場は大変困窮しています。（教育、学習支援業） 

 弊社は、女性が多い職場です。結婚・出産などが決まり、職場やシフトに穴が空くことが
多々ありました。制度は理解していますが、実際問題、現場ではその様な状況下にありま
す。（教育、学習支援業） 

 幼稚園のため、女性の多い職場である事から、出産・育児にかかる時期の教員の補充等非
常に苦労しています。（教育、学習支援業） 

 保育園（0～2 才）の為、女性のみの職場です。認証保育園の為、狭く男性保育者の採用に
は施設面を考えると採用が難しい。（医療、福祉） 

 採用しやすい業種・業態・業界と、採用しにくい業種・業態・業界の差が大きすぎると感
じる。なるべく平均的に、公平な採用の出来る仕組みのみ実施して欲しいと感じる。（建
設業） 

【② 育児・介護制度等への要望（制度・施設整備・人材支援）】 

 保育園、病児保育など充実させることにより女性でも働きつづける可能性が増えます。
又、それが女性の職場を増やすことにつながります。（医療、福祉） 

 定員に空のある保育所についてはクラスの定員に対し１～２名程度であれば異年齢のお子
さんも転園・入園可能にして欲しい。（医療、福祉） 

 育児・介護休業制度の利用促進に向けた企業支援、保育所・介護施設の整備をさらに進
め、待機児童や高齢者の解消を加速してほしい。（生活関連サービス業、娯楽業） 

 介護離職を防ぐ法律が手薄と感じる。実際には 93 日の介護休業では両立は難しい。（卸売
業、小売業） 

【③ ワーク・ライフ・バランス、制度の捉え方に関する意見】 

 有給取得をうながし、取得しやすい環境を整えることは有益である一方で、法人としては
コストが大きく膨れ上がる実態が有ります。（その他（子ども子育て事業）） 

 全てにおいて男女の差別はないが、男性社員は生活の為に育休を取得しない選択をされる
事から、パパ育休の取得率 UP は難しい。（情報通信業） 
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 女性だけではなく、男性もワーク・ライフ・バランスが取れるよう、引き続き制度の整備
や啓蒙を続けて欲しい。（教育、学習支援業） 

 個人の感想ですが、マキシム・ゴーリキーが、「仕事が義務なら人生は地獄だ」と言って
いました。私はこれを金言として、趣味を聞かれると「仕事」と言っていました。充実し
た人生を送ってきたと思います。「ライフワークバランス」って何のことだろう？と思って
ます。他者に同じ考えを押し付ける気は毛頭ありませんが、性的マイノリティを守る動き
をするならば、ワークがライフだと考える人も、保護してほしいです。（その他（受変電設
備等の点検、調整）） 

【④ 多様性・ＬＧＢＴＱ・性自認・配慮に関する声】 

 多様性（男・女・外国人等）についてまだ理解が浅かったり、理解しているものの、目の
前に該当する人物が現われたとき適切な言葉や態度ができない人も多いと感じる。（医
療、福祉） 

 保育園の運営に際し、同性パートナーのご家庭のお子さんが入園した際に園としてどのよ
うに配慮したらよいか世田谷区へ助言を求める機会があったら良かったなと感じていま
す。入園書類の父母欄をすべて廃止し、保護者①、保護者②と欄に置きかえるなどしまし
た。（医療、福祉） 

 何を基本にそこに意識を持つのか！ 人として、差別する人がいる事が問題。（医療、福
祉） 

 障がいのある方の入浴や排泄の際には同性介助が求められるため、性自認について課題が
生じた場合は解決に難しさを感じる。（医療、福祉） 

 多様性の尊重で同性介護の観点から取り組みは難しい。（医療、福祉） 

【⑤ 行政支援等に関する意見】 

 制度の改めや取組みの導入時には研修参加や相談窓口の設置などを広めていただきたい。
（医療、福祉） 

 知識が足りないので情報収集できる場が欲しい。（建設業） 

 行政からの発信は実施されていると思うが、あまり届いていない。（卸売業、小売業） 

 世田谷区様には丁寧なバックアップをして頂いており、感謝しております。ありがとうご
ざいます。（医療、福祉） 

 本社から事業所に情報が降りて来ますので、世田谷区との情報を本社と共有しながら、よ
り良い取組みを行っていきたい。（医療、福祉） 

 ご協力など出来ることがあれば事業所としてご協力いたします。（医療、福祉） 

【⑥ 小規模事業所・業種特性による対応の難しさ】 

 私共の会社は飲食店です。現場は調理場は職人さん（全て個人です）がほとんど、ホール
は主婦、学生さんで占めています。育児、介護などは、パートさんがメインとなり規則よ
りも日々の面談が大切です。（宿泊業、飲食サービス業） 

 当社は飲食店で週１～２日の学生アルバイトが９割です。社員をいつも募集していますが
来ないので廃業の危機です。（宿泊業、飲食サービス業） 
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 経済的にも時間的にも余裕がない。問題の把握や改善のために、費用や時間を十分には用
意できていない。（卸売業、小売業） 

 助成金や補助金の申請手続きが従業員が少ない中小企業には負担が大きい。（医療、福
祉） 

【⑦ 男女共同参画施策・行政取組そのものへの評価・疑問】 

 男女共同参画の行政の取組みは予算の無駄だと感じている。（医療、福祉） 

 労務的価値観は会社が意識を変えないと、担当者レベルでは改革は進まないことを理解し
て頂きたい。指導・改革は担当者にヒアリングをするのではなく、方向性を決めている経
営者・管理監督者（決定権がある）であることを理解して頂きたい。 従業員をコストと
考えている企業も存続しているが、将来は資本と考えている企業が存続すると感じてい
る。（卸売業、小売業） 

【⑧ 調査設計・設問内容・調査方法に関する意見・要望】 

 本園は月 2 回のみの英語講師を除いて、全員女性です。この調査と実態が合わないので次
回、調査対象からはずして頂くか「女性しかいない」などの設問を入れて頂きたいです。
（教育、学習支援業） 

 業務委託で出向しているチーム（15 名程）であり、パートタイマーが半数以上であるため
事業所としてあてはまる項目は少なく本社の制度（就業規則）を元に回答致しました。
（教育、学習支援業） 

 各事業所毎ではなく全体で回答したい。忙しいので大変手間です。（無回答、無効） 

 事業所が固まっているので個別でそれぞれ調査票が届きますが、一括で対応できるようで
あれば助かります。（サービス業（他に分類されないもの）） 

 Web が使える。ペーパーレスってどうなってんの？この調査にどの位の税金が使用されて
いるのでしょうか？このアンケートを行う意味はどこにあるのでしょうか？（サービス業
（他に分類されないもの）） 

 Ⅰ事業所の概要 企業全体の常用労働者数の男女比については本部に確認するまでに時間
を要するため、半数にしてあります。（教育、学習支援業） 

 問 12-1 について回答が必須のため女性従業員 30 歳代を選択したが 取得者はいない。（そ
の他（ビルメンテナンス）） 

 付問 12-2 の 50 歳代を選択いたしましたが、男性従業員は該当しておりません（設問指示
によりチェックは付けております）。（医療、福祉） 

 付問 12－２について、該当する女性従業員はいません（該当するのは男性従業員のみで
す）。（サービス業（他に分類されないもの）） 

 介護に関わらず、従業員にはフレックスタイム、テレワーク、半日や時間単位の有給休暇
は制度がある。今回の選択肢にそれを意味する該当がないため「制度がないが検討中」を
選んだが、次回以降は用意してほしい。（情報通信業） 

【⑨その他】 

 制度に関しては親会社にて作成しグループ会社全体で運用しております。（情報通信業） 
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 酷暑でも外で労働しなければならない建設業などは国レベルで対策を講じてほしい。（建
設業） 

 用心しながら十分にやっていると思っています。（教育、学習支援業） 

 所得税の見直し。有給制度の見直し。育児・介護従事者の所得の見直し。（サービス業
（他に分類されないもの）） 

 介護現場では、女性職員が多数就労しています。賃金も男女差別はなく、処遇改善のなか
で人手不足に力添えいただきたい。（医療、福祉） 

 小規模のクリニックでは事務作業も院長が行うので提出書類の必要ない助成金、補助金を
増やしてほしい。（無回答、無効） 
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第３章 調査結果のまとめと今後の課題 

１． 調査結果のまとめ 

（１）女性の雇用管理状況等について 

①女性の雇用管理の状況（問１） 

◆女性の平均勤続年数は男性より短い状況が継続 

常用労働者の平均年齢は、女性 43.2 歳、男性 44.1 歳と大きな差はみられない。一方、平均
勤続年数は、女性 8.3 年、男性 10.2 年と、女性の方が 1.9 年短くなっている。（図表１－１－
１） 

②女性管理職の状況（問２、付問２－１） 

◆女性管理職を有する事業所は７割 

「女性管理職を有する事業所」は 70.1％となっており、平成 27 年度以降、増加傾向が続い
ている。（図表１－２－１） 

従業員規模が大きい事業所、女性比率の高い事業所ほど、「女性管理職を有する事業所」の
割合が高くなる傾向がみられる。（図表１－２－３、１－２－４） 

◆管理職に占める女性の割合は約４分の１ 

管理職における女性比率は 24.5％で、経年的に上昇しているものの、依然として３割には達
していない。（図表１－２－６） 

女性の平均勤続年数別にみると、女性比率が低い事業所では勤続年数が長い女性が管理職に
登用されていない状況がうかがえる。（図表１－２－７） 

◆女性管理職が少ない理由は「女性従業員が少ないから」が最多 

女性管理職が０人または１割未満の事業所では、「女性従業員が少ない又はいないから」が
47.1％と最も高く、過去調査と比べ大きく増加している。（図表１－３－１） 

③女性活躍推進に関する制度等の認知状況（問３） 

◆ポジティブ・アクションの内容を知っている事業所は４割強 

ポジティブ・アクションについて、「内容を知っている」事業所は 44.0％で約４割にとどま
っている。一方、「内容を知らない」は 55.1％と５割強を占めている。（図表１－４－１） 

従業員規模別にみると、規模が大きい事業所ほど認知度が高く、小規模事業所では低い傾向
がみられる。（図表１－４－３） 

④女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画（問４、問５、付問５－１） 

◆一般事業主行動計画策定等義務の認知度は４割強 

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届け出等の義務について、「知ってい
た」は 43.0％、「知らなかった」は 56.0％となっている。（図表１－５－１） 
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◆一般事業主行動計画を策定している事業所は４分の１ 

一般事業主行動計画を「策定している」事業所は 26.0％と約４分の１にとどまっている。一
方、「未定」または「策定する予定はない」は６割を占めている。（図表１－６－１） 

◆行動計画策定の効果を実感している事業所は半数弱 

行動計画を策定している事業所のうち、「女性管理職の割合が増えた」、「組織が活性化され
た」など一定の効果を挙げる事業所がある一方、「特に目立った効果はなかった」とする事業
所が 49.2％と半数近くを占めている。（図表１－７－１） 

⑤関連制度の取組状況と女性の健康への配慮（問６～問９） 

◆認定制度の取得や賃金差異の公表は限定的 

えるぼし・くるみん等の認定制度は、認知度に比べ取得率が低く、男女の賃金の差異を公表
している事業所も２割に満たない状況である。（図表１－７－２、１－７－３、１－７－４） 

◆女性の健康課題への対応は制度整備途上 

生理休暇の取得率は極めて低く、把握していない事業所も多い。女性特有の健康課題への配
慮は、産休・育休など法定制度を中心とした取り組みが主となっている。 

 

（２）育児・介護休業制度について 

①育児休業（問 10、問 11、付問 11－１）  

◆育児休業取得可能期間は「原則１歳だが、一定の場合は２歳」が約３分の１ 

育児休業取得可能期間は、「原則は１歳だが、一定の場合は２歳」が 30.6％で最も高く、約
３分の１を占めている。次いで「原則は１歳だが、一定の場合は１歳６か月」が 15.6％、「２
歳～３歳未満」が 10.2％となっている。一方、「育児休業の規定なし」は 9.3％となっている。
（図表２－１－１） 

従業員規模別にみると、「原則１歳だが、一定の場合は２歳」「無条件に２歳」は、従業員規
模が大きい事業所ほど高率となる傾向がみられる。一方、「育児休業の規定なし」は小規模事
業所で高い割合となっている。（図表２－１－２） 

女性比率別では、「２歳～３歳未満」は女性比率が高い事業所ほど割合が高くなる傾向がみ
られる。（図表２－１－３） 

◆男性の育児休業取得率は 67.3％と大幅に上昇 

過去１年間に女性の出産者がいた事業所のうち、育児休業取得者がいた事業所は 91.4％とな
っている。一方、配偶者が出産した男性がいた事業所のうち、男性の育児休業取得者がいた事
業所は 67.3％となっている。（図表２－２－１） 

育児休業取得率は、女性が 91.4％と約９割であるのに対し、男性は 67.3％と６割半ばとなっ
ており、男女差は依然みられるものの、男性の取得率は平成 27 年度（3.2％）から 54 ポイン
ト以上増加している。（図表２－２－２） 
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また、国の「雇用均等基本調査」と比較すると、世田谷区は女性で 4.8 ポイント、男性で
26.8 ポイント上回っている。（図表２－２－２） 

◆育児休業取得者への業務対応は「同じ部門の他の社員で対応」が４割強 

育児休業取得者が出た場合の業務対応は、「代替要員の補充を行わず、同じ部門の他の社員で
対応した」が 41.7％と最も高く、次いで「派遣労働者やアルバイト等を代替要員として雇用し
た」が 26.4％となっている。（図表２－３－１） 

②介護休業（問 12、付問 12－１、付問 12－２） 

◆介護休業「規定あり」は８割超で増加傾向 

介護休業について「規定あり」とする事業所は 80.5％と８割を超えており、平成 27 年度、
令和２年度と比較しても増加傾向となっている。（図表２－４－１） 

業種別にみると、多くの業種で「規定あり」が７割を超える一方、〈宿泊業、飲食サービス
業〉では４割程度にとどまっている。（図表２－４－２） 

◆介護休業できる期間は「93日」が約５割 

介護休業の規定がある事業所における取得可能期間は、「93 日」が 47.5％で最も高く、約５
割を占めている。従業員規模が大きい事業所ほど、93 日を超える期間を設定している割合が高
くなる傾向がみられる。（図表２－４－４） 

◆介護休業取得者がいた事業所は１割弱 

過去１年間に介護休業取得者がいた事業所は 8.6％と１割弱であるが、経年比較では増加傾
向がみられる。（図表２－５－１） 

取得者の属性をみると、男女ともに 50 歳代が多く、男女差はほとんどみられない。（図表２
－６－１） 

③育児・介護休業取得者の職場復帰支援（問 13） 

◆育児休業取得者への〈相談・面接〉は７割で実施 

育児休業取得者の復職に際し、〈相談・面接〉を「実施している」事業所は 70.1％と７割を
超えており、経年的に増加している。（図表２－７－３） 

一方、〈教育・訓練〉を「実施している」事業所は 25.2％と２割半ばにとどまっており、「実
施していない」事業所が５割を超えている。（図表２－７－４、２－７－６） 

◆介護休業取得者への〈相談・面接〉は５割強、〈教育・訓練〉は２割弱 

介護休業取得者の復職に際し、〈相談・面接〉を「実施している」事業所は 54.4％と５割強
で、経年的に増加している。（図表２－７－９） 

〈教育・訓練〉を「実施している」事業所は 19.5％と２割弱にとどまり、「実施していな
い」または「検討中」とする事業所が７割以上を占めている。（図表２－７－12） 
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④看護休暇制度（問 14） 

◆看護休暇制度の「規定有り」は７割以上に増加 

看護休暇制度を「規定有り」とする事業所は 76.6％と７割以上を占め、経年的に増加してい
る。（図表２－８－１） 

対象者については、「非正社員も含む」が 65.7％と６割を超えており、拡大傾向がみられ
る。（図表２－８－５） 

◆看護休暇の利用は女性３割強、男性１割超 

看護休暇制度の利用実績は、女性が 34.6％、男性が 17.9％となっており、いずれも経年的に
増加している。（図表２－８－７） 

 

（３）働きながら育児や介護を行う従業員に対する両立支援 

① 育児との両立支援制度（問 15） 

◆〈短時間勤務制度〉が６割強で最多、他制度は３割未満にとどまる 

育児との両立支援制度は〈短時間勤務制度〉が 62.7％と最も高い。一方、〈始業・終業時刻
の繰上げ・繰下げ〉は３割弱、〈所定外労働の免除〉〈半日や時間単位の有給休暇〉はいずれも
２割未満にとどまっている。 

経年比較では、概ねの制度で「制度あり」が減少しており、特に〈半日や時間単位の有給休
暇〉、〈所定外労働の免除〉で大きな減少がみられる。 

② 育児との両立支援制度の利用実績（付問 15-1） 

◆制度があれば、男女とも利用率は高い 

制度がある事業所では、女性は〈フレックスタイム制度〉〈育児に要する経費の援助措置〉
〈時間単位有給〉等で８割以上の利用がみられる。男性でも〈配偶者同行休業制度〉〈フレッ
クスタイム制度〉などで高い利用率となっており、制度整備が利用促進に直結していることが
うかがえる。 

③ 介護との両立支援制度（問 16） 

◆〈短時間勤務制度〉が約６割、育児より整備が進展 

介護との両立支援制度は〈短時間勤務制度〉が 57.5％と最も高く、次いで〈半日や時間単位
の有給休暇〉〈始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ〉となっている。 

経年比較では、すべての制度で「制度あり」が増加傾向にあり、特に〈短時間勤務制度〉の
伸びが大きい。 

④ 介護との両立支援制度の利用実績（付問 16-1） 

◆テレワーク・フレックスの活用が中心 

介護との両立支援では、男女とも〈フレックスタイム制度〉〈テレワーク〉の利用率が高
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く、長期利用が可能な制度ほど活用されている。 

⑤ 多様な働き方を可能にする制度（問 17） 

◆〈配偶者出産支援休暇〉は６割、他制度は１割台 

多様な働き方を可能にする制度では〈配偶者出産支援休暇〉が 57.5％と高い一方、〈就業形
態の移行〉〈勤務地限定・選択制度〉はいずれも１割強にとどまっている。 

経年比較では、概ねの制度で「制度あり」が増加している。 

⑥ 多様な働き方制度の利用実績（付問 17-1） 

◆利用は限定的だが、男性の育児関連休暇は一定程度浸透 

女性では〈就業形態の移行〉、男性では〈配偶者出産支援休暇〉の利用が比較的多いが、全
体として利用率は低水準にとどまっている。 

⑦ 育児・介護を行う従業員が働きやすい環境づくり（問 18） 

◆「相談窓口の設置」「経営・人事方針への位置付け」が５割前後 

〈相談窓口の設置〉が 56.0％と最も高く、〈両立支援への積極的な取組みを経営・人事の方
針とする〉も約５割となっている。 

経年比較では、概ねの取組で「実施している」が増加している。 

⑧ 今後の両立支援制度の考え方（問 19） 

◆「現状のままでよい」が３割強、「充実を図る」が３割 

今後の考え方は「現状のままでよい」が 33.2％と最も多い。一方、「両立支援制度の充実」
や「利用者の増加」を志向する事業所も一定数みられる。 

女性比率が低い事業所ほど現状維持が高い傾向がある。 

⑨ 両立支援制度を設ける上で重要なこと（問 20） 

◆「法律の知識」が最多、意識より実務重視へ 

最も重要な点は「育児・介護休業法など法律の知識」が約３割と最多で、「企業トップの意
識」を上回っている。経年比較でも、法制度理解の重要性が高まっている。 

⑩ 働きながら育児・介護を行うために重要なこと（問 21） 

◆「上司・同僚の理解」が最重要 

「休業取得に対する上司、同僚の理解浸透」が最も高く、次いで「職場の両立支援制度の充
実」「一人当たりの業務量の削減」となっている。 

制度整備に加え、職場風土やマネジメントの重要性が引き続き示されている。 
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（４）ワーク・ライフ・バランスについて 

① ワーク・ライフ・バランスへの取組み（問 22） 

◆現状評価は、「取組んではいるが不十分」が約４割 

ワーク・ライフ・バランスへの取組みの現状評価は、「取組んではいるが不十分」が 39.9％
と約４割を占めている。一方、「既に十分に取組んでいる」は 20.0％で２割となっており、令
和２年度（14.8％）と比べ 5.2 ポイント上昇している。（図表４－１－３） 

従業員規模が大きい事業所ほど、「既に十分に取組んでいる」、「取組んではいるが不十分」
の割合が高くなる傾向がみられる。（図表４－１－２） 

◆今後の必要性は、『取組む意向がある』が７割半ば 

今後の必要性については、「ある程度取組むべき」、「積極的に取組むべき」を合わせた『取
組む意向がある』が 75.0％と７割半ばを占めている。（図表４－１－４） 

経年比較でみると、「積極的に取組むべき」は令和２年度 28.1％から今回 36.2％と 8.1 ポイ
ント増加しており、取組みの必要性に対する認識は高まっている。一方、「現状のままで問題は
ない」はやや減少している。（図表４－１－６） 

② ワーク・ライフ・バランス充実のための取組み（問 23） 

◆重要と考える取組みは、「仕事の見直しや長時間労働の削減」が最多 

ワーク・ライフ・バランス充実のために重要なことは、「仕事の見直しや長時間労働の削
減」が 54.7％と最も高く、次いで「管理職への理解・周知の徹底」が 41.6％、「育児等対象者
と対象者外の従業員との間に不公平感の出ない制度の設置」が 31.0％となっている。（図表４
－２－１） 

経年比較では、「仕事の見直しや長時間労働の削減」、「管理職への理解・周知の徹底」とい
った職場全体に関わる取組みの重要性が高まっている。 

◆現在行っている取組みは、「計画的な年休取得の促進」が５割半ば 

現在行っている取組みでは、「計画的な年休取得の促進」が 55.3％と５割半ばで最も高く、
次いで「仕事の見直しや長時間労働の削減」、「人事・労務担当者への理解・周知徹底」となっ
ている。（図表４－２－２） 

経年比較でみると、「社内の相談窓口の設置」、「男性の育児参加の促進」など、支援体制や
意識啓発に関する取組みが大きく増加している。 

◆今後新たに実施したい取組みは分散傾向 

今後新たに実施したい取組みは、「育児等対象者と対象者外の従業員との間に不公平感の出
ない制度の設置」、「定期的な従業員満足度調査の実施」などが２割前後となっており、特定の
取組みに集中する傾向はみられない。（図表４－２－３） 
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③ 子育て中の女性の採用について（問 24、付問 24－１） 

◆「『子育て中』であることは採用とは関係ない」が約７割 

「子育て中の女性」を正社員として採用することについては、「『子育て中』であることは採
用とは関係ない」が 67.7％と約７割を占めている。（図表４－２－４） 

経年比較でみると、この割合は平成 27 年度以降一貫して増加しており、子育て中の女性に
対する採用上の理解は進んでいる。 

◆採用が難しい理由は、「突発的な休みへの対応」が中心 

「子育て中の女性の採用は難しい」と回答した事業所では、「子どものことで突然休まれる
と困る」が最も多く、次いで「残業や休日出勤を頼みづらくなる」など、業務運営上の懸念が
挙げられている。（図表４－２－８） 

 

（５）職場のハラスメントについて 

① パワーハラスメント防止対策義務化の認知度（問 25） 

◆「法律も内容も知っている」が７割超 

パワーハラスメント防止対策義務化についての認知度は、「法律も内容も知っている」が
73.3％と７割を占めている。「聞いたことがあるが、内容は知らない」は 21.9％、「知らない」
は 3.7％とわずかである。（図表５－１－１） 

従業員規模別にみると、「法律も内容も知っている」は、従業員規模が大きくなるに従い高
率になる傾向がみられる。一方、「聞いたことがあるが、内容は知らない」「知らない」は、従
業員規模が小さい事業所ほど高率となっている。（図表５－１－２） 

労働組合の有無別では、〈労働組合有〉で「法律も内容も知っている」が 79.2％と約８割を
占め、〈労働組合無〉では 71.7％と約７割となっている。（図表５－１－３） 

② ハラスメントの実態（問 26、付問 26－１） 

◆何らかのハラスメントがある事業所は約４割 

何らかのハラスメントが、「問題になったことも実態としてもない」は 59.2％と約６割とな
っている。一方、「問題になったことがある」は 24.7％、「問題になったことはないが実態とし
てはある」は 15.2％であり、これらを合わせた何らかのハラスメントがある事業所は 39.9％と
約４割を占めている。（図表５－２－１） 

従業員規模別にみると、「問題になったことがある」は従業員規模が大きい事業所ほど高率
になる傾向がみられる。一方、「問題になったことも実態としてもない」は、従業員規模が小
さい事業所ほど高率となっている。（図表５－２－２） 

経年比較では、「問題になったことも実態としてもない」は令和２年度より増加している一
方、「問題になったことがある」も増加しており、ハラスメントの顕在化が進んでいる状況が
うかがえる。（図表５－２－５） 
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◆問題となったもしくは実態としてあるのは、「パワーハラスメント」が８割超 

問題となったもしくは実態としてあるハラスメントの種類は、「パワーハラスメント」が
82.1％と８割を超えて最も高く、次いで「セクシュアルハラスメント」が 33.7％と約３割とな
っている。（図表５－３－１） 

経年比較でみると、「パワーハラスメント」はやや減少している一方、「セクシュアルハラス
メント」は増加している。（図表５－３－２） 

③ ハラスメント問題の対応（問 27） 

◆「どこまでがハラスメントに該当するか、線引きが難しい」が７割 

ハラスメントが起きたとき、対応が困難と感じることについては、「どこまでがハラスメン
トに該当するか、線引きが難しい」が 70.1％と約７割を占めている。次いで、「事実確認が難
しい」が 50.8％、「プライバシーの保護が難しい」が 37.7％、「加害者への処分を含めた対応が
難しい」が 34.5％となっている。（図表５－４－１） 

経年比較では、「線引きが難しい」と感じる事業所の割合は令和２年度より上昇しており、
対応の難しさが増していることがうかがえる。 

④ ハラスメント防止への取組み（問 28） 

◆〈就業規則等にハラスメント禁止を明記〉を「実施している」が８割弱で最多 

ハラスメントを防止するための取組みで「実施している」割合が最も高いのは、〈就業規則
等にハラスメント禁止を明記〉で 77.0％と８割弱を占めている。次いで、〈事業所内外に相談
窓口・担当者等を設置〉が 71.6％、〈管理職等への意識啓発・理解促進〉が 65.1％となってい
る。（図表５－５－１） 

労働組合の有無別にみると、すべての項目で〈労働組合有〉の事業所の方が〈労働組合無〉
に比べ高率となっており、特に研修実施や実態把握の取組みで差が大きい。（図表５－５－
２） 

経年比較では、すべての取組み項目で「実施している」割合が令和２年度を上回っており、
相談窓口の設置や研修の実施などを中心に、防止対策は着実に進展している。（図表５－５－
６） 

 

（６）多様性の尊重について 

① 世田谷区の条例等の認知状況（問 29、問 30） 

◆「条例も大まかな内容も知っている」は２割強 

「世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例」の認知度は、「条
例も大まかな内容も知っている」が 21.7％と２割強を占めている。「聞いたことがあるが、内
容は知らない」は 38.0％、「知らない」は 38.6％となっている。（図表６－１－１） 

業種別にみると、〈情報通信業〉、〈教育、学習支援業〉では、「条例も大まかな内容も知って
いる」が３割を超えている一方、〈金融業、保険業〉では「知らない」が６割を超えており、業
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種間で認知度に差がみられる。（図表６－１－１） 

◆「パートナーシップの宣誓」の「内容を知っている」は２割弱 

「パートナーシップの宣誓」の認知度は、「内容を知っている」が 17.6％と２割弱にとどま
っている。「名前は聞いたことがあるが、内容は知らない」は 40.1％、「知らない」は 40.6％
と、制度の存在は知られているものの、内容理解には至っていない事業所が多い。（図表６－
２－１） 

業種別にみると、多くの業種で「内容を知っている」は１割台にとどまるが、〈情報通信
業〉、〈医療、福祉〉、〈サービス業（他に分類されないもの）〉では２割を超えている。一方、
〈金融業、保険業〉では「知らない」が６割を超えている。（図表６－２－１） 

② 職場における性的マイノリティへの配慮の取組み状況（問 31） 

◆「実施している」取組みは２割前後にとどまる 

職場における性的マイノリティへの配慮の取組みについて、「実施している」で最も高いの
は〈性別に応じた制服や服装規定などの廃止〉で 23.9％、次いで〈性的マイノリティの採用、
評価に対する公正さの徹底〉が 20.0％となっており、いずれも２割前後にとどまっている。
（図表６－３－１） 

一方、「実施していないが検討中である」では、〈社内書類等の性別記載への配慮〉、〈事業所
の規定や採用情報で差別をしない旨の明記〉、〈性自認に配慮した健康診断の実施〉がいずれも
１割半ばとなっており、取組みを模索している段階の事業所も一定数みられる。 

◆取組みは、従業員規模が大きい事業所ほど進んでいる 

「性別に応じた制服や服装規定などの廃止」や「採用・評価に対する公正さの徹底」につい
ては、従業員規模が大きい事業所ほど「実施している」割合が高くなる傾向がみられる。（図
表６－３－２～５） 

業種別では、〈金融業、保険業〉や〈情報通信業〉などで比較的取組みが進んでいる一方、
他の業種では「検討中」や「未実施」が多く、取組み状況にはばらつきがみられる。 
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２． 今後の課題 

調査結果のまとめをもとに、今後の課題を考察する。 

（１） 女性の活躍推進 

今回の調査結果から、女性の活躍推進に一定程度取り組んでいる事業所がみられる一方で、
取組みの進捗状況には事業所により差があることがうかがえる。特に、従業員規模が大きい事
業所や女性比率の高い事業所では、女性の登用や活躍に向けた取組みが比較的進んでいる傾向
がみられる。 

一方、女性の活躍が進んでいない事業所では、「女性従業員が少ない」、「登用に必要な経験
を積む機会が少ない」などを理由に挙げる傾向が引き続きみられ、女性のキャリア形成を支え
る仕組みが十分に整っていない状況がうかがえる。 

さらに今回、女性活躍推進法に関連する制度（①えるぼし認定、②子育てサポート企業（く
るみん）認定、③ユースエール認定）の認知・取得状況についてたずねたところ、認知度に比
べ取得率が低かった。 

また、生理休暇の取得率は極めて低く、取得状況を把握していない事業所も多いなど、女性
特有の健康課題への対応は十分に進んでいるとは言い難い。現状では、産前・産後休業や育児
休業など法定制度を中心とした取組みにとどまっており、月経や更年期等を含めた日常的な健
康課題に対する職場での理解や配慮は限定的である。 

 

これらのことから、女性の継続就労やキャリア形成を支援する取組みを進めるとともに、
女性が能力を発揮できる職域の拡大や登用機会の確保に向けた支援を継続していくことが必
要である。また、制度の周知や利用しやすい職場環境づくりを進めるとともに、管理職や従
業員への啓発を通じて、女性の健康課題に対する理解を深め、実態把握を含めた取組みの充
実を図ることが課題である。 

 

（２） 育児・介護と仕事の両立支援 

育児・介護と仕事の両立支援制度については、多くの事業所で制度自体は整備されているも
のの、引き続き利用状況には男女差がみられ、特に男性の利用が十分に進んでいない状況がう
かがえる。 

また、介護に関する制度については、育児関連制度と比べて利用率が低く、制度の認知や利
用のしやすさに課題があると考えられる。 

 

これらのことから、育児・介護を担うことが女性に偏らないよう、男女ともに制度を利用
しやすい職場環境づくりを進めるとともに、制度の周知や利用促進に向けた取組みを一層進
めていくことが必要である。 
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（３） 仕事と育児・介護の両立支援 

仕事と育児・介護の両立に関しては、短時間勤務制度や柔軟な働き方を取り入れている事業
所がみられる一方で、実際に利用できるかどうかは職場の理解や運用に左右される状況がうか
がえる。 

また、両立支援に取り組むうえで重要な要素として、引き続き「企業トップや管理職の意
識」が大きな影響を持っていることが示唆されている。 

 

これらのことから、制度整備にとどまらず、管理職を含めた職場全体の理解を深め、実際
に制度を利用しやすい職場風土を醸成していくことが課題である。 

 

（４） ワーク・ライフ・バランス 

ワーク・ライフ・バランスに関する取組みについては、働き方の見直しや業務の効率化など
に一定の進展がみられる一方で、職場によって取組み状況に差があることがうかがえる。今後
は、制度を導入するだけでなく、職場内での不公平感を生じさせない運用や、従業員の満足度
を把握する仕組みづくりなど、取組みを定着・成熟させる視点が求められる。 

 

これらのことから、事業所の実情に応じたワーク・ライフ・バランスの取組みを進めると
ともに、好事例の共有などを通じて、取組みの質の向上を図っていくことが重要である。 

 

（５） さまざまなハラスメントの防止 

ハラスメントについては、引き続きパワーハラスメントやセクシュアルハラスメントが課題
として挙げられており、事業所によって認識や対応に差がみられる。 

また、ハラスメント防止に関する制度や義務について、十分に理解されていない事業所もみ
られることから、ハラスメントが潜在化している可能性も考えられる。 

 

これらのことから、ハラスメントに対する正しい理解を促進し、問題を早期に把握・対応
できる体制づくりを進めるとともに、相談体制の整備や再発防止に向けた取組みを強化して
いくことが必要である。 
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（６） 職場における多様性の尊重 

今回の調査では、「世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例」
および「パートナーシップ（ファミリーシップ）宣誓制度」について、前回調査と比べて認知
状況に大きな改善はみられず、内容理解が十分に進んでいないことが明らかになった。また、
職場における性的マイノリティへの配慮の取組みについては、一部の項目では実施が進んでい
るものの、全体としては取組みが限定的であり、事業所規模や業種による差もみられる。 

 

これらのことから、条例や制度の趣旨・内容について、より分かりやすい周知啓発を行う
とともに、事業所が具体的な取組みにつなげられるよう支援を行っていくことが重要であ
る。特に、職場における理解促進と取組みの裾野拡大が今後の課題である。 

 

（７） 区に求められていること 

今回の調査からは、引き続き、制度や取組みに関する分かりやすい情報提供、事例紹介、相
談支援などを区に求める声がみられる。 

 

これらのことから、事業所の規模や業種に応じたきめ細かな支援を行うとともに、継続的
な調査・把握を通じて、実態に即した施策の検討につなげていくことが必要である。 
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